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凡
例 な

お
、
本
書
で
多
用
す
る
史
料
集
は
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
。 

･ 

杉
山
博
・
下
山
治
久
編
『
戦
国
遺
文
』(

後
北
条
氏
編
一
～
補
遺
編 

東
京
堂
出
版
一

九
八
九
～
二
〇
〇
〇
年)

か
ら
の
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
に
記
す
。 

「
史
料
タ
イ
ト
ル(
「
収
録
文
書
名
」
戦
＋
史
料
番
号)

」 

〈
例
・
北
条
家
下
中
村
上
町
検
地
帳(

「
種
徳
寺
文
書
」
戦 

三
八
四)

〉 

･ 

澁
澤
敬
三
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』(

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
、
一
九
三
七
～

一
九
三
九)

に
つ
い
て
は
、
『
漁
民
史
料
』
と
す
る
。
ま
た
、
史
料
編
で
は
、
次
の
通
り

に
示
す
。 

「
史
料
タ
イ
ト
ル(

『
漁
民
史
料
』
＋
史
料
番
号)

」 

〈
例
・
大
川
兵
庫
・
隼
人
連
署
指
出(

『
漁
民
史
料
』
一
七
一
五)

〉 

･ 

神
奈
川
県
大
磯
町
曾
根
田
家
所
蔵
の
『
皇
国
地
誌
淘
綾
郡
高
麗
村
』
に
つ
い
て
は
、

「
皇
国
地
誌
」
と
し
、
詳
細
は
後
述
す
る
。 

「
史
料
タ
イ
ト
ル(

「
皇
国
地
誌
」)

」 

〈
例
・
北
条
家
検
地
書
出
写(

「
皇
国
地
誌
」)

〉 

･ 

史
料
編
の
引
用
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。 

(

１)

～(

３)

と
、
引
用
す
る
史
料
群
の
種
類
で
、
番
号
を
つ
け
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料

群
名
は
、(

１)

「
検
地
帳(

野
帳)

」、(

２)

「
検
地
書
出
」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料
、

(

３)

「
小
田
原
所
領
役
帳
」
で
あ
る
。 

本
文
に
は
、
引
用
史
料
を
次
の
通
り
示
す
。 

(

１)

「
検
地
帳(

野
帳)

」 

【
史
料(

１
＋
ａ
・
ｂ)

＋
史
料
番
号(

漢
数
字)

】 

ａ…

北
条
家
下
中
村
上
町
検
地
帳(

「
種
徳
寺
文
書
」
戦 

三
八
四) 

ｂ…

「
長
は
ま
野
帳
」(

「
大
川
文
書
」
戦
二
三
六)

と
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料 

〈
例
・
【
史
料(

１―

ｂ)―

一
】〉 

(

２)

「
検
地
書
出
」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料 

【
史
料(

２)

＋
史
料
番
号(

漢
数
字)

＋
枝
番
号(

必
要
が
あ
れ
ば)

】 

〈
例
・
【
史
料(

２)―

一
四(―

一)

】〉 

(

３)

「
小
田
原
所
領
役
帳
」(

本
文
は
「
役
帳
」
と
す
る
。) 

【
史
料(

３)

＋
史
料
番
号(

漢
数
字)

】 

〈
例
・
【
史
料(

３)―

一
】〉 

【
史
料(

３)

】
に
つ
い
て
は
、
佐
脇
栄
智
校
注
『
小
田
原
所
領
役
帳
』(

戦
国
遺
文

後
北
条
氏
編 

別
巻 

東
京
堂
出
版
一
九
九
八
年)

か
ら
引
用
す
る
。 

 

史
料
編
に
お
け
る
史
料
番
号
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
は
、 

例
・
史
料(

１―

ｂ)…

【
史
料
一
】…

／
史
料(

２)…

【
史
料
一
】…

と
、
史
料
群

に
割
り
当
て
た(

ア
ラ
ビ
ア
数
字)

が
進
む
ご
と
に
、
漢
数
字
の
史
料
番
号
を
再
設
定
し

て
割
り
当
て
る
。



１ 
 

序
章 
戦
国
大
名
後
北
条
氏
に
関
す
る
研
究
史―

検
地
論
を
中
心
に―

 
戦
国
大
名
検
地
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
、
有
光
友
學
氏
が
今
川
氏
を
対
象
と
し
た
研
究
か

ら
は
じ
ま
る
。
有
光
氏
の
研
究
は
、
戦
国
大
名
が
、
中
世
に
存
在
し
た
重
層
的
な
土
地
領
有

関
係
に
つ
い
て
、
検
地
に
よ
っ
て
一
元
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(

１)

。
こ
の
今
川

検
地
に
よ
る
土
地
領
有
関
係
の
一
元
化
は
、
土
豪(

中
間
層)

な
ど
の
有
力
者
が
、
領
主
と
百

姓
の
間
に
た
っ
て
中
間
搾
取
を
お
こ
な
う
「
作
合
」
を
否
定
で
き
た
と
い
う
評
価
に
つ
な
が

る
。 こ

れ
は
、
安
良
城
盛
昭
氏
が
提
唱
し
た
、
作
合
否
定
が
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
お

こ
な
わ
れ
た
と
い
う
太
閤
検
地
論
の
理
解
と
は
、
対
立
す
る
も
の
で
あ
る(

２)

。
安
良
城
氏

は
、
戦
国
大
名
検
地
を
太
閤
検
地
と
比
較
し
て
、
遅
れ
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。 

勝
俣
鎮
夫
氏
は
、
こ
の
有
光
氏
の
検
地
論
を
も
と
に
、
戦
国
大
名
の
検
地
方
法
が
太
閤
検

地
の
方
法
に
類
似
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
太
閤
検
地
の
手
法
を
近
世
的
と
位
置

づ
け
る
こ
と
で
、
戦
国
大
名
検
地
も
太
閤
検
地
と
同
様
、
近
世
的
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し

た
、
近
世
的
か
否
か
と
い
う
権
力
の
推
移
を
視
点
と
し
て
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
ゆ
く
。
こ

の
検
地
論
に
お
け
る
評
価
の
違
い
に
よ
っ
て
「
安
良
城
・
勝
俣
論
争(

３)

」
が
起
こ
っ
た
。
そ

れ
は
、
検
地
研
究
が
停
滞
し
、
進
展
し
な
く
な
る
要
因
と
な
っ
た
。 

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
の
検
地
研
究
で
は
、
年
貢
収
取
関
係
か
ら
検
地
方
法
の
見
直
し

が
な
さ
れ
、
「
安
良
城
・
勝
俣
論
争
」
で
み
た
よ
う
な
、
権
力
の
推
移
に
よ
る
評
価
か
ら
脱

却
が
目
指
さ
れ
た(

４)

。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
戦
国
大
名
の
権
力
論
や
村
落
論

を
視
野
に
入
れ
た
検
討
か
ら
検
地
を
解
明
す
る
動
向
が
み
ら
れ
る(

５)

。
戦
国
大
名
の
領
国
支

配
か
ら
検
地
研
究
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
個
別
の
戦
国
大
名
が
実
施
し
た
検
地
の
研
究

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(

６)

。 

そ
の
よ
う
な
、
個
別
の
戦
国
大
名
に
よ
る
検
地
政
策
を
検
討
す
る
際
、
関
東
の
北
条
氏
は

豊
富
な
戦
国
期
の
史
料
が
残
存
し
て
お
り
、
研
究
対
象
と
し
て
妥
当
だ
と
考
え
る
。
し
か
し

現
状
は
、
有
光
氏
が
先
駆
的
に
研
究
し
た
今
川
検
地
論
と
比
較
す
る
と
、
検
地
を
専
論
と
し

た
研
究
が
少
な
い
。 

本
稿
で
は
、
北
条
氏
の
史
料
を
総
体
的
に
み
る
こ
と
で
、
戦
国
期
北
条
領
国
下
に
お
け
る

検
地
政
策
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
序
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
北
条
氏
に
関
す
る
研
究
史

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
研
究
と
検
地
政
策
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
ゆ
く
。
ま

た
、
北
条
領
国
下
の
検
地
政
策
に
つ
い
て
、
検
地
に
関
す
る
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
論

や
村
落
論
も
視
野
に
入
れ
る
形
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

第
一
節 

後
北
条
氏
検
地
論 

北
条
氏
検
地
論
の
実
証
的
な
研
究
は
、
佐
脇
栄
智
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
定
説
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る(

７)

。 

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
地
研
究
に
て
扱
わ
れ
て
き
た
史
料
を
み
て
い
く
と
と
も
に
、
北

条
検
地
に
関
す
る
研
究
史
を
紹
介
し
て
ゆ
く
。 

一 

後
北
条
氏
の
検
地
史
料 

ま
ず
先
行
研
究
で
は
、(

１)

「
検
地
帳(

野
帳)

」
・(

２)

「
検
地
書
出
」
・(

３)

「
小
田

原
所
領
役
帳
」
の
三
点
が
主
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。 

(

１) 

「
検
地
帳
」
と
「
野
帳
」 

「
検
地
帳
」
や
「
野
帳
」
の
構
成
は
、
①
上
段
に
田
畠
の
別
と
一
筆
ご
と
の
反
別
面
積

を
、
「
町
反
歩
」
に
お
け
る
「
歩
」
と
い
う
小
さ
い
単
位
で
記
載
し
、
②
下
段
に
名
請
人
を

記
載
し
て
い
る
。 
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(
１―

ａ)

「
検
地
帳
」 

「
検
地
帳
」
と
し
て
は
、
天
文
一
〇
年(

一
五
四
一)

作
成
の
相
模
国
西
郡
「
下
中
村
上
町

分
」〈
現
神
奈
川
県
小
田
原
市
小
船
、(

１―

ａ)

〉
が
残
る
。
こ
れ
は
、
北
条
氏
の
「
検
地

帳
」
と
し
て
現
存
す
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。 

冒
頭
に
は
「
辛
丑
／
下
中
村
検
地
帳
」
と
あ
り
、
「
辛
丑
」
は
、
天
文
一
〇
年
と
比
定
で

き
る
。
続
い
て
、
「
検
地
帳
」
の
上
部
に
田
畠
面
積
、
下
部
に
は
名
請
人
が
記
載
さ
れ
、
最

後
尾
に
田
の
合
計
面
積
と
そ
れ
を
貫
高
化
し
た
も
の
、
続
い
て
田
と
同
様
に
畠
の
分
を
処
理

し
た
記
載
が
続
く
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
請
人
が
記
さ
れ
た
田
畠
面
積
の
合
計
と
、

「
検
地
帳
」
の
最
後
尾
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
畠
面
積
の
合
計
は
一
致
せ
ず
、
そ
の
差
は
田

畠
と
も
に
三
反
以
上
も
あ
る
。 

田
畠
合
計
記
載
の
後
に
続
い
て
、
「
此
外
問
答
之
地
小
竹
／
上
町
」
と
あ
り
、
田
・
二

筆
、
計
「
八
反
半
廿
歩
」(

八
反
二
〇
〇
歩)

が
貫
高
化
さ
れ
た
も
の
を
問
答
の
地
と
し
て
あ

げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
尾
に
は
、
こ
の
問
答
の
地
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
そ
の
中

で
は
、
「
公
事
免
」
な
ど
が
「
分
国
中
の
法
度
」
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ

し
て
日
付
は
、
「
天
文
十
九
年
／
庚
戌
／
七
月
十
七
日
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
虎
朱

印
」
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。 

冒
頭
に
は
天
文
一
〇
年
と
記
載
さ
れ
て
あ
る
の
に
対
し
て
、
最
後
尾
は
天
文
一
九
年(

一

五
五
〇)

と
な
っ
て
お
り
、
九
年
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
文
一
〇
年
に
「
検
地
帳
」
が

作
成
さ
れ
た
が
、
天
文
一
九
年
に
小
竹
と
上
町
で
「
問
答
」
が
発
生
し
た
た
め
、
こ
の
「
検

地
帳
」
が
活
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
此
外
問
答
之
地
」
以
下
は
、
問
答
が

あ
っ
た
天
文
一
九
年
に
書
き
足
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。 

(

１―

ｂ)

「
野
帳
」 

伊
豆
国
西
浦
長
浜(

現
静
岡
県
沼
津
市
内
浦
長
浜)

に
は
、
天
文
一
二
年(

一
五
四
三)

作
成

の
「
長
は
ま
野
帳
」〈
以
下
、「
野
帳
」、(

１―

ｂ)

〉
と
い
う
、
検
地
帳
に
類
似
し
た
形
式

を
有
す
る
史
料
が
残
存
し
て
い
る
。 

「
野
帳
」
は
、
田
畠
の
面
積
を
丈
量
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、

「
検
地
帳
」
の
よ
う
な
「
引
方
」
や
、
そ
の
他
検
地
に
関
係
す
る
情
報
を
含
ん
で
い
る
も
の

で
は
な
い
。
「
野
帳
」
に
は
、
全
部
で
四
五
件
の
記
載
が
あ
る(

以
下
、
項
目
番
号
に
つ
い

て
は
、[

１]

の
よ
う
に
示
す)

。
各
項
目
は
、
上
段
、
中
段
、
下
段
の
三
つ
の
パ
ー
ト
か
ら

な
る
。 

上
段
に
は
、
田
、
畠
、
免
田
の
種
別
と
そ
の
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る 

。
中
段
に
は
、「
こ

ふ
し
さ
か
」([

４])

「
宮
前
」([

１
４])

な
ど
の
地
名
や
、「
当
ふ
さ
く
」([

１
６])

「
袖
ふ

り
免
」([

１
７])

な
ど
、
一
一
件
の
記
載
が
あ
る
。
中
段
の
文
字
に
は
、「
こ
ふ
し
さ
か
」

「
宮
前
」
な
ど
、
高
い
位
置
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
、「
や
ふ
さ
ミ
免
」([

２
５])

「
神
明

ま
つ
り
免
」([

２
７])

な
ど
低
い
位
置
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
不

明
で
あ
る(

８)

。
下
段
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
・
畠
・
免
田
の
名
請
人
（
責
任
者
）
と
思
わ
れ

る
人
々
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

(

２) 

「
検
地
書
出
」(

【
地
図
一
】) 

「
検
地
書
出
」
は
、
戦
国
期
の
北
条
領
国
下
で
あ
る
現
在
の
南
関
東
を
中
心
に
発
給
さ
れ

た
、
検
地
に
関
す
る
一
九
点
の
史
料
群
で
あ
る
。
一
九
点
の
「
検
地
書
出
」
に
記
さ
れ
る
内

容
と
し
て
は
、
「
検
地
書
出
」
の
冒
頭
部
に
検
地
結
果
の
面
積
が
掲
示
さ
れ
る
。
つ
づ
い

て
、
北
条
氏
が
独
自
に
設
け
た
算
出
方
法
で
、
田
畠
面
積
を
貫
高
換
算
し
て
示
さ
れ
る
。
そ

こ
か
ら
「
引
方(

９)

」
と
い
う
郷
村
経
営
費
を
差
し
引
い
た
「
定
納
高
」
を
掲
示
す
る
。
以
上

の
情
報
の
他
に
年
貢
の
納
入
方
法
や
、
再
検
地
に
よ
っ
て
新
た
に
踏
み
出
さ
れ
た
「
増
分
」

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

北
条
氏
が
独
自
に
設
け
た
田
畠
の
面
積
か
ら
貫
高
に
換
算
す
る
方
法
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。 〈

換
算
方
法
〉
①
ま
ず
、
田
畠
の
合
計(

町
・
反
・
歩)

を
出
す
。
②
田
一
反
あ
た
り
に
対

し
て
三
〇
〇
～
五
〇
〇
文
、
畠
一
反
あ
た
り
に
対
し
て
一
〇
〇
～
二
〇
〇
文
の
貫
高(

貫
・
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文)
を
乗
じ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
田
畠
が
貫
高
と
な
る
。
③
貫
高
と
な
っ
た
状
態
の
田
と
畠

を
合
計
す
る
。
こ
れ
を
「
田
畠
踏
立
辻
」
と
呼
ぶ
。
④
「
田
畠
踏
立
辻
」
か
ら
百
姓
へ
の
免

除
分
で
あ
る
「
引
方
」
を
除
い
た
も
の
が
「
定
納
高
」
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
「
定
納
高
」

が
、
年
貢
高
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
換
算
方
法
は
、
す
べ
て
の
「
検
地
書
出
」
に
共
通
し
て
い
る
。 

「
検
地
書
出
」
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
は
、
則
竹
雄
一
氏
が
、
四
つ
の
類
型
を
示
し
て
い

る
。
則
竹
氏
は
、
「
検
地
書
出
」
の
田
畠
面
積
と
引
方
の
記
載
方
法
に
よ
り
分
類
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
Ⅰ
「
田
畠
面
積
・
引
方
を
記
載
」
、
Ⅱ
「
田
畠
面
積
は
あ
る
が
引
方
が
記

載
さ
れ
な
い
」
、
Ⅲ
「
面
積
記
載
が
な
く
検
地
高
と
典
型
的
な
引
方
を
記
載
」
、
Ⅳ
「
面
積

と
明
確
な
引
方
記
載
が
な
く
検
地
高
と
増
分
を
記
載
」(

１
０)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

「
検
地
書
出
」
一
九
点
は
、
換
算
方
法
に
関
し
て
い
え
ば
統
一
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
記

載
形
式
を
み
る
と
、
則
竹
氏
よ
っ
て
四
つ
の
類
型
が
提
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
検
地

書
出
」
の
発
給
者
や
書
出
し
文
言
に
統
一
性
が
み
ら
れ
ず
、
則
竹
氏
は
こ
う
し
た
違
い
か
ら

の
分
析
や
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

「
検
地
書
出
」
は
、
郷
村
に
お
け
る
検
地
の
内
容
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
史
料
で
あ
る

が
、
検
地
の
実
施
方
法
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
北
条
氏
領
国
下
の

検
地
実
施
例
が
わ
か
る
す
べ
て
の
郷
村
に
「
検
地
書
出
」
が
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
郷
村
に
お
け
る
検
地
実
態
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

(

３) 

「
小
田
原
所
領
役
帳(

１
１)

」(

以
下
、「
役
帳
」
と
略
す
。) 

北
条
氏
の
給
人
を
軍
事
編
成
組
織
で
あ
る
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
た
分
限
帳
の
よ
う
な
史

料
で
あ
る
。
給
人
ご
と
の
知
行
と
そ
の
地
名
、
役
高
な
ど
の
貫
高
が
箇
条
書
き
で
明
記
さ
れ

る
。
「
役
帳
」
は
、
家
臣
ら
の
知
行(

普
請)

役
賦
課
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
基
本
台
帳
と

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
役
帳
」
に
は
直
轄
領
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

検
地
に
関
連
す
る
記
載
は
、
給
人
知
行
名
な
ど
の
下
部
に
、
注
記
の
形
で
記
載
さ
れ
て
い

る
。 以

上
の
三
点
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
扱
わ
れ
て
き
た
検
地
に
関
係
す
る
史
料
で
あ
り
、

本
稿
で
も
こ
れ
を
用
い
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。 

二 

後
北
条
検
地
に
関
す
る
研
究
史 

北
条
検
地
研
究
は
、
佐
脇
氏
に
よ
っ
て
、
「
役
帳
」
を
用
い
て
検
地
実
施
地
の
確
認
が
な

さ
れ
、
ま
た
「
検
地
帳
」
、
「
検
地
書
出
」
を
用
い
て
検
地
の
基
本
的
性
格
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
年
貢
負
担
に
つ
い
て
、
北
条
検
地
と
太
閤
検
地
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
の
方

法
と
を
比
較
し
、
両
者
の
検
地
で
あ
つ
か
っ
た
升
の
違
い
か
ら
、
年
貢
納
法
が
異
な
る
こ
と

を
比
較
し
て
い
る
。
佐
脇
氏
の
説
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

(

１) 

当
主
代
替
わ
り
の
際
に
、
新
当
主
の
権
威
を
示
す
た
め
に
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
る
。 

(

２) 

税
制
改
革
に
よ
る
陣
夫
役
の
増
徴
、
隠
田
摘
発
の
た
め
の
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
る
。 

(

３) 

天
正
末
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
上
野
国
に
お
け
る
新
領
土
獲
得
検
地
に
お
い
て
は
、
上

方
な
ど
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
の
方
法
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。 

(

４) 

「
検
地
書
出
」、「
検
地
帳
」、「
野
帳
」
を
同
様
の
史
料
と
み
な
す
。
北
条
氏
は
、
村

方(

「
検
地
書
出
」
対
象
郷
村
の
、
在
地
有
力
者
か)

に
対
し
て
「
検
地
書
出
」
を
与

え
、
領
主(

検
地
を
実
施
し
た
郷
村
を
知
行
し
て
い
る
給
人
か)

に
「
検
地
帳
」
と

「
野
帳
」
を
与
え
た
。 

(

５) 

年
貢
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
豊
臣
氏
よ
り
北
条
氏
の
方
が
軽
い
。 

こ
の
よ
う
な
定
説
を
前
提
に
、
北
条
検
地
は
太
閤
検
地
よ
り
部
分
的
に
遅
れ
て
い
る
と
評

価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
太
閤
検
地
と
の
関
連
性
も
あ
っ
て
、
北
条
氏
が
太
閤
検
地
の
方

式
を
取
り
入
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(

１
２)

。 

北
条
検
地
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
五
つ
の
分
析
視
角
が
基
本
と
な
り
、
以
降
の
研
究
に
続

く
。 
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則
竹
雄
一
氏
は
、
こ
の
佐
脇
説
に
再
検
討
を
加
え
た(

１
３)

。
ま
ず
、
「
役
帳
」
よ
り
①
検

地
が
お
こ
な
わ
れ
た
範
囲(

検
地
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
、
地
域
性
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
た

も
の
と
郷
村
を
単
位
と
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と)

、
②
検
地
実
施
例
の
初
見
に
つ
い
て
、
③

「
役
帳
」
に
あ
ら
わ
れ
な
い
検
地
実
施
例
の
示
唆
、
④
「
検
見
」
に
関
す
る
検
討(

同
一
視

さ
れ
て
き
た
検
見
と
検
地
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る)

、
以
上
の
四
点
に
つ
い
て
再
検
討
を

お
こ
な
っ
た
。 

次
に
「
検
地
書
出
」
か
ら
は
、
①
一
反
あ
た
り
の
基
準
貫
高
に
関
す
る
検
討
と
し
て
、
田

畠
の
基
準
貫
高
〈
田
一
反
あ
た
り
に
三
〇
〇
～
五
〇
〇
文
、
畠
一
反
あ
た
り
一
〇
〇
～
二
〇

〇
文
〉
が
一
定
し
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
郷
村
の
状
況
に
応
じ
て
、
田
畠
の
生

産
量
か
ら
等
級
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
す
る
、
②
記
載
形
式
の
違
い
と
し
て
、
「
検
地

書
出
」
を
前
述
の
通
り
、
四
つ
の
類
型
で
分
け
た
も
の
、
③
以
前
の
定
納
高
と
今
回
の
再
検

地
に
よ
っ
て
踏
み
出
さ
れ
た
定
納
高
の
差
で
あ
る
「
増
分
」
に
関
す
る
評
価
、
以
上
の
三
点

に
つ
い
て
再
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
則
竹
氏
は
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
を
も
と
に
佐
脇
説
に
新
た
な

知
見
を
加
え
て
、
北
条
氏
の
検
地
政
策
を
明
ら
か
に
し
た
。 

北
条
氏
の
検
地
方
法
に
つ
い
て
は
、
池
上
裕
子
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
戦
国
大
名

の
検
地
目
的
は
、
検
地
に
よ
っ
て
新
た
に
踏
み
出
さ
れ
る
「
増
分
」
を
収
取
す
る
こ
と
が
基

本
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、(

ａ)

給
人
領
、(

ｂ)

直
轄
領
、(

ｃ)

寺
社
領
に
よ
る
三
つ
の

方
法
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
検
地
帳
」
と
そ
れ
に
類
似
す
る
「
野
帳
」
の
分
析
か

ら
、
戦
国
大
名
検
地
の
方
法
を
丈
量
検
地
と
結
論
付
け
た
。 

池
上
氏
は
、
戦
国
大
名
の
検
地
が
丈
量
の
方
法
を
と
る
と
い
う
点
が
、
太
閤
検
地
と
共
通

し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
共
通
点
か
ら
、
安
良
城
氏
の
太
閤
検
地
論
に
よ
る
戦
国
大
名
検
地

の
評
価
を
批
判
す
る
。
よ
っ
て
、
戦
国
大
名
検
地
が
、
安
良
城
氏
の
い
う
よ
う
な
「
遅
れ
た

も
の
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
は
、
北
条
検
地
が
織
田
信
長
に
よ
る
検
地(

１
４)

と
共
通
性
が
あ
る
こ
と
や
、
関
東
に
お
け
る
徳
川
家
康
に
よ
る
太
閤
検
地
に
つ
な
が
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た(

１
５)

。 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
北
条
氏
の
検
地
方
式
は
江
戸
時
代
の
検
地
方
式
に
直
接
つ
な
が

る
も
の
と
評
価
す
る(

１
６)

。
そ
の
一
方
で
、
北
条
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
検
地
政
策

以
外
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
戦
国
大
名
が
兵
農
未
分
離
で
農
民
を
含
む
村
落
支
配
を
十
分
に

浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
権
力
と
評
価
し
た(

１
７)

。 

戦
国
大
名
検
地
は
、
安
良
城
氏
以
来
、
太
閤
検
地
と
比
較
し
て
遅
れ
た
も
の
と
評
価
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
国
大
名
の
検
地
が
、
近
世
に
近
い
も
の
な
の
か
否
か
に
重
点
を

置
く
傾
向
が
う
ま
れ
た
。
そ
の
中
で
、
豊
富
な
史
料
が
あ
る
北
条
氏
の
分
析
が
進
展
し
た
結

果
、
安
良
城
氏
の
評
価
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
自
己
目
的
と
な
っ
て
ゆ
く
。 

こ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
中
で
、
久
保
健
一
郎
氏
は
、
戦
国
大
名
検
地
に
つ
い
て
、
戦
国
時

代
固
有
の
条
件
と
規
定
性
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る(

１
８)

。
久
保
氏
に
よ
る
東

国
三
大
名(

北
条
氏
を
中
心
と
し
た
武
田
氏
、
今
川
氏)

を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
戦
国
大
名

検
地
を
戦
国
時
代
と
い
う
状
況
に
限
定
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
「
安

良
城
・
勝
俣
論
争
」
を
念
頭
に
お
い
て
、
戦
国
大
名
と
近
世
大
名
の
権
力
の
推
移
か
ら
論
じ

る
と
い
う
傾
向
を
脱
却
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
北
条
検
地
研
究
は
、
則
竹
氏
に
よ
っ
て
、
検
地
政
策
の
再
検
討
が
な
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
北
条
氏
は
検
地
政
策
に
よ
り
、
在
地
掌
握
を
お
こ
な
っ
た
権
力
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
戦
国
大
名
権
力
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
地
掌
握
政
策
が
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

し
か
し
、
北
条
氏
に
関
す
る
全
体
的
な
検
地
・
在
地
掌
握
政
策
や
、
当
主
ご
と
に
実
施
さ

れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
方
法
分
析
に
は
、
池
上
・
久
保
両
氏
も
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。
北

条
氏
は
、
最
終
的
に
関
東
一
円
に
領
国
支
配
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
、
広
範
囲
に

及
ぶ
領
国
支
配
を
対
象
と
し
て
、
北
条
領
国
内
の
在
地
掌
握
政
策
を
再
検
討
す
る
視
点
も
と

り
い
れ
る
必
要
が
あ
る
。 
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第
二
節 

後
北
条
氏
権
力
論 

戦
国
大
名
に
よ
る
検
地
は
、
在
地
を
掌
握
す
る
制
度
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
領
国
支
配
、

土
地
掌
握
に
関
す
る
北
条
氏
の
権
力
論
を
紹
介
し
、
検
地
研
究
と
の
接
点
を
さ
ぐ
る
。 

村
田
修
三
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
戦
国
大
名
に
よ
る
土
地
制
度
は
、
「
在
地
不
掌
握
」
で

あ
る
が
、
早
期
に
膨
大
な
支
配
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
な
権
力
と
位
置
付
け
ら
れ
た

(

１
９)

。
北
条
氏
も
例
外
で
は
な
く
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
在
地
不
掌
握
の
権
力
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る(

２
０)

。 

そ
こ
で
、
北
条
氏
の
土
地
掌
握
を
み
る
う
え
で
、
土
地
政
策
の
基
盤
と
な
る
領
国
支
配
方

法
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
北
条
氏
当
主
の
領
国
支
配
に
関
す
る
研
究
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。 實

方
壽
義
氏
は
、
当
主
が
統
治
す
る
直
轄
領
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
實
方
氏
は
、

草
創
期
に
獲
得
し
た
伊
豆
・
相
模
の
領
国
か
ら
、
直
轄
領
と
し
て
の
御
領
所
郷
村
に
つ
い

て
、
そ
の
設
定
動
向
と
統
治
の
形
態
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
草
創
期
の
北
条
氏
は
、
侵
略

者
で
あ
る
た
め
、
在
地
有
力
者
を
被
官
化
し
、
百
姓
把
握
に
つ
と
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
つ
ま
り
、
草
創
期
の
百
姓
把
握
は
、
被
官
化
し
た
在
地
有
力
者(
代
官)

任
せ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
統
治
強
化
の
た
め
に
、
検
地
の
実
施
、
税
制
の
整
備
、
収
取
体
系
の

統
一
を
は
か
り
、
寺
社
領
な
ど
も
直
轄
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
さ
れ
て
い
る(
２
１)

。 

次
に
、
当
主
に
よ
る
支
配
方
法
に
つ
い
て
は
、
佐
脇
栄
智
氏
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
佐

脇
氏
は
、
北
条
氏
が
諸
大
名
に
先
駆
け
て
検
地
を
実
施
し
、
新
基
準
の
貫
高
制
を
採
用
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
二
代
目
氏
綱
が
、
「
虎
の
印
判(

虎
朱
印)

」
と
い
う
朱
印
を

用
い
て
文
書
を
発
給
し
、
人
民
を
直
接
把
握
し
て
物
資
や
人
の
徴
発
を
命
じ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た(

２
２)

。
以
降
「
虎
の
印
判(

虎
朱
印)

」
は
、
検
地
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
て
、
そ
の

効
力
を
拡
大
し
て
ゆ
く(

２
３)

。 

「
虎
の
印
判(

虎
朱
印)

」
は
、
北
条
氏
当
主
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
そ
の
命
令
を
直
接

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
北
条
氏
当
主
の
権
威
を
示
す
も
の
は
「
虎
の
印
判(

虎
朱
印)

」
の
ほ

か
に
、
文
書
中
の
文
言
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
北
条
氏
の
文
書
で
当
主
を
あ
ら
わ
す
文
言

は
、
「
大
途
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
久
保
健
一
郎
氏
は
、
北
条
氏
に
お
い
て
公
儀
や
権
威

を
表
現
す
る
文
言
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
部
分
は
、
元
亀
～
天
正
期
の
一
五

七
〇
年
以
降
か
ら
登
場
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た(

２
４)

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
関
東
で
領
土
を

拡
大
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
公
儀
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
元
亀
年
間
以
降
は
、
領
国
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
に
、
支
城
主
な
ど

を
配
置
し
、
統
治
し
て
ゆ
く
。
黒
田
基
樹
氏
は
、
北
条
氏
の
領
国
拡
大
に
よ
っ
て
誕
生
し
た

支
城
主
な
ど
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。
黒
田
氏
の
研
究
は
、
天
正
一
〇
年(

一
五
八
二)

以
降

の
上
野
・
下
野
・
下
総
国
と
い
っ
た
新
領
土
支
配
開
始
に
つ
い
て
、
新
領
土
に
お
い
て
も
直

轄
領
を
置
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(

２
５)

。
そ
の
上
で
、
北
条
氏
は
「
本
国
」
・
「
支
城

領
」
・
「
国
衆
領
」
に
分
け
る
形
で
、
地
域
分
権
的
支
配
を
お
こ
な
う
一
つ
の
地
域
権
力
と

し
て
成
立
し
て
い
た
と
評
価
し
た(

２
６)

。 

拡
大
さ
れ
た
北
条
領
国
内
に
お
い
て
、
そ
の
支
配
の
相
違
に
視
点
を
置
く
研
究
も
み
ら
れ

る
。
市
村
高
男
氏
は
、
永
禄
末
期
以
降
か
ら
天
正
一
八
年(

～
一
五
九
〇)

の
滅
亡
に
至
る
ま

で
の
北
条
分
国
支
配
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
、
近
世
と
の
連
続
面
・
断
絶
面
の
評
価
に
、
再

検
討
が
必
要
だ
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
北
条
氏
の
分
国
支
配
は
か
な
り
の
地
域
偏
差
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(

２
７)

。 

支
城
主
の
支
配
以
外
に
、
戦
国
大
名
領
国
に
存
在
す
る
「
戦
国
領
主
」
の
支
配
に
つ
い
て

も
研
究
が
な
さ
れ
る
。
「
戦
国
領
主
」
と
は
、
戦
国
大
名
領
国
内
に
、
一
定
の
知
行
、
も
し

く
は
、
所
領
を
も
つ
領
主
の
こ
と
で
あ
る
。
村
井
良
介
氏
は
、
こ
の
戦
国
領
主
に
つ
い
て
、

北
条
分
国
と
毛
利
分
国
に
お
け
る
領
域
支
配
に
つ
い
て
比
較
、
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ

で
「
戦
国
領
主
」
の
も
つ
所
領
と
い
う
の
は
、
個
別
の
知
行
、
所
領
の
集
合
体
で
あ
る
と
し
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た
。
そ
し
て
、
そ
の
集
合
体
に
対
し
て
、
「
戦
国
領
主
」
は
、
領
域
公
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
し
た
。 

ま
た
、
村
井
氏
は
、
北
条
領
国
に
存
在
す
る
支
城
領
の
誕
生
を
、
こ
う
し
た
戦
国
領
主
の

公
権
的
な
領
域
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
「
戦
国
領
主
」
が
支
城
主

に
な
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
。
北
条
領
国
に
お
い
て
「
戦
国
領
主
」
が
支
城
主
に
な
る
こ
と

は
、
上
に
存
在
す
る
大
名
権
力
へ
の
服
属
を
意
味
し
た
。
こ
う
し
た
、
「
領
」
の
編
成
が
戦

国
大
名
に
よ
る
分
国
支
配
の
特
質
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(

２
８)

。 

以
上
の
よ
う
に
、
北
条
権
力
論
は
、
北
条
氏
治
下
の
領
国
と
い
う
規
模
で
み
て
、
当
主
か

ら
領
主
ま
で
に
関
す
る
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。 

北
条
氏
の
検
地
は
、
権
力
側
が
「
政
策
」
と
し
て
行
使
す
る
側
面
を
も
つ
。
そ
こ
で
、
そ

う
し
た
権
力
側
に
よ
る
一
政
策
で
あ
る
と
い
う
点
に
留
意
し
て
分
析
を
お
こ
な
う
。 

北
条
氏
を
含
む
戦
国
大
名
は
、
在
地
不
掌
握
の
権
力
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
そ
の

中
で
、
当
主
の
領
国
支
配
に
つ
い
て
、
直
轄
領
の
支
配
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
北
条

領
国
に
は
支
城
主
領
や
国
衆
領(

他
国
衆
、
戦
国
領
主
と
も
よ
ば
れ
る)

の
領
土
が
存
在
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
が
併
存
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

近
年
で
は
、
領
国
内
に
存
在
す
る
領
主
権
力
に
よ
る
支
配
に
つ
い
て
も
、
研
究
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
西
国
の
毛
利
氏
と
の
比
較
か
ら
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
北
条
氏
権
力
論
を
前
提
と
し
て
、
当
主
や
支
城
主
ご
と
の
支
配

と
、
検
地
政
策
を
対
応
さ
せ
て
検
討
を
お
こ
な
う
。
ま
た
、
北
条
氏
当
主
の
権
力
推
移
な
ど

と
も
照
ら
し
合
わ
せ
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
北
条
領
国
下
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
検
地

の
実
施
方
法
と
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。 

第
三
節 

後
北
条
氏
村
落
論 

北
条
氏
が
検
地
を
実
施
し
て
い
く
う
え
で
、
対
象
と
な
る
郷
村
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

る
。
北
条
氏
の
検
地
史
料
か
ら
は
、
郷
村
と
権
力
側
の
動
向
を
み
て
と
れ
る
。
本
稿
第
三
章

で
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
村
の
実
態
か
ら
検
地
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
北

条
氏
の
村
落
論
に
関
す
る
研
究
史
を
中
心
に
紹
介
し
て
ゆ
く
。 

戦
国
大
名
の
村
落
論
、
北
条
氏
の
村
落
論
、
こ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
基
本
と
な
る
の

は
、
「
移
行
期
村
落
論(

２
９)

」
で
あ
る
。
「
移
行
期
村
落
論
」
は
、
藤
木
久
志
氏
が
提
唱
し

た
。
そ
れ
は
、
戦
国
大
名
が
存
在
し
た
中
世
と
近
世
の
間
、
す
な
わ
ち
「
中
近
世
移
行
期
」

(

一
六
世
紀
後
半)

を
対
象
と
し
、
そ
の
な
か
で
村
落
の
実
態
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
戦

国
大
名
領
国
に
お
け
る
村
落
は
、
近
世
に
直
接
つ
な
が
る
と
評
価
し
た
。 

一
方
で
池
享
氏
は
、
「
移
行
期
村
落
論
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
地
域
社
会

を
農
民
集
団
の
結
集
す
る
自
治
・
自
律
的
な
村
と
、
公
儀
に
結
集
し
た
公
権
力
支
配
に
収
斂

さ
せ
た
点
で
あ
る
。
池
氏
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
社
会
構
造
の
変
化
と
い
う
視
点
を
抜
き

に
、
近
世
に
つ
な
が
る
連
続
性
が
あ
る
と
単
純
評
価
す
る
点
を
問
題
視
す
る 

。 

言
い
換
え
る
と
、
「
村
落
」
と
「
公
儀
」
を
別
々
に
考
え
て
、
そ
の
つ
な
が
り
や
、
社
会

構
造
の
変
化
を
意
識
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
集
団
を
も
っ
て
社
会
秩
序
の
定
義
づ

け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。 

戦
国
期
の
村
落
論
に
つ
い
て
は
以
上
の
研
究
を
前
提
と
し
て
、
北
条
氏
の
治
下
に
存
在
し

た
村
落
を
考
え
て
ゆ
く
。 

北
条
氏
の
村
落
構
造
に
つ
い
て
は
、
池
上
裕
子
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
北
条
氏
の
村
落

は
、
小
村
を
「―

分
」
と
示
し
、
そ
の
集
合
体
を
「
郷
」
と
い
う
。
こ
の
「
郷
」
に
い
る
在

地
有
力
者
が
台
頭
す
る
こ
と
で
、
「
郷
」
の
生
産
、
生
活
を
め
ぐ
る
慣
習
や
秩
序
を
動
か

し
、
地
域
社
会
の
在
り
方
が
変
化
し
た
と
す
る
。
池
上
氏
は
、
そ
の
変
化
が
戦
国
期
の
特
徴

で
あ
る
と
示
し
た(

３
０)

。
「
郷
」
の
生
産
、
生
活
を
め
ぐ
る
慣
習
の
一
例
と
し
て
年
貢
の
収

取
が
あ
る
。
こ
の
年
貢
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
北
条
氏
が
配
置
し
た
代
官
に
よ
っ
て
収
取

さ
れ
る
。
年
貢
は
、
各
村
に
配
置
さ
れ
る
「
小
代
官
」
が
直
接
的
に
百
姓
か
ら
徴
収
し
た
。

こ
の
「
小
代
官
」
な
ど
の
在
地
有
力
者
や
地
侍
は
、
中
近
世
移
行
期
の
研
究
に
お
い
て
、
領

主
と
百
姓
の
間
を
取
り
持
つ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
た
め
、
「
中
間
層
」
と
称
さ
れ
る
。
つ
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ま
り
、
中
間
層
は
、
上
位
権
力
で
あ
る
大
名
権
力
か
ら
の
命
令
を
請
負
っ
て
、
年
貢
や
諸
役

を
村
単
位
で
納
入
す
る
。
こ
の
動
向
に
つ
い
て
、
池
上
氏
は
、
そ
れ
を
近
世
の
村
請
制
と
類

似
し
て
い
る
と
評
価
し
た(

３
１)

。
も
し
く
は
、
こ
う
し
た
村
の
成
立
を
戦
国
期
に
も
と
め

た
。 北

条
領
国
下
に
お
け
る
村
落
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
国
内
浦(

西
浦)

と
い
う
北
条
直
轄
領
の

漁
村
を
対
象
に
し
た
實
方
壽
義
氏
の
研
究
が
あ
る
。
北
条
氏
は
、
中
間
層
の
被
官
化
に
成
功

す
る
が
、
隷
属
農
民
に
対
す
る
支
配
を
お
こ
な
え
な
い
と
結
論
づ
け
た(

３
２)

。 

盛
本
昌
広
氏
も
同
様
に
、
實
方
氏
が
対
象
と
し
た
西
浦
地
域
に
つ
い
て
研
究
し
た
。
盛
本

氏
は
、
西
浦
地
域
の
分
析
を
も
と
に
、
年
貢
収
取
方
法
に
注
目
し
た
。
そ
の
方
法
は
、
西
浦

と
い
う
領
域
で
年
貢
を
徴
収
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
研
究
か
ら
、
北
条
氏

は
、
西
浦
地
域
を
「
領
域
」
と
「
村
」
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
掌
握
し
、
年
貢
を
賦
課
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た(

３
３)

。 

實
方
氏
、
盛
本
氏
の
両
者
は
、
戦
国
期
の
伊
豆
国
西
浦
地
域
を
対
象
に
研
究
を
お
こ
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
村
落
に
存
在
す
る
中
間
層
と
、
北
条
氏
に
よ
る
中
間
層
を
つ
か
っ

た
年
貢
収
取
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
貢
収
取
方
法
の

解
明
は
、
北
条
領
国
下
に
お
け
る
中
間
層
の
研
究
、
ひ
い
て
は
、
北
条
氏
の
治
下
に
存
在
し

た
村
落
が
、
近
世
の
村
請
制
と
同
様
の
も
の
な
の
か
否
か
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
。 最

近
の
北
条
村
落
に
お
け
る
研
究
は
、
銭
静
怡
氏
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

研
究
に
お
い
て
も
、
村
請
の
支
配
が
前
提
と
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
中
間
層
は
、
北
条
氏
に

代
官
と
し
て
任
命
さ
れ
、
権
力
と
結
び
つ
い
て
自
己
の
権
益
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
権
力
だ

と
明
ら
か
に
し
た(

３
４)

。
つ
ま
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
中
間
層
の
動
向
は
、
近
世
の
村
請
制

の
よ
う
に
相
互
扶
助
的
な
側
面
が
な
い
た
め
、
中
間
層
の
動
向
に
よ
る
分
析
か
ら
は
、
北
条

氏
治
下
の
村
と
近
世
の
村
に
つ
い
て
、
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
と
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

銭
氏
に
よ
る
こ
の
結
論
は
、
戦
国
期
北
条
治
下
の
村
落
に
つ
い
て
村
請
制
を
前
提
と
し
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
中
間
層
の
動
向
一
つ
と
っ
て
も
違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
も
そ

も
村
請
制
を
戦
国
期
の
村
落
に
前
提
と
し
て
当
て
は
め
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
戦
国

期
に
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
村
請
制
「
的
」
な
支
配
と
、
近
世
の
村
請
制
が
同
様
の
も
の

と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。 

北
条
氏
村
落
論
は
、
藤
木
氏
の
「
移
行
期
村
落
論
」
を
前
提
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
移
行
期
村
落
論
に
は
、
池
氏
の
研
究
を
代
表
と
し
て
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
批
判
に
つ
い
て
も
視
野
に
い
れ
て
、
検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

北
条
氏
に
よ
る
検
地
の
内
容
に
お
い
て
も
、
移
行
期
村
落
論
の
影
響
か
ら
、
近
世
的
で
あ

り
、
近
世
大
名
の
検
地
に
継
承
さ
れ
る
。 

移
行
期
村
落
論
は
、
そ
の
全
て
が
北
条
氏
領
国
下
に
当
て
は
ま
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
北

条
氏
の
検
地
政
策
を
も
と
に
、
年
貢
収
取
方
法
と
村
落
の
年
貢
納
法
に
注
目
し
、
北
条
領
国

に
存
在
す
る
村
落
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
ゆ
く
。 

第
四
節 

本
稿
の
視
点
と
方
法 

北
条
氏
の
文
書
は
、
『
戦
国
遺
文
』(

後
北
条
氏
編)

と
し
て
計
四
九
九
五
点
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
加
え
て
、
「
小
田
原
所
領
役
帳
」
と
い
う
分
限
帳
や
、
「
鶴
岡
御
造
営
日
記
」
な

ど
の
史
料
が
あ
る
。
ま
た
、
北
条
氏
に
関
連
す
る
史
料
は
、
各
自
治
体
史
の
中
世
史
・
近
世

史
編
に
も
あ
り
、
そ
の
数
は
膨
大
な
量
に
な
る
と
い
え
よ
う
。 

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
豊
富
な
史
料
を
も
と
に
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
、
北
条
氏
が

「
典
型
的
」
な
戦
国
大
名
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
典
型
的
で
は
な
い
と
の
指

摘
も
さ
れ
て
き
た
。 

本
稿
で
は
、
豊
富
な
史
料
と
い
う
素
材
、
数
多
く
の
研
究
史
を
い
か
す
こ
と
で
、
戦
国
大

名
に
よ
る
検
地
政
策
の
一
例
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
検
地
政
策
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

う
え
で
、
北
条
氏
の
権
力
構
造
や
、
村
落
の
支
配
実
態
に
も
迫
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
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し
て
、
戦
国
大
名
の
検
地
政
策
を
戦
国
期
の
大
名
権
力
と
そ
の
村
落
に
注
目
し
て
分
析
す

る
。
そ
こ
で
、
戦
国
大
名
と
し
て
誕
生
し
、
近
世
大
名
と
し
て
残
る
こ
と
な
く
滅
亡
す
る
と

い
う
特
徴
の
あ
る
関
東
の
北
条
氏
に
焦
点
を
あ
て
る
。 

ま
た
、
北
条
治
下
の
検
地
政
策
が
、
統
一
的
で
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
検
地
の
主
体
と
、

検
地
を
う
け
る
郷
村
、
検
地
を
も
と
に
し
た
年
貢
収
取
方
法
を
検
討
す
る
。
検
地
実
施
方
法

は
、
歴
代
当
主
や
支
城
主
な
ど
に
よ
る
検
地
実
施
主
体
に
お
け
る
方
法
の
ち
が
い
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
当
主
、
支
城
主
ご
と
の
検
地
内
容
を
検
討
し
、
北
条
治
下
の

検
地
政
策
に
つ
い
て
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
、
検
地
を
も
と
に
し
た
郷
村
把
握
か
ら
、

年
貢
収
取
方
法
ま
で
の
過
程
に
注
目
す
る
。 

現
状
、
北
条
氏
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
前
述
の
と
お
り
佐
脇
氏
の
研
究
が
基
本
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
佐
脇
氏
も
、
佐
脇
氏
以
降
の
研
究
者
も
、
北
条
氏
の
権
力
構
造
や
、
北

条
治
下
の
村
落
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
検
地
論
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
近
年
の
北
条
検
地

論
に
お
け
る
専
論
と
し
て
は
、
則
竹
氏
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
、
北
条
氏
の
検
地
方
法

と
、
在
地
掌
握
に
つ
い
て
研
究
の
進
展
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
、
北
条
氏
の
領
国
拡

大
、
検
地
実
施
、
年
貢
の
収
取
と
い
う
一
連
の
過
程
と
の
つ
な
が
り
を
解
明
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。 

ま
た
、
戦
国
大
名
権
力
は
、
こ
れ
ま
で
も
「
戦
国
期
特
有
の
権
力
」
と
し
て
評
価
す
る
べ

き
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
の
現
状
を
見
る
と
、
検
地
に
つ
い
て
は
太
閤
検

地
、
大
名
権
力
に
つ
い
て
は
近
世
大
名
と
の
比
較
に
拠
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

北
条
氏
が
誕
生
し
滅
亡
す
る
ま
で
の
間
に
、
戦
国
大
名
権
力
と
し
て
ど
の
よ
う
な
発
展
を

遂
げ
た
の
か
、
ど
こ
ま
で
権
力
と
し
て
成
熟
し
た
の
か
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
戦
国
大
名
と
近
世
大
名
と
の
権
力
の
比
較
を
意
識
的
に
と
り
あ
つ
か
う
の
で
は
な
く
、

ま
ず
は
北
条
氏
当
主
ご
と
に
よ
る
権
力
の
推
移
や
、
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
郷
村
支
配
の
変
容

を
み
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
本
稿
で
は
、「
戦
国
期
特
有
の
権
力
」
を
分
析
し
て
、
戦
国
期
の

権
力
と
村
落
の
実
態
・
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。 

第
一
章
で
は
、「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
と
の
対
応
を
み
て
、
北
条
氏
の
検
地
の
実
施

状
況
を
分
析
す
る
。「
役
帳
」
か
ら
、
北
条
領
国
の
土
地
名
や
給
人
名
を
確
認
し
、
検
地
注

記
か
ら
、
検
地
の
実
施
年
代
や
実
施
地
域
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
も
と
に
、「
検
地
書
出
」

で
実
施
方
法
を
分
析
し
て
、「
役
帳
」
と
の
比
較
を
試
み
る
。 

第
二
章
で
は
、「
検
地
書
出
」
を
も
と
に
、
そ
の
発
給
主
体
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
書
出

し
文
言
や
印
判
に
注
目
し
て
、
発
給
主
に
よ
る
検
地
方
法
の
違
い
を
分
析
す
る
。 

第
三
章
で
は
、
戦
国
期
の
伊
豆
国
西
浦
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
こ
で
は
、
北
条
領
国
に
お

け
る
郷
村
の
分
析
と
、
年
貢
収
取
方
法
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、
検
地
を
も
と
に
し

た
年
貢
収
取
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
進
行
し
、
収
取
が
実
施
さ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
。

な
お
、
第
三
章 

第
一
節
と
、
第
二
節
に
つ
い
て
は
、『
都
市
文
化
研
究
』
第
二
三
号
の
研

究
ノ
ー
ト(

３
５)

を
、
改
題
の
上
、
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 

終
章
で
は
、
本
稿
の
ま
と
め
、
成
果
、
達
成
、
そ
し
て
今
後
の
課
題
と
展
望
を
提
示
す

る
。 
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第
一
章 

「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
に
み
る
後
北
条
氏
の
検
地
実
施
方
法 

本
章
で
は
、
北
条
氏
の
史
料
に
あ
る
「
検
地
」
の
文
言
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
付
随
す
る

内
容
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
北
条
氏
の
検
地
実
施
方
法
と
、
検
地
実
施
に
よ
っ
て
新
た
に

踏
み
出
さ
れ
る
「
増
分
」
や
郷
村
に
決
定
さ
れ
る
賦
課
の
実
態
か
ら
、
北
条
氏
の
検
地
を
も

と
に
す
る
土
地
把
握
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

こ
こ
で
あ
つ
か
う
史
料
は
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
を
主
と
す
る
。
そ
の
な
か
で
、

「
役
帳
」
の
史
料
性
格
を
い
か
し
て
、
そ
こ
で
記
さ
れ
る
地
名
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
北

条
氏
の
土
地
把
握
を
み
る
こ
と
で
、
検
地
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
「
役
帳
」
か

ら
わ
か
る
検
地
実
施
の
年
代
と
「
検
地
書
出
」
と
の
対
応
を
お
こ
な
っ
て
分
析
し
て
ゆ
く
な

か
で
、「
検
地
書
出
」
か
ら
わ
か
る
検
地
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。 

第
一
節 

「
役
帳
」
か
ら
わ
か
る
土
地
把
握
政
策
と
検
地
実
施 

「
役
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
給
人
の
知
行
は
、
一
一
八
〇
か
所
に
も
及
ぶ
。
検
地
結
果
に
つ

い
て
は
、
永
正
三
年(

一
五
〇
六)

か
ら
永
禄
元
年(

一
五
五
八)

ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
「
役
帳
」
に
あ
る
検
地
に
関
す
る
記
述
を
、
こ
こ
で
は
「
検
地
注
記
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。
注
記
が
あ
る
知
行
は
、
一
四
三
か
所
で
あ
り
、
全
体
の
わ
ず
か
一
二
％
〈
一
四
三
／
一

一
八
〇(

か
所)

〉
程
度
に
す
ぎ
な
い(

【
表
一
】)

。 

一 

「
役
帳
」
に
あ
る
検
地
注
記 

「
役
帳
」
の
検
地
注
記
に
つ
い
て
は
、
年
代
、
記
述
さ
れ
て
い
る
割
合
、
そ
の
他
検
地
が

確
認
で
き
る
文
言
な
ど
の
観
点
か
ら
考
察
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
。
検
地
注
記
の
年
代
か
ら
、

検
地
実
施
時
の
当
主
は
、
初
代
の
伊
勢
宗
瑞
か
ら
三
代
目
の
北
条
氏
康
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
「
役
帳
」
に
記
さ
れ
る
検
地
注
記
で
、
最
も
古
い
年
代
と
さ
れ
る
の

が
、
小
田
原
衆
・
南
条
右
京
亮
の
知
行
、
相
模
国
西
郡
宮
地(

現
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
湯
河

原
町
宮
上
、
同
宮
下
、【
史
料(

３)―

一
】)

で
実
施
さ
れ
た
、
永
正
三
年
実
施
の
検
地
事
例

で
あ
る
。 

【
史
料(

３)―

一
】
小
田
原
衆 

南
条
右
京
亮
の
知
行 

一 

南
条
右
京
亮 

 
 

八
十
壱
貫
九
百
文 

 

宮
地

西
郡

 

丙
寅
検
地
辻 

 
 
 

此
内
廿
三
貫
三
百
文 

有
物 

弐
百
拾
貫
文 

 
 

堀
三
保

中
郡

 

 
 

五
拾
三
貫
六
百
文 

 

温
水

中
郡

 

寅
歳
検
地
辻 

 
 
 

此
内
卅
貫
六
百
文 

壬
寅
検
地
増
分 

 
 

四
拾
四
貫
六
百
五
拾
文 

 

東
田
原

同 
 

 
 

拾
五
貫
文 

 
 

蓑
毛

同 
 

 
 

以
上
四
百
五
貫
百
五
拾
文 

 
 
 

此
内 

 

三
百
五
拾
貫
文 

 

従
二

前
々
一

致
来 

 
 

残
而 

 

五
拾
五
貫
百
五
拾
文 

除
役 

 
 

但
此
内
卅
貫
六
百
文
温
水
寅
検
地
増
分 

重
而
惣
次
検
地 

 
 

之
上
役
可
レ

被
二

仰
付
一

者
也 

 
 
 

此
外 

百
五
拾
貫
文 

 
 

松
本
郷

豆
州

 

 
 
 

此
内 

 
 

百
貫
文 

寄
子
六
人
給
恩
ニ
被
レ

下 

 
 

五
拾
貫
文 

知
行
五
ヶ
所
夫
銭
役
銭
ニ
為
二

御
合
力
一

南
条
ニ
被
レ

下 
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南
条
右
京
亮
の
知
行
に
は
、「
八
十
壱
貫
九
百
文
／
西
郡
／
宮
地 

丙
寅
検
地
辻
／
此
内
廿

三
貫
百
文 

有
物
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
西
郡
宮
地
に
対
し
て
「
丙
寅(

永

正
三
年)
に
検
地
実
施
さ
れ
た
注
記
が
あ
る
と
わ
か
る
。
南
条
右
京
亮
の
宮
地
に
お
け
る
知

行
は
、
八
一
貫
九
〇
〇
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
、
永
正
三
年
の
検
地
実
施
に
よ
っ
て

確
定
さ
れ
た
貫
高
で
あ
る
。
続
い
て
「
此
内
廿
三
貫
三
百
文(

二
三
貫
三
〇
〇
文) 

有
物
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
知
行
八
一
貫
九
〇
〇
文
に
対
し
、
検
地
に
よ
っ
て
増
加
し
た
「
増
分(

有

物)
 (

１)

」
は
、
二
三
貫
三
〇
〇
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

検
地
実
施
で
増
分
が
踏
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
に
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
元
の
貫
高
が
五
八
貫
六
〇
〇
文
で
、
検
地
で
二
三
貫
三
〇
〇

文
の
増
分
が
追
加
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
元
の
貫
高
、
五
八
貫
六
〇
〇
文
を
決
定

し
た
検
地
が
あ
っ
た
と
想
定
す
れ
ば
、
「
役
帳
」
に
あ
ら
わ
れ
る
検
地
の
初
見
は
、
永
正
三

年
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
検
地
実
施
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。 

次
に
、
検
地
注
記
一
四
三
例
で
、
最
も
注
記
の
割
合
が
多
い
年
代
は
、
「
乙
卯
検
地(

見)

辻
」
と
注
記
の
あ
る
弘
治
元
年(

一
五
五
五)

検
地(

見)

で
あ
り
、
五
六
か
所
の
注
記
が
確
認

さ
れ
る
。
そ
の
注
記
が
あ
る
土
地
は
、
武
蔵
国
河
越
三
十
三
郷
・
入
東
郡
・
入
西
郡
・
比
企

郡
・
吉
見
郡
と
い
っ
た
武
蔵
国
中
部
に
お
け
る
範
囲
で
あ
る
。
こ
う
し
た
範
囲
で
、
検
地
実

施
が
わ
か
る
こ
と
か
ら
、
領
域
検
地
と
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
検
地
実
施
例
で
は
、

増
分
が
全
く
な
い
ゆ
え
、
は
じ
め
て
検
地
が
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
な
か
で
、
検
見

と
さ
れ
る
も
の
は
五
六
か
所
の
注
記
の
う
ち
三
六
か
所
に
存
在
し
、
約
六
割
が
検
見
と
わ
か

る
。 検

見
は
、
面
積
の
測
量
を
行
わ
ず
、
田
畠
の
状
況
を
検
見
奉
行
が
確
認
す
る
程
度
の
行
為

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
毎
年
の
定
納
高
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
検
見
を
実
施
し

た
年
の
一
年
分(

「
当
納
高
」)

に
お
け
る
納
入
分
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る(

２)

。
こ
う
し
た

と
こ
ろ
か
ら
、
弘
治
元
年
検
地(

見)

は
、
土
地
の
把
握
に
注
力
を
お
い
た
検
地
と
い
え
る
。 

こ
の
検
地
の
九
年
前
、
天
文
一
五
年(

一
五
四
六)

に
発
生
し
た
河
越
夜
戦
で
北
条
氏
康
は

勝
利
を
お
さ
め
る
。
こ
の
検
地
対
象
と
な
る
地
域
に
は
、
敵
方
で
あ
る
上
杉
氏
の
拠
点
が
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
、
新
領
土
獲
得
に
と
も
な
う
領
域
検
地
だ
と
看
做
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か(

３)

。
よ
っ
て
、
弘
治
元
年
検
地(

見)

に
お
い
て
は
、
新
領
土
獲
得
後
で
十
分
な
測
量
が

で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
北
条
氏
の
領
国
支
配
開
始
時
期
と
、
そ
れ
に
伴
う
検
地
実
施
の
時
期
を
ま
と
め

て
み
た(

【
表
二
】)

。
す
る
と
、
北
条
氏
は
領
国
支
配
を
開
始
し
て
も
、
検
地
実
施
ま
で
に

期
間
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
弘
治
元
年
検
地(

見)

も
例
外
で
は
な
く
、
検
地
実
施
ま
で
に
九

年
の
歳
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
領
域
検
地
に
も
種
類
が
あ
り
、
新
領
土
獲
得
に
と
も

な
う
検
地
だ
け
で
は
な
く
、「
惣
次(

そ
う
な
み)

検
地
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
検
地
も
あ
る
。 

「
惣
次
検
地
」
と
は
、
「
役
帳
」
を
み
る
限
り
、
北
条
氏
の
給
人
が
も
つ
知
行
を
対
象
に
、

「
郷
」
を
単
位
と
し
て
実
施
さ
れ
る
領
域
検
地
で
あ
る
。
ま
た
、
新
領
土
獲
得
検
地
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
再
検
地
で
あ
っ
て
、
増
分
を
踏
み
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

天
文
一
一
年
か
ら
同
一
二
年(

一
五
四
三)

に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
、
氏
綱
か
ら
氏
康
の
代
替

わ
り
検
地
を
み
る
と
、
こ
の
検
地
に
お
い
て
も
、
「
惣
次
検
地
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
代
替
わ
り
検
地
で
広
範
囲
に
お
い
て
再
検
地
を
お
こ
な
う
際
に
も
、
「
惣
次
検

地
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
役
帳
」
か
ら
わ
か
る
検
地
を
お
こ
な
う
主
体
は
、
当
主
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
施
年
不

詳
の
内
検
地
と
称
す
「
役
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
給
人
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
検
地
も
あ
る
。 

【
史
料(

３)―

二
】
河
越
衆 

山
中
内
匠
助
の
知
行 

一 

山
中
内
匠
助 

弐
百
六
拾
八
貫
四
百
廿
三
文 

海
老
名 

 
 

此
内
百
五
十
貫
役 

出
銭
も
同
前 

十
余
年
以
前
内
匠
孫
七
郎
知
行
分
端
之
時 

内
検
地 

之
レ

為
二

高
辻
一

間 

知
行
役
儀
者

前
々
辻
を

以
被
二

仰
付
一 

者
也 
但
増
分
者

惣
御
検
地
上
改
而

可
レ

被
二

仰
付
一 
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(

以
下
略)

 
「
役
帳
」
記
載
の
給
人
で
あ
る
、
河
越
衆
、
山
中
内
匠
助
は
、
弟
の
孫
七
郎
と
と
も
に
、

海
老
名
に
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
十
余
年
以
前
内
匠
孫
七
郎
知
行
分
端
之
時 

内
検

地
之
為
二

高
辻
一

間
」
と
あ
り
、
「
内
検
地
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
山
中
内
匠
助
と
孫
七
郎

で
、
海
老
名
の
知
行
を
分
有
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
知
行
役
儀
者

前
々
辻
を

以
被

二

仰
付
一

者
也
、
但
増
分
者

惣
御
検
地
上
改
而

可
レ

被
二

仰
付
一

」
と
あ
っ
て
、
知
行
役
も
以
前
の

も
の
を
採
用
し
、
増
分
に
お
い
て
も
北
条
氏
の
検
地
を
も
っ
て
改
め
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
山
中
兄
弟
の
知
行
は
、
勝
手
に
実
施
し
た
検
地
の
内
容
を
認
定
せ
ず
、
北
条
氏
が

改
め
て
実
施
し
た
内
容
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

こ
れ
は
、
北
条
氏
か
ら
知
行
を
う
け
て
い
る
給
人
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
し
た
検
地
が
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
河
越
衆
山
中
兄
弟
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
検
地
の
実
施
を
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
検
地
は
当
主
だ
け
が
実
施
す
る
も
の
で
は
な
く
、

知
行
を
与
え
ら
れ
て
い
る
給
人
層
で
も
実
施
で
き
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
申
告
す
る
形

式
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
役
帳
」
に
は
、
明
確
に
「
検
地
」
の
文
言
が
な
く
と
も
、
検
地
実
施
が
な
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
と
想
定
で
き
る
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
増
」
な
ど
の
、
検
地
に
よ
る
増
分
が
出
た

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
確
に
検
地
と
い
う
表
現
を
用
い
な
く

と
も
、
増
分
が
出
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
再
検
地
の
実
施
が
想
定
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
「
役
帳
」
の
検
地
注
記
か
ら
は
、
検
地
が
実
施
さ
れ
た
土
地
、
年
代
と
、

増
分
記
載
の
有
無
、
す
な
わ
ち
、
再
検
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
役
帳
」

か
ら
は
、
検
地
注
記
が
無
く
て
も
、
検
地
を
実
施
し
た
で
あ
ろ
う
形
跡
を
追
う
こ
と
が
で
き

る
。 

  

二 

領
国
支
配
と
「
役
帳
」
に
あ
る
検
地
の
関
係 

北
条
氏
は
、
明
応
七
年(

一
四
九
八)

に
伊
豆
国
を
平
定
す
る
。
こ
れ
を
、
伊
豆
国
の
領
国

支
配
開
始
、
も
し
く
は
領
国(

分
国)

化
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
「
役
帳
」
と
北
条
氏
に
よ
る

領
国
支
配
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
検
地
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
北
条
氏
の
領
国
支
配
に
つ

い
て
は
、
年
表
形
式
で
ま
と
め
、
検
地
実
施
の
情
報
を
追
加
し
た(

【
表
三
】)

。 

北
条
氏
は
、
は
じ
め
に
伊
豆
国
を
平
定
し
た
の
ち
、
文
亀
元
年(

一
五
〇
一)

に
小
田
原
城

を
奪
取
す
る
。
こ
れ
に
て
、
相
模
国
西
郡
の
領
国
化
に
成
功
し
た
と
想
定
す
る
。
「
役
帳
」

を
み
る
限
り
、
北
条
検
地
の
初
見
は
、
相
模
国
西
郡
に
実
施
さ
れ
た
例
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

で
、
相
模
国
西
郡
で
実
施
さ
れ
た
検
地
を
ま
と
め
、
検
討
し
て
ゆ
く(

【
地
図
二
】)

。 

相
模
国
西
郡
で
は
、
初
見
の
検
地
実
施
以
後
も
、
天
文
二
一
年(

一
五
五
四)

ま
で
の
実
施

(

「
壬
子
検
地
辻
」)

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
正
三
年
検
地
は
、
伊
豆
国
東
部
に
接

す
る
宮
地
と
い
う
土
地
で
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
次
に
確
認
さ
れ
る
永
正
十
七
年(

一

五
二
〇)

検
地(

「
庚
辰
検
地
辻
」)

は
、
小
田
原
城
下
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

初
代
の
伊
勢
宗
瑞
は
、
明
応
七
年
ご
ろ
ま
で
に
伊
豆
国
を
平
定
し
、
領
国
支
配
を
開
始
し
、

そ
の
後
文
亀
元
年
に
、
小
田
原
城
を
奪
取
す
る
。
そ
こ
で
、
検
地
実
施
の
年
代
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
る
と
、
永
正
三
年
検
地
は
、
伊
豆
国
平
定
か
ら
九
年
経
過
し
て
い
る
。
ま
た
、
小

田
原
奪
取
後
の
永
正
一
七
年
西
郡
領
域
検
地
に
お
い
て
も
、
実
施
ま
で
に
一
九
年
ほ
ど
か
か

っ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
領
国
支
配
か
ら
検
地
ま
で
に
期
間
が
あ
る
と
わ
か
る
。 

た
だ
し
、
永
正
一
七
年
検
地
は
、
伊
勢
宗
瑞
が
前
年
の
同
一
六
年
に
死
去
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
代
替
わ
り
検
地
の
可
能
性
も
払
拭
で
き
な
い
。
永
正
一
七
年
検
地
で
増
分
は
出
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
新
領
土
獲
得
と
代
替
わ
り
の
両
方
の
意
味
を
持
っ
た
検
地
で
あ
る
と
考
え

る
。 北

条
氏
は
、
領
国
支
配
の
開
始
後
に
検
地
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
相
模
で
は
検
地
の
順
番

も
、
は
じ
め
に
平
定
し
た
伊
豆
に
近
い
西
端
部
の
郷
村
か
ら
開
始
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。



１２ 
 

さ
ら
に
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
よ
り
、
西
郡
で
は
天
文
二
一
年
ま
で
の
検
地
を
六
例

確
認
で
き
、
支
配
開
始
時
期
と
は
関
係
な
く
断
続
的
に
検
地
が
実
施
さ
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
北
条
氏
は
、
手
始
め
に
領
国
支
配
か
ら
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
、
一

旦
あ
る
程
度
の
領
域
検
地
を
実
施
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
理
由
で
検
地

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お
こ
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

長
塚
孝
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
永
正
四
年(

一
五
〇
七)

前
後
で
、
今
川
氏
親
の
西
遠
江
に

お
け
る
直
轄
領
支
配
に
と
も
な
い
、
伊
勢
宗
瑞
が
「
検
田
」
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
れ
た(

４)

。
つ
ま
り
宗
瑞
は
、
検
地
と
は
い
え
な
く
と
も
、
「
検
田
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
な
、
田
を
把
握
す
る
技
術
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
永
正
年
間
で

土
地
把
握
の
手
段
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
想
定
す
る
。
宗
瑞
に
よ
る
詳
細
な
検
地
手
法
は
、

管
見
の
限
り
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
永
正
年
間
に
は
、
何
ら
か
の
手
段
で
伊
豆
国
を
土

地
把
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

以
上
に
よ
り
、
伊
豆
国
で
ほ
と
ん
ど
土
地
把
握
を
完
了
し
た
状
態
で
、
相
模
国
西
郡
検
地

を
実
施
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。
ま
た
、
宗
瑞
は
検
地
に
近
い
手
段
で
土
地
を
把
握
し
、
伊

豆
国
・
相
模
国
西
郡
支
配
に
い
か
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。 

「
役
帳
」
か
ら
は
、
検
地
注
記
に
よ
り
検
地
の
実
施
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
、
検
地
注
記
が
な
く
と
も
、
「
増
」
な
ど
の
文
言
か
ら
再
検
地
を
想
定
で
き
る
記
載
も
あ

る
。
新
領
土
獲
得
の
土
地
把
握
は
、
検
地
よ
り
も
、
「
検
見
」
の
割
合
が
多
い
。
そ
れ
は
、

北
条
氏
に
よ
っ
て
確
実
な
土
地
把
握
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

郡
規
模
で
広
範
囲
に
実
施
し
て
い
る
た
め
、
新
領
土
獲
得
後
に
領
域
的
な
土
地
把
握
が
進
め

ら
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
北
条
氏
の
検
地
実
施
は
、
領
国
支
配
か
ら
期

間
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

北
条
氏
の
領
国
支
配
は
、
伊
豆
国
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
宗
瑞
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
手
段
で
土
地
把
握
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。
特
に
草
創
期
は
、
元
の

領
主
に
よ
る
検
注
を
も
と
に
申
告
さ
せ
て
、
土
地
把
握
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
宗
瑞
が
お
こ
な
っ
た
永
正
七
年
検
地(

「
庚
辰
検
地
辻
」)

は
、
「
有
物
」
を
確
認
で

き
る
が
、
「
有
物
」
の
評
価
に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
広
義
の
意
味
で
は
、
増
分

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
解
釈
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
瑞
は
、

永
正
七
年
に
再
検
地
を
お
こ
な
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
宗
瑞
の
定
め
た
年
貢
を
収
取

す
る
こ
と
が
、
永
正
七
年
段
階
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。 

そ
れ
は
、
元
の
貫
高
が
領
主
に
よ
る
検
注
な
ど
で
決
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
新
た
に
宗

瑞
が
検
地
で
再
度
、
土
地
把
握
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
宗
瑞
の
検
地
方
法
が
、

申
告
に
よ
る
「
指
出
」
か
、
奉
行
を
派
遣
し
て
土
地
を
測
定
す
る
「
丈
量
」
か
、
い
ず
れ
の

方
法
を
と
っ
た
に
せ
よ
、
新
た
な
郷
村
の
貫
高
を
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。 

よ
っ
て
、
宗
瑞
の
段
階
か
ら
、
郷
村
に
対
し
検
地
で
新
た
な
貫
高
を
決
定
し
、
年
貢
を
納

入
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

            



１３ 
 

第
二
節 

「
検
地
書
出
」
か
ら
わ
か
る
検
地
実
施
方
法
の
変
容 

「
検
地
書
出
」
は
、
北
条
氏
の
当
主
や
支
城
主
の
発
給
文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

(

【
表
四
】)
。
こ
の
「
検
地
書
出
」
か
ら
は
、
郷
村
に
お
け
る
個
別
検
地
の
様
相
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
、
「
検
地
書
出
」
を
も
と
に
、
引
方
の
具
体
的
内
容
や
田
畠
の
検
地
方
法
に
注
目

し
て
四
段
階
で
、
各
検
地
を
比
較
検
討
し
て
い
く
。 

一 

大
永
六
年(

一
五
二
六)
の
検
地 

相
模
国
西
郡
飯
積(

泉)

郷
福
田
寺
分(

現
神
奈
川
県
小
田
原
市
飯
泉
、【
史
料(

２)―

一
】)

で
実
施
さ
れ
た
検
地
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
北
条
氏
当
主
は
、
二
代
目
氏
綱
で
あ
り
、
氏
綱

期
の
「
検
地
書
出
」
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。 

検
地
の
お
こ
な
わ
れ
た
田
畠
を
み
て
い
く
と
、「
両
毛
分
」
と
あ
っ
て
、「
本
島
」、「
松
地
」

と
名
付
け
ら
れ
た
畠
の
検
地
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
検
地
で
は
、
田
に
つ
い
て
は
お

こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
畠
に
対
し
て
か
け
ら
れ
た
一
反
ご
と
の
基
準
貫
高
は
、

本
島
が
二
〇
〇
文
、
松
地
が
一
〇
〇
文
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
畠
に
か
け
ら
れ
る
基
準
貫
高

は
、
一
反
ご
と
秋
の
収
穫
分(

「
秋
成
」)

に
一
〇
〇
文
、
夏
の
収
穫
分
に
六
五
文(

「
夏

成
」)

、
計
一
六
五
文
、
も
し
く
は
、
夏
秋
両
方
の
収
穫
分
に
二
〇
〇
文
と
い
う
数
値
を
か

け
る
こ
と
が
多
い
。 

し
か
し
、
飯
泉
郷
福
田
寺
分
の
例
は
、
「
本
島
」
と
「
松
地
」
と
い
う
二
つ
の
畠
が
存
在

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
か
け
る
基
準
貫
高
が
異
な
る
。
こ
れ
は
、
本
島
と
松
地
の
畠
に
お

け
る
等
級
差
を
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
氏
綱
期
特
有
の
検
地
手
法
な
の
か
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
氏
綱
期
の
検
地
実
施
方
法
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。 

次
に
、
検
地
の
結
果
、
年
貢
の
納
入
高
を
決
定
す
る
際
に
、
郷
村
に
お
い
て
免
除
さ
れ
る

分
で
あ
る
「
引
方
」
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。
「
引
方
」
は
「
公
事
免
」
・「
諸
色
」
・
「
不
作
」

の
項
目
が
あ
る
。
「
公
事
免
」
は
、
大
普
請
や
陣
夫
に
か
か
る
費
用
の
こ
と
で
、
郷
村
高
の

約
一
割
の
額
で
あ
る(

５)

。
そ
う
し
た
費
用
を
北
条
氏
が
郷
村
に
対
し
て
残
す
こ
と
で
、
北
条

氏
が
陣
夫
を
徴
発
し
た
際
に
、
免
除
し
た
費
用
を
給
分
と
し
て
陣
夫
に
支
払
う
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
。「
諸
色
」
は
、
そ
の
他
の
免
除
額
で
、「
井
料
」
な
ど
を
示
す
。
ま
た
、
こ
の
検
地
に

お
け
る
引
方
に
は
「
不
作
」
が
あ
る
。 

「
検
地
書
出
」
に
は
、
「
踏
立
辻
」
や
「
増
分
」
と
い
っ
た
、
丈
量
を
指
す
よ
う
な
文
言

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
踏
立
辻
」
は
、
検
地
を
お
こ
な
う
際
に
「
踏
立
」
る
、
す
な
わ

ち
土
地
を
歩
い
て
丈
量
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
辻
」
は
、
北
条
氏
が
貫
高
や
田
畠
面
積

な
ど
の
合
計
を
示
す
際
に
よ
く
使
用
す
る
文
言
で
、
合
計
や
総
計
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持

つ
。
つ
ま
り
「
踏
立
辻
」
は
、
土
地
を
丈
量
し
た
合
計
の
こ
と
で
あ
る
。 

「
増
分
」
は
、
再
検
地
を
し
な
け
れ
ば
う
ま
れ
な
い
。
再
検
地
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
と
も
と
検
地
し
て
あ
る
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
形
で
土
地
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
状
態

に
か
ら
、
再
検
地
を
し
て
以
前
よ
り
も
多
い
「
増
分
」
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
丈
量
を
お
こ
な
っ
て
以
前
よ
り
も
広
い
土
地
把
握
を
し
て
ゆ
く
。 

他
方
で
、
「
増
分
」
を
踏
み
出
す
と
き
に
、
再
度
「
指
出
」
に
よ
っ
て
、
以
前
よ
り
大
き

い
土
地
を
百
姓
や
中
間
層
な
ど
か
ら
申
告
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
土

地
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
年
貢
は
多
く
納
入
し
な
い
と
い
け
な
く
な
る
の
で
、
申
告

制
で
無
理
や
り
に
以
前
よ
り
も
大
き
な
土
地
を
申
告(

「
指
出
」)

さ
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

よ
っ
て
、「
増
分
」
を
踏
み
出
す
に
は
、
丈
量
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。 

で
は
、
飯
泉
郷
福
田
寺
分
に
お
け
る
検
地
実
施
方
法
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ

る
か
。
飯
泉
郷
福
田
寺
分
検
地
で
は
、
丈
量
検
地
を
推
定
す
る
文
言
が
み
ら
れ
な
い
。
よ
っ

て
こ
の
検
地
は
、
土
地
を
申
告
さ
せ
る
「
指
出
」
検
地
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

福
田
寺
と
い
う
領
主
が
所
有
し
て
い
る
土
地
で
、
寺
領
に
よ
る
申
告
を
も
と
に
し
た
検
地
で

あ
ろ
う
。 

  



１４ 

〔 〔 

二

天
文
一
二
年(

一
五
四
三)

の
検
地

天
文
一
〇
年(

一
五
四
一)

の
氏
綱
死
去
に
と
も
な
う
、
氏
康
に
よ
る
代
替
わ
り
検
地
で
あ

る
。
こ
の
代
替
わ
り
検
地
は
、
天
文
一
一
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
「
役
帳
」

か
ら
五
八
か
所
で
検
地
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
う
ち
の
九
か
所
は
領
域
検
地
を
示
す
、

「
惣
次
検
地
」
の
文
言
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
検
地
に
と
も
な
う
「
検
地
書
出
」
と
し
て
は
、

伊
豆
国
西
浦
長
浜(

現
静
岡
県
沼
津
市
内
浦
長
浜)

と
、
相
模
国
中
郡
坂
間
郷
高
麗
寺
分(

現

神
奈
川
県
平
塚
市
根
坂
間)

(

６)
の
二
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

１)

伊
豆
国
西
浦
長
浜
で
の
検
地

【
史
料(

２)―

二
】
北
条
家
検
地
書
出(

「
大
川
文
書
」
戦

二
三
五
・
原
本
・『
写

二
冊
』
を
も
と
に
再
翻
刻) 

(

端
裏
書) 

「
卯癸
長
濱
検
地
書
出

（
伊
豆
国
田
方
郡
）

」

卯 癸
長
濱
検
地
書
出
之
事

一
壹
町
六
反
大
九
十
歩

田
本
增
辻

此
分
錢

八
貫
百
廿
六
文

反
別
五
百
文
宛

一
壹
町
四
反
大
九
十
歩

畠
辻

此
分
錢

貳
貫
九
百
八
十
七
文

反
別
弐
百
文
宛
両
毛
共
ニ

已
上
拾
壱
貫
百
十
三
文

此(

内) 

壱
貫
六
百
文

三
嶋
や
ふ
さ
ミ
錢 

壱
貫
六
百
文

成
當
大
夫
錢

壱
貫
五
百
文

田
畠
增
之
内
指
置
神
田

井
領
諸
色
ニ
引
、

六
百
文

住
本
寺
免
此
内
百
文

岡
田
ニ
免
、

五
百
文

安
養
寺
領
免

三
百
文

定
使
給

已
上
六
貫
百
文

殘
而

五
貫
十
三
文

定
納

此
外

五
貫
文

道
正
網
代
如
二

前
〻
一

、

已
上

大
草
但
馬

(

花
押) 

笠
原
玄
蕃
助 

 
(

花
押) 

癸
天
文
十
二
年
九
月
十
五
日

 
 

加
藤
彌
次
郎

笠
原
代

 
 
(

花
押) 

卯
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１５ 
 

ま
ず
、
田
畠
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
田
に
つ
い
て
は
、
「
一
壹
町
六
反
大
九
十
歩
／
田

本
增
辻
」、
畠
に
つ
い
て
は
、「
一
壹
町
四
反
大
九
十
歩
／
畠
辻
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
の
、
「
辻
」
は
、
田
畠
の
合
計
を
示
す
文
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
田
畠
そ
れ
ぞ
れ
の
記

載
文
言
に
注
目
す
る
と
、
田
は
「
田
本
增
辻
」
、
畠
は
「
畠
辻
」
と
記
載
が
あ
る
。
こ
の
違

い
は
、
田
の
場
合
、
「
本
増
」
と
表
記
が
あ
る
の
で
、
今
回
の
検
地
に
て
前
回
の
検
地
よ
り

田
が
広
く
丈
量
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。 

つ
い
で
、「
引
方
」
を
確
認
す
る
と
、「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
錢
」・「
成
當
大
夫
錢
」・「
田
畠
增

之
内
指
置
神
田
／
井
領
諸
色
ニ
引
」
・
「
住
本
寺
免
此
内
百
文
／
岡
田
ニ
免
」
・
「
安
養
寺
領

免
」・「
定
使
給
」
と
六
項
目
あ
っ
て
、
大
永
六
年
検
地
に
お
け
る
引
方
内
容
、「
公
事
免
」・

「
諸
色
」・「
不
作
」
の
三
項
目
よ
り
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

(

２) 

相
模
国
中
郡
坂
間
郷
高
麗
寺
分
で
の
検
地(

【
史
料(

２)―

三
】)  

田
畠
面
積
に
つ
い
て
は
、
畠
の
記
載
が
無
く
、
田
と
そ
の
貫
高
化
し
た
も
の
の
み
で
あ
る
。

次
に
、「
引
方
」
を
み
る
と
、「
井
料
免
」
の
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

以
上
の
氏
綱
期
に
検
地
実
施
さ
れ
た
飯
泉
郷
の
例
と
、
氏
康
期
に
よ
る
長
浜
、
高
麗
寺
分

の
三
例
は
、
「
引
方
」
項
目
が
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
村
で
一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
、
郷
村
ご
と
に

免
除
す
る
内
容
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
田
畠
の
集
計
方
法
も
共
通
せ
ず
、
丈

量
検
地
が
想
定
さ
れ
る
の
は
長
浜
の
例
の
み
で
あ
る
。 

三 

永
禄
・
元
亀
年
間(

一
五
五
八
～
一
五
七
三)

の
検
地
書
出
に
つ
い
て 

永
禄
・
元
亀
年
間
の
「
検
地
書
出
」(

【
史
料(

２)―

四
～
八
】)

は
、
全
て
武
蔵
国
で
の

検
地
で
あ
る
。
ま
た
、
領
国
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
「
役
帳
」
に
記
載
の
な
い
地
名
が
登
場

す
る
。
こ
の
「
検
地
書
出
」
に
よ
っ
て
北
条
氏
当
主
だ
け
で
な
く
、
支
城
主
に
よ
る
「
検
地

書
出
」
も
見
ら
れ
、
支
城
主
も
検
地
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
形
式
を
み
る

と
、
支
城
主
に
よ
っ
て
異
な
る
方
法
で
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

四 

天
正
年
間(

一
五
七
三
～
一
五
九
〇)

に
お
け
る
後
北
条
氏
滅
亡
ま
で
の
検
地
書
出
に
つ

い
て 

永
禄
・
元
亀
年
間
に
お
け
る
「
検
地
書
出
」(

【
史
料(

２)―

九
～
一
九
】)

か
ら
は
、
さ

ら
に
領
国
が
拡
大
し
、
北
条
氏
に
よ
る
検
地
実
施
は
上
野
国
や
下
総
国
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
検
地
か
ら
は
、
支
城
主
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
方
法

は
、
北
条
氏
当
主
が
定
め
た
「
国
法
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
準
じ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る(

７)

。 

北
条
氏
邦
実
施
の
上
野
国
北
谷
之
郷(

現
群
馬
県
藤
岡
市
三
波
川)

に
お
け
る
「
検
地
書
出
」

(

【
史
料(

２)―

一
四―

一
】)

で
は
、「
一
、
大
途
御
検
地
之
儀
者
、
夫
銭
以
下
さ
へ
、
被
レ

為
二

引
一

候
へ
ハ
、
十
貫
文
之
郷
百
貫
文
成
候
共
、
御
許
無
レ

之
御
國
法
ニ

候
、
近
邊
之
郷
中

候
ニ

候
間
、
可
レ

承
候
事
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
に
、「
大
途(

当
主)

」
に
よ
る
検
地
の
際
、

「
十
貫
文
之
郷
百
貫
文
成
候
共
」
、
つ
ま
り
、
元
来
一
〇
貫
文
の
価
値
だ
っ
た
郷
が
、
検
地

に
よ
っ
て
一
〇
〇
貫
文
に
跳
ね
上
が
っ
た
と
し
て
も
、
「
夫
銭
以
下
」
で
示
し
た
引
方
は
、

「
御
国
法
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
年
貢
納
入
の
負
担
が
以
前
よ
り
重
く
な
っ

た
と
し
て
も
、
引
方
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
「
夫
銭
」
と
い
う
の
は
、
陣

夫
に
か
か
る
銭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
検
地
書
出
」
に
あ
る
引
方
項
目
の
一
つ
で
あ
り
、

「
以
下
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
続
く
項
目
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ

て
、
当
主
の
検
地
実
施
方
法
に
準
ず
る
「
国
法
」
と
い
う
の
は
、
引
方
決
定
法
も
含
め
た
検

地
方
法
と
わ
か
る
。 

「
引
方
」
は
、
天
正
二
年(

一
五
七
四)

検
地
以
降
に
「
公
事
免
」
・
「
神
田
」
・
「
代
官

給
」・「
名
主
免
」
・「
定
使
給
」
・「
井
料
免
」
の
六
項
目
で
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

こ
れ
は
、
天
正
二
年
の
「
検
地
書
出
」
よ
り
、
そ
の
題
が
「
分
国
定
法
郷
中
之
指
引
」
と
あ

っ
て
「
国
法
」
か
ら
引
方
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
引
方
項
目
の
内
容
が

国
法
と
し
て
正
式
に
決
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
天
正
二
年
検
地
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う(

８)

。 



１６ 
 

こ
こ
で
、
本
節
を
ま
と
め
て
お
く
。
当
主
の
「
検
地
書
出
」
は
、
ど
の
段
階
で
も
存
在
す

る
。
第
一
段
階
の
大
永
六
年
検
地
と
、
第
二
段
階
の
天
文
一
二
年
検
地
に
つ
い
て
は
、
当
主

の
命
を
受
け
た
奉
行
人
に
よ
る
発
給
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
郷
村
に
掲
示
さ
れ
た
「
引
方
」

項
目
が
一
致
せ
ず
、
検
地
方
法
が
統
一
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

第
三
段
階
の
永
禄
・
元
亀
年
間
の
検
地
に
な
る
と
、
当
主
だ
け
で
な
く
支
城
主
か
ら
も
検

地
書
出
が
発
給
さ
れ
る
。
第
四
段
階
の
天
正
期
に
お
け
る
検
地
で
は
、
上
野
国
や
下
総
国
に

お
い
て
検
地
書
出
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
広
範
囲
で
検
地
が
実
施
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
「
国
法
」
に
よ
っ
て
引
方
項
目
を
統
一
し
た
と
み
ら
れ

る
。
支
城
主
の
検
地
書
出
も
、
「
国
法
」
に
よ
っ
て
当
主
の
方
法
に
準
じ
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
「
検
地
書
出
」
か
ら
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
検
地

方
法
は
、
は
じ
め
実
施
主
体
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
が
、
年
代
を
経
る
ご
と
に
実
施
方
法

の
統
一
を
目
指
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

第
三
節 

「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
に
み
る
検
地
実
態
と
土
地
把
握―

伊
豆
国
を
も

と
に―

 

北
条
氏
は
、
検
地
に
よ
っ
て
土
地
を
把
握
し
、
そ
こ
に
「
役
」
を
賦
課
し
て
ゆ
く
。
そ
の

過
程
は
「
役
帳
」
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
検
地
書
出
」
か
ら
は
、
検
地
に
よ
っ

て
確
定
さ
れ
た
田
畠
面
積
に
対
し
て
「
引
方
」
と
い
う
免
除
を
お
こ
な
い
、
そ
の
免
除
分
は

郷
村
の
経
営
費
と
し
て
残
す
。
こ
う
し
た
、
検
地
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。 

こ
の
節
で
は
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
対
応
関
係
か
ら
、
検
地
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
。
次
に
、
草
創
期
に
領
国
と
し
た
伊
豆
国
の
事
例
か
ら
、
検
地
な
ど
を
も
と
に
し
た

土
地
掌
握
の
実
態
を
み
る
。 

 

一 

「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
対
応
関
係 

「
役
帳
」
が
成
立
す
る
永
禄
二
年(

一
五
五
九)

以
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
検
地
で
、
現
在

「
検
地
書
出
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
相
模
国
飯
泉
郷
福
田
寺
分
、
伊
豆
国
西
浦
長
浜
、

相
模
国
中
郡
坂
間
郷
高
麗
寺
分
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
役
帳
」
に
み
ら
れ
る
地

名
と
、「
検
地
書
出
」
の
地
名
が
一
致
す
る
の
は
、
飯
泉
郷
と
高
麗
寺
分
の
二
例
で
あ
る
。 

「
役
帳
」
は
、
一
つ
書
で
給
人
名
が
記
載
さ
れ
る
。
続
い
て
、
給
人
が
知
行
し
て
い
る
土

地
名
と
そ
の
貫
高(

知
行
高)

を
記
載
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
飯
泉
郷
と
高
麗

寺
の
「
検
地
書
出
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
定
納
高
」
と
、
「
役
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る

「
知
行
高
」
と
の
対
応
を
み
て
ゆ
こ
う
。 

飯
泉
郷
で
検
地
の
結
果
導
き
出
さ
れ
た
定
納
高
は
、
検
地
書
出
よ
り
「
拾
壹
貫
七
百
七
十

三
文(

一
一
貫
七
七
三
文)

」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
、
役
帳
に
あ
る
知
行
高

(

【
史
料(

３)―

三―

一
】)

は
、「
百
八
拾
貫
三
百
九
拾
一
文(

一
八
〇
貫
三
九
一
文)

」
で
あ

り
、
全
く
一
致
し
な
い
。 

同
様
に
、
高
麗
寺
分
を
確
認
し
て
ゆ
く
。
高
麗
寺
分
の
検
地
書
出
に
お
け
る
定
納
高
は
、

「
六
拾
七
貫
七
百
七
拾
七
文(

六
七
貫
七
七
七
文)

」
で
あ
る
。
対
し
て
役
帳
の
知
行
高

(

【
史
料(

３)―

三―

二
】)

は
、「
六
拾
七
貫
七
百
七
十
七
文(

六
七
貫
七
七
七
文)

と
な
っ
て

一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
麗
寺
分
は
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
貫
高
が
一
致
す
る
。 

な
ぜ
、
「
役
帳
」
の
知
行
高
と
「
検
地
書
出
」
の
定
納
高
と
の
関
係
で
一
致
や
不
一
致
が

う
ま
れ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
三
例
の
「
検
地
書
出
」
が
、
飯
泉
郷
福
田
寺

「
分
」
・
西
浦
長
浜
「(

分)

」
・
坂
間
郷
高
麗
寺
「
分
」
と
小
村(

９)

、
も
し
く
は
給
人
の
知
行

単
位
で
の
検
地
で
あ
る
。
一
方
、
「
役
帳
」
で
は
、
北
条
治
下
に
お
け
る
土
地
を
「
郷
」
や

「
分
」
と
北
条
氏
の
都
合
で
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
把
握
方
法
は
統
一
的
で
な
い
。 

「
検
地
書
出
」
に
お
け
る
飯
泉
郷
福
田
寺
分
や
長
浜
は
、
「
役
帳
」
で
は
「
郷
」
や
領
域

に
よ
る
把
握
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
高
麗
寺
は
「
分
」
ま
で
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
飯
泉

郷
福
田
寺
分
の
検
地
は
、
畠
の
掌
握
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
役
帳
」
に
は
田



１７ 
 

  

の
面
積
を
貫
高
化
し
た
も
の
が
、
記
載
さ
れ
て
い
る(

１
０)

。 
以
上
の
理
由
か
ら
、
「
検
地
書
出
」
の
全
て
が
、
必
ず
し
も
「
役
帳
」
に
対
応
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。 

次
に
、
「
役
帳
」
知
行
高
と
「
検
地
書
出
」
定
納
高
が
一
致
す
る
高
麗
寺
分
に
つ
い
て
、

検
地
と
土
地
把
握
と
い
う
面
か
ら
み
て
ゆ
く
。
高
麗
寺
分
は
、
役
帳
と
検
地
書
出
の
郷
村
高

が
一
致
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
役
帳
」
に
検
地
注
記
が
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。 

「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、「
但
シ
諸
役
等
者
可
レ

為
レ

如
二

前
々
一

者
也
」
と
あ
っ
て
、
検

地
を
実
施
し
て
土
地
を
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
役
に
関
す
る
と
り
決
め
ま
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
検
地
を
実
施
し
、
役
を
か
け
る
こ
と
で
、
土
地
を
整
序
し
て
い
る
。
検

地
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
郷
村
高
を
把
握
し
、
年
貢
を
納
め
る
た
め
の
定
納
高
ま
で
決
定
す

る
。
そ
の
際
に
、
引
方
な
ど
の
免
除
を
決
め
る
と
と
も
に
、
「
諸
役
」
な
ど
の
取
り
決
め
も

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。 

高
麗
寺
分
の
場
合
、
役
帳
に
は
「
定
納
高
＝
知
行
高
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
検

地
の
実
施
結
果
を
「
検
地
書
出
」
に
ま
と
め
、「
検
地
書
出
」
に
示
し
た
定
納
高
を
、「
役
帳
」

に
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
「
役
帳
」
に
は
、
検
地
を
実
施
し
て
、

「
検
地
書
出
」
な
ど
で
田
畠
の
情
報
が
整
理
さ
れ
た
よ
う
な
、
整
序
済
み
の
土
地
名
と
そ
の

貫
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
検
地
を
お
こ
な
っ
て
そ
の
ま
ま
放
置
し

た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
引
方
な
ど
を
決
定
し
て
整
序
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
、
「
検
地
注

記
」
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

検
地
は
給
人
の
知
行
、
も
し
く
は
小
村
単
位
で
実
行
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
検
地
で
土
地

を
把
握
し
た
後
は
、「
役
」
を
か
け
土
地
を
整
序
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
役
帳
」
に
は
整
序

後
の
結
果
を
記
述
す
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
検
地
に
関
す
る
注
記
を
し
な
い
。
つ
ま
り
、
「
役

帳
」
か
ら
は
、
検
地
注
記
が
な
い
場
合
で
も
、
検
地
に
お
け
る
土
地
把
握
実
態
や
支
配
の
浸

透
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

「
役
帳
」
か
ら
見
る
伊
豆
国
支
配
と
検
地
の
関
係 

「
役
帳
」
に
は
、
北
条
氏
の
給
人
と
そ
の
知
行
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
知
行
に

関
す
る
貫
高
に
つ
い
て
も
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
貫
高
の
記
載
は
、
お
よ
そ
三
通
り
の
形
式
が

あ
る(

１
１)

。
そ
れ
を(

ア)

、(

イ)

、(

ウ)

と
い
う
形
式
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。 

【
史
料(

３)―

四
】
御
馬
廻
衆 

庄
式
部
少
輔
の
知
行…

[

形
式(

ア)] 

一 

庄
式
部
少
輔 

 
 

廿
貫
文 

 
 
 

吉
田
嶋

東
郡

 

 
 

九
貫
文 

 
 
 

小
野
之
内

東
郡

 

 
 

四
貫
五
百
文 

 

同
所
田
地 

 
 
 

以
上
卅
三
貫
五
百
文 

(

ア)

は
、
「
同
所
田
地
」
の
よ
う
に
「
田
」
に
つ
い
て
明
記
し
た
う
え
で
、
そ
の
貫
高
を

示
す
形
式
で
あ
る
。
こ
の
庄
式
部
少
輔
の
場
合
、
「
九
貫
文
／
東
郡
／
小
野
之
内
」
は
、
小

野
と
い
う
知
行
が
九
貫
文
の
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
四
貫
五
百
文
／
同
所
田

地
」
は
、
前
述
の
小
野
と
い
う
土
地
か
ら
、
四
貫
五
〇
〇
文
分
の
田
を
把
握
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
小
野
の
田
、
四
貫
五
〇
〇
文
は
、
天
文
一
八
年
一
一
月
九
日
付
の
北
条
氏
康
に
よ
る

二
通
の
文
書(

１
２)

に
よ
り
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
貫
五
百
文
の

田
地
は
、
庄
式
部
少
輔
の
娘
に
与
え
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
際
、
小
野
の
九
貫
文
は
、
お
そ
ら
く
田
畠
を
含
め
た
庄
の
知
行
で
あ
る
。
そ
し
て
、

四
貫
五
百
文
の
田
は
、
庄
が
娘
に
一
期
分
と
し
て
与
え
た
知
行
を
認
定
し
た
も
の
な
の
で
、

別
で
記
載
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

【
史
料(
３)―

五
】
松
山
衆 

神
尾
善
四
郎
の
知
行 

 
…
[

形
式(

イ)] 



１８ 
 

  

一
八
拾
貫
文 

田
奈
郷 

 
 

神
尾
善
四
郎

東
郡

 

 

役
致
来 

(

イ)

は
、
貫
高
が
記
載
さ
れ
る
横
に
「
役
致
来
」
な
ど
と
あ
る
形
式
で
あ
る
。
こ
の
「
役

致
来
」
は
、
「
役
」
を
以
前
の
よ
う
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
奈
郷
・

八
〇
貫
文
に
対
応
す
る
「
役
」
を
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

【
史
料(

３)―

六
】
御
家
中
衆 

横
須
賀
安
芸
守
の
知
行…

[

形
式(

ウ)] 

一
五
拾
貫
文 

 
 

横
須
賀

三
浦

 
 
 

横
須
賀
安
芸
守 

諸
役
一
切
御
免
、
棟
別
反
銭
懸
銭
共
、
此
外
五
十
貫
也 

御
太
方
様
へ
永
代
売
得
、
但
着
到
ハ
百
貫
文
役
如
二

前
々
一

被
二

仰
定
一 

(

ウ)

は
、「
反
銭(

田)

・
懸
銭(

畠)

・
棟
別
銭(
屋
敷)

」
を
か
け
る
形
式
で
あ
る(

１
３)

。
田

や
、
畠
、
屋
敷
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
横
須
賀
安

芸
守
の
場
合
、
「
諸
役
一
切
御
免
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
反
銭
以
下
三
つ
の
税
賦
課
を
免
除
と

し
、
こ
れ
ら
を
横
須
賀
の
収
入
と
し
て
許
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る(

１
４)

。「
此
外
五
十
貫
也 

御
太
方
様
へ
永
代
売
得
」
と
あ
る
の
は
、
横
須
賀
の
知
行
に
は
以
前
、
さ
ら
に
五
〇
貫
文

の
知
行
が
存
在
し
た
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
北
条
氏
康
の
妹
「
御
太
方
様(

高
原
院

殿
ヵ)

」
に
売
却
し
た
こ
と
を
示
す
。
続
く
「
但
着
到
ハ
百
貫
文
役
如
二

前
々
一

被
二

仰
定
一

」

は
、
「
着
到
」
な
ど
の
軍
役
に
お
い
て
、
以
前
の
知
行
一
〇
〇
貫
文
の
う
ち
、
五
〇
貫
文
を

売
却
し
て
も
、
一
〇
〇
貫
文
の
軍
役
が
賦
課
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
横
須
賀

の
知
行
は
、(

イ)

と
比
較
し
て
、
単
に
「
役
」
と
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
税
の
賦
課
が
細

か
く
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。 

「
役
帳
」
を
み
る
に
、
北
条
氏
の
土
地
把
握
方
法
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
方
法
が
あ

っ
て
、
統
一
的
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
役
帳
」
に
お
け
る
貫
高
記
載
形

式
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
統
一
性
の
な
い
土
地
把
握
方
法
は
、

北
条
氏
の
土
地
把
握
の
度
合
い
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
し
て
い
き
た
い(

【
表
五
】)

。 

ま
ず
、(

ア)

の
事
例
を
み
て
い
く
と
、
知
行
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
御
馬
廻
衆
の

庄
式
部
少
輔
で
あ
る
。
庄
を
含
む
「
御
馬
廻
衆
」
に
関
し
て
は
、
役
を
賦
課
さ
れ
な
い
。
た

だ
し
、「
御
馬
廻
衆
」
の
項
目
に
あ
る
奥
書(

【
史
料(

３)―

七
】)

に
は
「
右
之
人
数
者
、
自

二

前
々
一

一
切
役
不
致
之
間
、
向
後
も
可
レ

為
二

其
分
一

、
但
、
御
目
之
前
大
普
請
、
又
御
庭
普

請
、
大
持
等
、
人
数
入
候
時
、
可
レ

被
二

召
仕
一

者
勿
論
候
、
其
時
者
、
以
二

彼
帳
一

懸
二

高
辻
一

可
二

申
付
一

者
也
、
仍
如
レ

件
」
と
あ
っ
て
、
大
普
請
な
ど
で
大
人
数
が
必
要
な
と
き
に
使
役

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
「
役
」
を
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
大
普
請
な
ど
で
真

っ
先
に
使
役
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
御
馬
廻
衆
」
は
北
条
氏
当
主
の
直
臣
と
し
て
把
握
さ
れ

て
お
り
、
土
地
と
い
う
よ
り
は
「
人
」
に
役
が
賦
課
さ
れ
、
そ
の
人
物
が
も
つ
知
行
に
も
対

応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

(

イ)

や(

ウ)

は
、
田
畠
面
積
に
対
応
し
て
「
役
」
を
定
め
、
税
を
賦
課
し
て
い
る
。(

イ)

を
み
る
と
、
以
前
か
ら
賦
課
さ
れ
て
い
る
役
を
認
め
、
そ
れ
を
、
こ
れ
か
ら
も
北
条
氏
が
賦

課
を
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
、
以
前
の
役
に
つ
い
て
は
、
誰
が
賦
課
し

て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
役
帳
」
成
立
時
点
で
は
、
北
条
氏
が
役
を
賦
課

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。 

次
に
、(

ウ)

は
、
反
銭
・
懸
銭
・
棟
別
銭
と
整
理
さ
れ
た
税
の
賦
課
に
つ
い
て
、
免
除
し

て
そ
の
分
を
給
分
と
す
る
代
わ
り
に
、
知
行
の
二
倍
に
あ
た
る
軍
役
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

こ
の(

ウ)

は
、(

ア)

や(

イ)

と
比
較
し
て
、
税
の
賦
課
に
関
す
る
記
述
も
明
確
で
、
さ
ら
に

軍
役
ま
で
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
把
握
の
強
度
が
、

(

ア)

や(

イ)

よ
り
も
強
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
と
め
る
と
、(

ア)

は
、
「
役
」
が
人
物
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、
土
地
に
つ

い
て
賦
課
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
確
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。(

イ)

や(

ウ)

に
は
、
土
地
に

対
し
て
役
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
よ
り
、
北
条
氏
の
土
地
把

握
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
定
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
支
配
の
強
度
に
つ
い
て
は
明
確
に

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
土
地
把
握
方
法
の
違
い
は
、
支
配
の
強
度
に
段
階
が
あ
る



１９ 
 

こ
と
を
示
す
一
助
と
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
証
拠
に
、(

イ)

や(

ウ)

で
は
、
土
地
に
役
が
か

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
記
載
方
式
が
全
く
異
な
る
の

で
あ
る
。 

「
役
帳
」
で
は
、
永
禄
二
年
時
点
で
の
北
条
氏
領
国
の
地
名
や
貫
高
が
記
載
さ
れ
る
。
中

で
も
初
代
の
伊
勢
宗
瑞
に
よ
っ
て
初
期
の
頃
に
支
配
が
開
始
さ
れ
た
伊
豆
国
は
土
地
の
把
握

が
そ
の
ほ
か
の
領
国
よ
り
も
進
ん
で
い
る(

１
５)

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
役
帳
」
に
記
載
の

あ
る
伊
豆
国
の
郷
村
を
確
認
し
、
役
に
関
す
る
記
述
の
割
合
を
見
て
、
北
条
氏
に
よ
る
伊
豆

国
掌
握
の
進
捗
を
分
析
す
る
。 

ま
ず
、「
役
帳
」
に
あ
る
伊
豆
国
の
地
名
に
つ
い
て
分
析
す
る
。「
役
帳
」
に
あ
る
伊
豆
国

の
郷
村
数
は
一
二
六
か
所
あ
り
、
地
名
を
地
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
た(

【
地
図
三
】)

。
そ
の

結
果
「
役
帳
」
で
は
、
伊
豆
国
の
地
名
が
全
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
伊
豆
国
の
土
地
に
お
い
て
、
「
役
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
っ
た
の
は
、
給
人
に
知
行
さ

れ
て
い
る
貫
高(

一
九
九
か
所)

に
対
し
て
、
一
一
二
か
所
あ
っ
た
。 

次
に
、
「
役
」
に
関
す
る
記
述
の
な
い
七
七
か
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
「
役
」
は
、

北
条
氏
の
給
人
自
体
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
分
析
し
て
ゆ
く
。
前
述
の
通
り
、

「
御
馬
廻
衆
」
は
、
北
条
氏
当
主
の
直
臣
と
し
て
把
握
さ
れ
、
人
物
に
役
が
か
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
御
馬
廻
衆
」
う
ち
伊
豆
国
に
知
行
の
あ
る
給
人
は
二
三
名
で
、
そ
の

知
行
地
は
二
七
か
所
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
物
自
体
に
役
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
場
合
、
役

が
賦
課
さ
れ
る
人
物
の
持
つ
知
行
は
、
北
条
氏
に
よ
る
土
地
把
握
の
浸
透
度
が
高
い
と
考
え

る
。 次

に
北
条
氏
の
直
轄
領
を
も
と
に
考
え
て
ゆ
く
。
北
条
氏
が
直
轄
地
と
し
て
把
握
し
、
給

人
に
「
給
田
」
と
い
う
形
で
土
地
を
与
え
て
い
る
知
行
は
一
五
か
所
あ
る
。
ま
た
、
北
条
氏

直
轄
領
か
ら
出
さ
れ
る
「
御
蔵
出
」
と
い
う
給
与
が
二
〇
名
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二

〇
名
も
北
条
氏
の
直
臣
と
考
え
る
。 

こ
の
二
〇
名
は
、
伊
豆
国
に
合
わ
せ
て
二
四
か
所
の
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
御
馬
廻
衆
で
「
御
蔵
出
」
を
付
与
さ
れ
て
い
る
給
人
の
知
行
が
一
〇
か
所
、
「
給
田
」

を
付
与
さ
れ
て
い
る
給
人
の
知
行
が
六
か
所
あ
る
。
こ
の
計
一
六
か
所
の
知
行
は
、
御
馬
廻

衆
の
知
行
二
四
か
所
に
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
御
馬
廻
衆
以
外
で
直
轄
領
か
ら
給
与
を
与
え

ら
れ
て
い
る
知
行
を
導
き
出
す
と
、
八
か
所
に
な
っ
た
。 

つ
ま
り
、
伊
豆
国
内
に
は
、
御
馬
廻
衆
の
知
行
が
二
七
か
所
、
「
給
田
」
が
一
五
か
所
、

御
馬
廻
衆
以
外
で
、
伊
豆
国
内
に
「
御
蔵
出
」・「
給
田
」
を
付
与
さ
れ
て
い
る
給
人
の
知
行

が
八
か
所
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
五
〇
か
所
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
「
役
」

記
載
の
な
い
、
北
条
氏
の
支
配
が
よ
く
浸
透
し
て
い
る
知
行
と
考
え
る
。
そ
れ
を
役
に
関
す

る
記
述
が
あ
る
知
行
と
合
計
す
る
と
一
六
二
か
所
と
な
っ
た
。 

よ
っ
て
、
北
条
氏
の
支
配
が
強
く
浸
透
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
土
地
は
、
「
役
帳
」
に

み
ら
れ
る
伊
豆
国
の
知
行
一
九
九
か
所
に
対
し
て
、
一
六
二
か
所
と
な
り
、
そ
の
割
合
は
約

八
割
〈
一
六
二
／
一
九
九(

か
所)

〉
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
伊
豆
国
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
の

土
地
に
お
い
て
、
支
配
の
浸
透
度
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、
伊
豆

国
を
例
に
、
検
地
注
記
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
土
地
把
握
実
態
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 

伊
豆
国
で
の
検
地
は
「
増
」
な
ど
の
文
言
が
よ
く
確
認
で
き
、
基
本
的
に
は
再
検
地
で
あ

る
。
「
役
帳
」
が
成
立
す
る
以
前
に
、
検
地
済
み
の
た
め
「
新
領
土
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る

場
合
が
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
る
。 

伊
豆
国
は
、
北
条
氏
の
領
国
支
配
に
お
い
て
草
創
期
に
獲
得
し
た
分
国
で
あ
る
。
そ
れ
を

裏
付
け
る
よ
う
に
、
「
役
帳
」
か
ら
土
地
把
握
に
お
い
て
も
支
配
が
浸
透
し
て
い
る
と
わ
か

っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
検
地
は
永
正
三
年
以
前
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
曖
昧
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
役
帳
」
に
お
け
る
伊
豆
国
の
分
析
か
ら
、
永
正
三
年
以
前
に
お

い
て
も
、
検
地
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
し
た
土
地
把
握
が
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
た
。 
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三 
伊
豆
国
に
お
け
る
検
地
実
態
と
土
地
把
握―

「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
を
も
と
に

―
 

伊
豆
国
に
お
い
て
、
土
地
把
握
が
浸
透
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
知
行
は
約
八
割
で
あ
る
。

で
は
、
残
り
二
割
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
割
の
知
行
は
、
三
七
か

所
存
在
す
る
。
こ
の
内
訳
の
う
ち
、
「
職
人
衆
」
、
「
他
国
衆
」
、
「
社
領
」
、
「
寺
領
」
の
も
つ

知
行
が
多
く
を
占
め
る(
【
表
六
】)

。 

寺
領
は
、
伊
豆
国
だ
け
で
な
く
、
全
て
に
「
役
」
が
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
伊
豆
国

に
お
い
て
、
社
領
と
他
国
衆
知
行
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
土
地
で
「
役
」
な
ど
が
無
い
。

社
領
に
つ
い
て
、
三
嶋
領(

三
嶋
大
社)
の
「
長
溝
之
内
窪
田
給
」
は
、
「
給
」
と
あ
る
の
で
、

北
条
氏
よ
り
給
分
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
以
外
に
「
役
」
記
述
も
な
く
、

給
分
と
思
わ
れ
る
知
行
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
【
地
図
三―

一
】
を
参
照
す
る
と
、
三
嶋

大
社
付
近(

現
三
島
市
域)

に
「
役
」
の
な
い
知
行
が
集
中
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
寺
社
領
に
対
し
て
、
「
役
帳
」
に
土
地
と
そ
の
貫
高
、
地
名
を
把
握
す
る
が
、

「
役
」
を
か
け
る
ほ
ど
の
掌
握
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
検
地
書
出
」
か
ら
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
永
禄
二
年(

一
五
五
九)

ま

で
の
検
地
で
、
寺
社
領
に
関
係
す
る
「
検
地
書
出
」
は
長
浜
と
高
麗
寺
の
二
例
で
あ
る
。 

 (

１) 

伊
豆
国
長
浜
の
「
検
地
書
出
」 

「
検
地
書
出
」
引
方
項
目
を
み
る
と
、
「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
・
「
成
当
大
夫
銭
」
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
三
嶋
大
社
へ
の
流
鏑
馬
銭
と
三
嶋
社
の
大
夫
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
「
検
地
書
出
」
と
比
較
す
る
と
、
本
来
、
こ
こ
に
く
る
べ
き
引
方
項

目
は
「
公
事
免
」
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
公
事
免
に
該
当
す
る
部
分
が
、
三
嶋
社
に
関
係

す
る
免
除
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。 

こ
の
「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
や
「
成
当
大
夫
銭
」
は
、
三
嶋
社
に
お
け
る
流
鏑
馬
行
事
の

た
め
の
費
用
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
長
浜
は
三
嶋
社
に
関
す
る
費
用
を
銭
納
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
長
浜
の
場
合
、
三
嶋
社
の
費
用
を
出
す
こ
と
で
、
北
条
氏
の
年
貢
と
公
事
の
う

ち
、
公
事
が
免
除
さ
れ
る
と
考
え
る
。 

(

２) 

相
模
国
中
郡
坂
間
郷
高
麗
寺
分
の
「
検
地
書
出
」 

高
麗
寺
は
、
「
役
帳
」
で
社
領
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
高
麗
寺
の
「
検
地
書
出
」
か

ら
社
領
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
ま
ず
、
引
方
項
目
に
つ
い
て
み
る
と
、
公
事
免
が

な
い
と
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
公
事
で
徴
発
さ
れ
る
人
夫
な
ど
に
対
し
て
、
北
条
氏
が
高
麗
寺

分
に
、
給
分
を
残
す
必
要
が
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
高
麗
寺
分
に
公
事
を
賦
課
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、「
但
シ
諸
役
等
者
可
レ

為
レ

如
二

前
々
一

者
也
」
と
の
文
言
が
確
認
で
き
、「
役
」
に

つ
い
て
は
、
先
例
の
よ
う
に
す
る
と
あ
る
。
役
に
関
し
て
い
え
ば
、
従
来
決
定
さ
れ
た
北
条

氏
の
役
を
支
払
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
検
地
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

従
来
と
同
じ
役
を
賦
課
し
、
そ
の
な
か
に
公
事
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。 

以
上
の
「
検
地
書
出
」
二
例
か
ら
、
北
条
氏
は
寺
社
領
に
対
し
て
、
恣
意
的
な
支
配
を
実

行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
検
地
を
行
え
て
も
公
事
を
徴
発
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
寺
社
が
郷
村
に
対
し
て
行
う
公
事
の
徴
発
を
認
め
て
お
り
、

そ
れ
を
引
方
と
し
て
い
た
。 

つ
ま
り
、
寺
社
領
に
検
地
を
実
施
し
て
も
、
郷
村
高
の
把
握
程
度
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
以
上
の
支
配
は
お
こ
な
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
役
を
賦
課
で
き
な
く

と
も
、
「
役
帳
」
に
は
、
郷
村
の
貫
高
を
記
録
し
、
土
地
の
把
握
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
検

地
が
寺
社
に
よ
る
申
告
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
定
納
高
を
設
定
し
年
貢
の
徴
収
は
お
こ
な
え

た
が
、
支
配
の
強
度
に
差
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
「
役
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
貫
高

分
は
、
基
本
的
に
徴
収
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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小
括 本

章
で
は
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
と
の
対
応
を
み
て
、
北
条
氏
の
検
地
実
施
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
。 

第
一
節
で
は
、
「
役
帳
」
か
ら
わ
か
る
土
地
把
握
政
策
と
検
地
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

ま
ず
、「
役
帳
」
か
ら
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。「
役
帳
」
に
あ
る
検
地
注
記
か
ら
は
、
検
地

が
お
こ
な
わ
れ
た
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
増
分
な
ど
を
あ
ら
わ
す
文
言
か
ら
再
検
地
の

実
施
が
想
定
さ
れ
る
。
「
役
帳
」
で
検
地
注
記
が
一
番
多
い
の
は
、
新
領
土
獲
得
に
と
も
な

う
弘
治
元
年(

一
五
五
五)

検
地(

見)
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
北
条
氏
の
検
地
と
領
国
支
配
は
、
対
応
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
検
地
と

領
国
支
配
の
対
応
関
係
を
み
て
い
っ
た
。
検
地
は
、
領
国
支
配
開
始
後
に
実
施
さ
れ
る
。
し

か
し
、
支
配
開
始
直
後
で
は
な
く
、
検
地
を
実
施
す
る
ま
で
に
期
間
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。 次

に
、
北
条
氏
が
草
創
期
に
獲
得
し
た
伊
豆
国
支
配
と
検
地
の
関
係
を
み
た
。
初
代
伊
勢

宗
瑞
は
、
検
地
及
び
土
地
把
握
の
技
術
を
持
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
伊
豆
国
支
配
当
初
か
ら

の
検
地
実
施
が
想
定
さ
れ
、
永
正
三
年(

一
五
〇
六)

以
前
に
、
伊
豆
国
で
検
地
実
施
が
な
さ

れ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
、
「
役
帳
」
か
ら
、
伊
豆
国
の
次
に
相
模
国
西
郡
検

地
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
検
地
方
法
は
、
「
役
帳
」
か
ら
わ
か
る
こ
と
で
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。 

そ
の
方
法
と
し
て
は
、
領
域
で
実
施
さ
れ
る
検
地
と
、
個
別
的
に
実
施
さ
れ
る
検
地
が
あ

る
。
ま
た
、
再
検
地
が
実
施
さ
れ
る
場
合
は
、
当
主
の
権
威
を
示
す
代
替
わ
り
検
地
な
ど
で

あ
る
。 

第
二
節
で
は
、
「
検
地
書
出
」
か
ら
、
当
主
や
支
城
主
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

「
検
地
書
出
」
か
ら
わ
か
る
検
地
方
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
検
地
書
出
」
か
ら
は
、

郷
村
に
よ
っ
て
、
丈
量
検
地
と
指
出
検
地
が
実
施
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、

糾
明
検
地
に
よ
っ
て
再
検
地
が
実
施
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
主
だ
け
で
な
く
、
当
主
の
方
法

に
準
じ
た
支
城
主
に
よ
る
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、
検
地
の
際
に
決
定
さ
れ
る
郷
村
に
対
す
る
免
除
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
「
引
方
」
と
よ
ば
れ
、
そ
の
項
目
が
異
な
る
と
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

郷
村
の
状
況
に
よ
っ
て
支
配
の
強
度
が
異
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
引
方
の
内
容
に
も
差
が

あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
引
方
」
の
決
定
方
法
や
内
容
は
、
時
代
を
経
る
こ
と
で
北
条
氏
の

「
国
法
」
に
よ
っ
て
統
一
化
が
目
指
さ
れ
る
。 

第
三
節
で
は
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
に
み
る
検
地
実
態
と
土
地
把
握
を
、
北
条
氏

が
草
創
期
に
獲
得
し
、
一
番
支
配
の
強
度
が
高
い
で
あ
ろ
う
、
伊
豆
国
を
中
心
に
分
析
し
た
。

前
提
と
し
て
、
検
地
を
実
施
す
る
と
田
畠
を
把
握
し
、
そ
の
田
畠
を
含
む
土
地
に
対
し
、

「
役
」
と
い
う
税
の
よ
う
な
も
の
を
賦
課
す
る
。
こ
の
「
役
」
に
つ
い
て
は
、
土
地
だ
け
で

な
く
、
直
臣
な
ど
の
人
物
自
体
に
賦
課
す
る
例
も
あ
る
。
そ
し
て
、
郷
村
に
対
し
、
検
地
の

内
容
を
掲
示
す
る
。 

そ
こ
で
、
検
地
で
把
握
し
た
田
畠
を
貫
高
化
し
、
そ
の
貫
高
か
ら
「
引
方
」
と
よ
ば
れ
る

免
除
を
お
こ
な
っ
て
郷
村
経
営
費
と
し
て
残
す
。
こ
の
検
地
で
把
握
し
た
田
畠
貫
高
か
ら
、

引
方
を
差
し
引
い
た
分
が
年
貢
と
な
る
。
こ
う
し
た
検
地
過
程
に
よ
る
、
郷
村
の
情
報
は
主

に
「
検
地
書
出
」
に
掲
示
さ
れ
る
。
一
方
、
「
役
帳
」
に
は
検
地
実
施
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

た
郷
村
の
年
貢
納
入
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
「
役
帳
」
に
記
さ
れ
る
、
年
貢
納
入
高
に
関
す
る
記
載
形
式
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ

の
記
載
形
式
か
ら
、
検
地
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
土
地
に
は
、
支
配
の
強
度
に
段
階
が
み
ら

れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
こ
で
、
北
条
氏
の
郷
村
に
対
す
る
支
配
の
強
度
を
確
認
す
る
た
め
に
、
伊
豆
国
を
対
象

に
分
析
し
た
。
伊
豆
国
の
土
地
に
つ
い
て
は
「
役
帳
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
土
地
名
を

確
認
し
て
「
役
」
の
賦
課
実
態
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
伊
豆
国
に
お
け
る
土
地
の
八
割

か
ら
「
役
」
に
関
係
す
る
内
容
や
、
直
轄
領
か
ら
出
さ
れ
る
給
分
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
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が
で
き
た
。 

し
か
し
、
寺
社
領
な
ど
は
、
検
地
を
実
施
し
年
貢
の
徴
収
が
お
こ
な
え
て
も
、
「
役
」
が

賦
課
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ほ
ぼ
直
轄
化
に
成
功
し
て
い
る
分
国
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
支
配
の
弱
い
土
地
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
支
配
の
弱
い
土
地
は
、
寺
社
領
や
他
国
衆
知
行
地
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。 

北
条
氏
は
検
地
な
ど
を
実
施
し
て
土
地
把
握
、
ひ
い
て
は
支
配
を
強
め
て
い
く
。
明
応
四

年(

一
四
九
八)

以
降
に
領
国
化
し
た
伊
豆
国
で
さ
え
、
永
禄
二
年(

一
五
五
九)

時
点
に
な
っ

て
も
完
全
な
支
配
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
寺
社
な
ど
の

勢
力
を
残
し
た
ま
ま
、
相
模
国
な
ど
の
新
領
土
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
「
役
帳
」

製
作
段
階
の
永
禄
年
間
で
は
、
寺
社
領
を
十
分
に
直
轄
化
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い(

１
６)

。 

そ
れ
は
、
北
条
氏
領
国
内
の
郷
村
に
お
い
て
、
支
配
の
強
度
に
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
「
引
方
」
項
目
に
統
一
性
が
な
い
。
こ
れ
は
、
郷
村
の
状
況
に
よ

っ
て
、
引
方
を
決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
「
役
帳
」
に
み
ら
れ
る
支
配
の
強
度
に
お
け

る
段
階
な
ど
は
、「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
に
も
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

そ
し
て
、
「
検
地
書
出
」
や
「
役
帳
」
の
分
析
か
ら
、
支
配
の
強
度
が
弱
い
土
地
に
対
し

て
は
、
指
出
な
ど
の
申
告
に
も
と
づ
く
土
地
把
握
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
「
役
帳
」

は
、
明
確
に
検
地
を
実
施
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
記
述
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
も
貫
高
記

載
形
式
や
、
「
役
」
に
関
す
る
記
述
か
ら
、
検
地
実
態
と
土
地
掌
握
の
浸
透
度
を
明
ら
か
に

で
き
た
。 

本
章
の
結
論
と
し
て
、
「
役
帳
」
よ
り
、
郷
村
の
支
配
の
強
度
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
北
条
氏
領
国
は
、
郷
村
の
状
況
に
よ
っ
て
支
配
の
方
法
が
異
な
り
、
検
地
の
方
法

も
郷
村
の
支
配
状
況
に
左
右
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。 
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第
二
章 

後
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
当
主
及
び
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
に
つ
い
て 

北
条
氏
の
検
地
は
、
伊
勢
宗
瑞
期
か
ら
の
実
施
が
想
定
さ
れ
、
伊
豆
国
を
は
じ
め
と
し
て

領
国
支
配
に
と
も
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、
検
地
を

お
こ
な
う
主
体
は
、
当
主
を
は
じ
め
と
し
て
支
城
主
に
よ
っ
て
も
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
「
検
地
書
出
」
は
、
則
竹
雄
一
氏
に
よ
っ
て
、
再
検
討
と
詳
細
な
分
析
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
則
竹
氏
は
、
「
検
地
書
出
」
の
一
九
例
の
史
料
群
に
つ
い
て
、
記
載
形
式
が
統
一

的
で
な
い
点
に
注
目
し
た(

１)

。 

「
検
地
書
出
」
は
、
記
載
形
式
が
統
一
的
で
は
な
い
も
の
の
、
郷
村
に
存
在
す
る
領
主

(

中
間
層)

や
百
姓
中
に
対
し
て
、
検
地
結
果
を
明
示
す
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、

則
竹
氏
の
再
検
討
で
は
、
そ
の
内
容
や
目
的
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

本
章
で
は
、
則
竹
氏
と
同
様
、
「
検
地
書
出
」
の
記
載
形
式
が
統
一
的
で
な
い
点
に
注
目

す
る
。
さ
ら
に
、
記
載
形
式
だ
け
で
な
く
、
「
検
地
書
出
」
の
書
出
し
文
言
を
も
と
に
検
討

し
、
発
給
者
や
内
容
を
分
類
し
て
、
検
地
方
法
を
検
討
す
る(
【
表
七
】)

。 

「
検
地
書
出
」
の
発
給
主
体
が
明
ら
か
で
あ
る
人
物
は
八
名
か
ら
な
り
、
二
代
目
氏
綱
か

ら
五
代
目
氏
直
ま
で
の
北
条
氏
当
主
四
名
と
、
支
城
主
四
名
で
あ
る
。
ま
た
、「
検
地
書

出
」
の
書
出
し
文
言
は
、
七
種
類
に
分
類
で
き
る
。
な
お
、
本
章
に
お
い
て
、「
検
地
書

出
」
の
発
給
者
と
そ
の
方
法
か
ら
分
析
を
進
め
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
第
一
節
を
北
条
氏
当

主
の
「
検
地
書
出
」、
第
二
節
を
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
を
用
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
発
給
主
体
そ
れ
ぞ
れ
の
検
地
方
法
を
分
析
す
る
と
い
う
視
角
か
ら
、
八
つ
の

項
を
作
成
し
、
第
一
節
か
ら
第
二
節
の
検
討
に
お
い
て
、
通
し
番
号
を
割
り
当
て
た
。 

    

第
一
節 

後
北
条
氏
当
主
が
主
体
の
「
検
地
書
出
」
に
つ
い
て 

北
条
氏
当
主
が
主
体
の
「
検
地
書
出
」
は
、
書
出
し
文
言
が
三
種
類
あ
る
。
氏
綱
と
氏

康
、
氏
直
の
「
検
地
書
出
」
は
、(

ⅰ)

「
検
地
書
出
」
で
あ
る
。
氏
政
は
、(

ⅰ)

の
書
出
し

文
言
に
加
え
、(

ⅱ)

「
分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」、(

ⅲ)

「
検
地(

見)

御
書
出
」
が
あ
り
、

合
計
三
種
類
あ
る
。 

一 

氏
綱
・
氏
康
期
の
「
検
地
書
出
」 

氏
綱
期
の
「
検
地
書
出
」
は
、
相
模
国
飯
泉
郷
福
田
寺
分(

現
神
奈
川
県
小
田
原
市
飯
泉)

の
一
点
、
氏
康
期
の
「
検
地
書
出
」
は
、
伊
豆
国
西
浦
長
浜(

現
静
岡
県
沼
津
市
内
浦
長
浜)

と
相
模
国
中
郡
坂
間
郷
高
麗
寺
分(

現
神
奈
川
県
平
塚
市
根
坂
間)

の
二
点
が
あ
る
。 

氏
綱
・
氏
康
期
の
「
検
地
書
出
」
は
、
奉
行
人
に
よ
る
連
署
形
式
で
発
給
さ
れ
て
い
る
。

奉
行
人
に
は
、
北
条
氏
が
派
遣
し
た
奉
行
人
だ
け
で
な
く
、
在
地
有
力
者
が
奉
行
人
と
し
て

含
ま
れ
て
い
る
。
宛
先
は
、「
百
姓
中
」
や
「
代
官
」、「
別
当
」
と
、
統
一
性
が
な
い
。 

(

１) 

奉
行
人
と
「
印
判
」
の
検
討 

氏
康
期
の
印
判
を
み
る
と
、
長
浜
の
「
検
地
書
出
」
に
は
「
花
押
」
、
高
麗
寺
分
に
は

「
印
判
」
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料(

２)―

二
】
北
条
家
検
地
書
出(

「
大
川
文
書
」
戦 

二
三
五
・
原
本
・
『
写 

二
冊
』
を
も
と
に
再
翻
刻) 

 

(

端
裏
書) 

「
卯
癸
長
濱
検
地
書
出

（
伊
豆
国
田
方
郡
）

」 

卯 

癸
長
濱
検
地
書
出
之
事 

(

中
略) 
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大
草
但
馬

(

花
押) 

笠
原
玄
蕃
助 

 
(

花
押) 

癸
天
文
十
二
年
九
月
十
五
日

 
 

加
藤
彌
次
郎

笠
原
代

 
 
(

花
押) 

卯

 
 

鈴
木
善
左
衛
門
尉

清
水
代

(

花
押) 

関
善
左
衛
門
代

(

花
押) 

長
浜
御
百
姓
中

御
代
官

【
史
料(

２)―

三
】
北
条
家
検
地
書
出
写(

「
皇
国
地
誌
」) 

坂
間
郷
内
高
来
寺
分
検
地
書
出

(

中
略) 

天
文
十
二
卯癸
十
月
十
八
日

中
村
小
四
郎

在
判

但
シ
諸
役
等
者
可
レ

為
レ

如
二

前
々
一

者
也

関

新
三
郎

同

関
戸

宗
悦

同

岡
田

宗
遁

在
判

松
田
六
郎
左
衛
門
尉

在
判

高
来
寺
別
当
坊

こ
の
花
押
や
印
判
の
捺
印
者
を
み
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
長
浜
の
検
地
書
出
に
つ
い
て
み
る
。

筆
頭
に
あ
る
大
草
但
馬
は
、
「
西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方
覚
書
」(

以
下
「
覚
書
」
、
【
史
料

(

１―

ｂ)―

二
】)

に
も
登
場
す
る
。
こ
の
「
覚
書
」
は
、
長
浜
を
含
む
西
浦
地
域
の
定
納

高
を
ま
と
め
た
文
書
で
あ
り
、
「
検
地
書
出
」
に
記
さ
れ
た
定
納
高
と
こ
の
「
覚
書
」
に
記

さ
れ
た
も
の
が
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
検
地
書
出
」
と
「
覚
書
」
は
同
時
期
に
記
さ

れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
大
草
は
、
ど
ち
ら
の
文
書
に
も
名
前
が
登
場
す
る

た
め
、
長
浜
を
含
む
西
浦
地
域
に
お
い
て
検
地
と
年
貢
の
収
取
を
担
当
し
た
人
物
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
の
大
草
に
つ
い
て
は
、
「
役
帳
」
に
も
大
草
氏
が
散
見
さ
れ
、
北
条
氏
側
が
派

遣
し
た
奉
行
人
で
あ
ろ
う
か
。

筆
頭
か
ら
左
二
人
目
に
名
を
連
ね
る
、
笠
原
玄
蕃
助
は
、
関
係
史
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

た
だ
し
、
伊
豆
郡
代
に
笠
原
氏
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
関
係
者
と
思
わ
れ
る
。
続
け

て
連
署
す
る
、
加
藤
弥
次
郎(

笠
原
代)

、
鈴
木
善
左
衛
門
尉(

清
水
代)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
伊

豆
郡
代
笠
原
綱
信
と
、
伊
豆
奥
郡
代
清
水
綱
吉
の
代
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、
笠

原
玄
蕃
助
・
加
藤
弥
次
郎
・
鈴
木
善
左
衛
門
尉
の
三
名
は
、
伊
豆
国
に
在
住
す
る
人
物
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
る
。

末
尾
に
あ
る
関
善
左
衛
門
代
に
つ
い
て
は
、
天
文
十
一
年
の
武
蔵
国
寶
生
寺
宛
検
地
奉
行

寄
進
状(

以
下
「
寄
進
状
」、【
史
料(

２)―

二
〇―

一
】)

に
名
が
み
え
る
。
こ
の
「
寄
進
状
」

に
は
、
高
麗
寺
分
の
「
検
地
書
出
」
に
お
け
る
奉
行
人
関
新
三
郎
の
名
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
寄
進
状
」
と
「
検
地
書
出
」
よ
り
、
関
善
左
衛
門
代
と
関
新
三
郎
は
、
検
地
奉
行
と

し
て
派
遣
さ
れ
る
、
検
地
対
象
地
域
に
関
係
の
な
い
検
地
技
術
を
も
つ
担
当
者
で
あ
る
と
い

え
る(

２)

。

次
に
高
麗
寺
分
の
検
地
書
出
に
お
け
る
奉
行
人
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。
筆
頭
の
中
村
小
四

郎
、
末
尾
の
松
田
六
郎
左
衛
門
尉
は
、
二
名
と
も
高
麗
寺
を
含
む
大
磯
地
域(

相
模
国
中
郡
、

現
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町)

に
関
係
の
あ
る
在
地
の
人
物
で
あ
る(

３)

。 
筆
頭
か
ら
左
二
人
目
に
名
を
連
ね
る
、
関
新
三
郎
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
「
寄
進
状
」
よ

り
、
検
地
技
術
担
当
者
と
比
定
す
る
。
続
い
て
連
署
さ
れ
る
、
関
戸
宗
悦
は
不
明
で
あ
る
。

続
け
て
四
人
目
に
連
署
さ
れ
る
岡
田
宗
遁
は
、
氏
綱
期
に
発
給
さ
れ
る
飯
泉
郷
福
田
寺
分
の

「
検
地
書
出
」
に
も
登
場
し
、
「
上
使
判
／
岡
田
判
」
と
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
名
の
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う
ち
の
「
岡
田
」
で
あ
り
、
岡
田
は
在
地
と
は
関
係
の
な
い
、
北
条
氏
の
派
遣
す
る
検
地
担

当
者
的
な
人
物
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。 

長
浜
と
高
麗
寺
分
の
検
地
書
出
は
、
五
名
奉
行
人
に
よ
る
連
署
で
発
給
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
長
浜
の
五
名
に
つ
い
て
、
北
条
氏
の
派
遣
し
た
奉
行
人
は
、
大
草
・
関
の
二
名
、
在

地
に
い
る
奉
行
人
は
笠
原
・
加
藤
・
鈴
木
の
三
名
で
あ
る
。
次
に
、
高
麗
寺
分
の
五
名
は
、

北
条
氏
の
派
遣
し
た
奉
行
人
が
関
・
岡
田
の
二
名
、
在
地
の
奉
行
人
が
中
村
・
松
田
の
二
名
、

不
明
の
人
物
が
一
名
と
い
う
構
成
で
あ
る
。 

以
上
の
通
り
、
検
地
奉
行
は
検
地
対
象
地
に
関
係
を
持
つ
人
物
と
、
対
象
地
に
関
係
し
な

い
検
地
技
術
担
当
者
的
な
人
物
で
構
成
さ
れ
る
。 

(

２) 

宛
名
と
奉
行
人
に
よ
る
年
貢
収
取
の
検
討 

「
検
地
書
出
」
そ
れ
ぞ
れ
の
宛
名
を
み
る
と
、
飯
泉
郷
福
田
寺
分
の
宛
名
は
「
百
姓
中
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
奉
行
人
に
よ
っ
て
検
地
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
百
姓
に

直
接
発
給
・
掲
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
宛
名
は
、
長
浜
に
お
い
て
「
御
代
官

／
百
姓
中
」
、
高
麗
寺
で
は
「
高
麗
寺
別
当
坊
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
宛
名
よ
り
、

検
地
と
そ
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
年
貢
収
取
の
分
析
を
試
み
る
。 

北
条
氏
の
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
【
図
一
】
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で

き
る
。
基
本
的
に
は
、
大
名
が
検
地
書
出
を
「
百
姓
中
」
に
発
給
し
、
「
百
姓
中
」
側
が
、

「
郷
請(

村
請)

」
で
請
け
負
っ
て
年
貢
を
定
納
す
る
。
飯
泉
郷
福
田
寺
分
の
宛
名
は
、
「
百

姓
中
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
百
姓
中
」
が
年
貢
を
請
負
っ
て
、
定
納
し
て
い
た
と
想
定
で
き

る
。
一
方
、
長
浜
の
宛
名
は
、
「
御
代
官
／
百
姓
中
」
と
あ
り
、
宛
名
に
百
姓
中
を
加
え
て
、

代
官
に
も
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

で
は
、
な
ぜ
百
姓
中
の
他
に
代
官
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
次
の
よ
う
に
考
え

る
。
ま
ず
、
百
姓
中
は
、
年
貢
を
未
進
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
未
進
す
る
と
代
官
か
ら
年
貢

を
借
り
る
と
い
う
状
態
に
な
る
。
百
姓
が
代
官
か
ら
年
貢
を
借
り
る
場
合
、
百
姓
は
代
官
に

利
子
を
つ
け
て
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
前
提
に
、
代
官
が
百

姓
の
代
わ
り
に
年
貢
を
皆
済
す
る
。 

こ
う
し
た
年
貢
の
未
進
を
想
定
し
て
、
北
条
氏
は
長
浜
に
対
し
、
代
官
と
百
姓
中
宛
の

「
検
地
書
出
」
を
発
給
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
浜
に
は
伊
東
や
山
角
と
い
っ
た
代
官
が
存
在

し(

４)

、
彼
ら
は
代
官
と
し
て
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
。
も
し
、
郷
請

で
年
貢
未
進
だ
っ
た
場
合
、
代
官
が
肩
代
わ
り
す
る
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
、
そ
の
責
務
を
果

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(

５)

。 

高
麗
寺
分
の
場
合
は
、
寺
社
領
で
宛
名
が
「
別
当
」
と
な
っ
て
い
る
。
別
当
は
、
お
そ
ら

く
高
麗
寺
領
に
お
い
て
代
官
的
な
役
割
を
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、
高
麗
寺
の
場

合
は
、
代
官
請
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
検
地
実
施
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
を
お
こ
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、
「
検
地
書
出
」
は
、
大
名
か
ら
代
官
宛
に
発
給
さ
れ
、
代
官

が
百
姓
か
ら
年
貢
を
徴
収
す
る
。
百
姓
は
、
代
官
に
年
貢
を
納
入
し
、
代
官
か
ら
大
名
に
定

納
を
お
こ
な
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
検
地
書
出
」
が
誰
に
発
給
さ
れ
る
か
で
、
年
貢
収

取
の
方
法
が
異
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。 

氏
綱
・
氏
康
の
検
地
は
、
検
地
奉
行
人
に
よ
る
連
署
状
形
式
で
、
在
地
の
奉
行
人
が
介
入

し
て
い
る
。
ま
た
、
氏
康
の
「
検
地
書
出
」
は
、
代
官
や
別
当
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。 

二 

氏
政
の
「
検
地
書
出
」 

氏
政
発
給
の
「
検
地
書
出
」
は
、
【
史
料(

２)―

五
～
一
二
】
の
五
点
で
あ
る
。
そ
の
全

て
に
「
虎
朱
印
」
が
捺
印
さ
れ
、
奉
行
人
の
数
は
、
氏
綱
・
氏
康
と
比
較
し
て
少
な
い
。
氏

政
の
「
検
地
書
出
」
か
ら
は
、
「
踏
立
辻
」
・
「
増
分
」
の
文
言
が
確
認
さ
れ
、
丈
量
検
地
の

よ
う
な
検
地
方
法
が
想
定
さ
れ
る
。
引
方
内
容
に
お
い
て
も
、
氏
綱
・
氏
康
期
の
検
地
に
は

な
い
「
代
官
給
」
や
「
名
主
免
」
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
氏
政
の
「
検
地
書
出
」

に
お
け
る
書
出
し
文
言
を
み
て
ゆ
こ
う
。 

(

ⅰ)

「
検
地
書
出
」 
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こ
の
書
出
し
文
言
が
あ
る
も
の
は
、
武
蔵
国
三
保
谷
郷(

現
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
三
保

谷
宿
、【
史
料(

２)―

一
二
】)

の
「
検
地
書
出
」
の
み
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
板
部
岡
融
成(

江
雪
斎)

に
よ
る
奉
書
の
形
式
で
、
賄
賂
に
よ
っ
て
検
地
を
逃
れ

た
こ
と
に
よ
る
再
検
地
で
あ
る
。 

(

ⅱ)

「
分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」 

こ
の
書
出
し
文
言
は
、
氏
政
の
「
検
地
書
出
」
で
し
か
み
ら
れ
な
い
。
相
模
国
野
葉
郷

(

現
神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
野
庭
町
、【
史
料(

２)―

九
】)

・
同
国
前
岡
郷(

現
神
奈
川
県

横
浜
市
戸
塚
区
舞
岡
町
、【
史
料(
２)―

一
〇
】)

で
発
給
さ
れ
た
「
検
地
書
出
」
で
あ
る
。 

前
岡
・
野
葉
郷
の
検
地
は
書
出
し
文
言
に
よ
る
と
、
引
方
項
目
を
国
法
に
よ
っ
て
定
め
た

こ
と
が
わ
か
る(

６)

。
「
踏
立
辻
」
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
増
分
も
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
丈
量
検
地
に
よ
る
増
分
が
だ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
此
増
分
御
寺
へ
新
寄
進
之
由
、

被
二

仰
断
一

候
、
可
レ

存
二

其
旨
一

／
一
、
陣
夫
壹
疋
ハ
前
〻
井
出
兵
部
所
へ
出
、
此
度
増
分
ニ

壹
疋
可
レ

出
レ

之
レ

、」
と
あ
り
、
増
分
を
寄
進
す
る
代
わ
り
か
、
増
分
の
分
だ
け
、
陣
夫
を
増

徴
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
丈
量
検
地
に
よ
り
増
分
を
陣
夫
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
陣
夫
増
徴
の
た
め
の
検
地
と
想
定
さ
れ
る
。 

(

ⅲ)

「
検
地(

見)

御
書
出
」 

こ
の
書
出
し
文
言
は
、
武
蔵
国
原
宿(

現
埼
玉
県
上
尾
市
原
市
、
【
史
料
五
】)
・
同
国
府

川
郷(

現
埼
玉
県
川
越
市
府
川
、【
史
料(

２)―

一
六
】)

の
二
点
に
み
ら
れ
、
ど
ち
ら
と
も
武

蔵
国
旧
太
田
氏(

岩
付)

領
の
郷
村
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
蔵
国
原
宿
の
も
の
は
、

代
替
わ
り
検
地
の
意
味
合
い
が
あ
る
。
一
方
、
武
蔵
国
府
川
郷
の
も
の
は
、
板
部
岡
の
奉
書

で
隠
田
摘
発
に
よ
る
再
検
地
で
あ
る
。 

天
正
年
間
の
氏
政
の
検
地
は
、
再
検
地
の
み
が
確
認
が
で
き
、
隠
田
摘
発
や
陣
夫
増
徴
な

ど
が
目
的
で
、
代
替
わ
り
検
地
や
氏
康
な
ど
が
行
っ
て
い
た
惣
次
検
地
と
は
様
相
を
異
に
し
、

発
給
す
る
分
国
や
郷
村
で
書
出
し
文
言
も
異
な
っ
て
い
る
。 

 

三 

氏
直
の
「
検
地
書
出
」 

氏
直
発
給
の
「
検
地
書
出
」
は
、
下
総
国
金
野
井
本
郷(

現
埼
玉
県
春
日
部
市
西
金
野

井
・
千
葉
県
野
田
市
東
金
野
井
、【
史
料(

２)―

一
五
】)

と
、
武
蔵
国
江
戸
永
福
寺
分(

現
東

京
都
杉
並
区
永
福
、【
史
料(

２)―

一
九
】)

の
二
点
で
あ
る
。
虎
朱
印
の
捺
印
、
引
方
項

目
、
検
地
方
法
は
氏
政
検
地
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
。 

金
野
井
本
郷
は
新
開
田
畠
の
た
め
、
お
こ
な
わ
れ
た
再
検
地
で
あ
る
。
永
福
寺
分
は
、

「
役
帳
」
に
地
名
と
貫
高
の
記
載
が
確
認
で
き
、
そ
の
貫
高
は
嶋
津
孫
四
郎
の
知
行
で
二
一

貫
文
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
検
地
書
出
の
定
納
高
は
、
二
五
貫
八
五
七
文
と
定
め
ら
れ
て

お
り
、「
役
帳
」
の
知
行
高
よ
り
四
貫
八
五
七
文
の
差
が
あ
る
。
ま
た
、「
踏
立
辻
」
の
記
載

が
あ
っ
て
丈
量
検
地
が
想
定
で
き
る
が
、
増
分
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。 

よ
っ
て
、
四
貫
八
五
七
文
の
差
は
、
指
出
検
地
か
ら
丈
量
検
地
に
は
じ
め
て
移
行
し
た
た

め
に
増
分
を
示
さ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
増
分
を
記
載
し
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
は
わ

か
り
か
ね
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
か
ら
、
四
貫
八
五
七
文
の
差

を
み
る
こ
と
が
で
き
、
定
納
高
が
永
禄
二
年(

一
五
五
九)

か
ら
、
天
正
一
六
年(

一
五
八
八)

ま
で
の
間
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。 

永
福
寺
分
の
「
検
地
書
出
」
は
不
明
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
再
検
地
が
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
氏
政
や
氏
直
の
検
地
は
、
虎
朱
印
の
捺
印
、
引
方
項
目
、
検
地
方
法
が
共

通
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
と
い
え
よ
う
。 

氏
綱
・
氏
康
期
「
検
地
書
出
」
に
お
い
て
、
印
判
と
奉
行
人
、
宛
名
か
ら
の
分
析
を
お
こ

な
っ
た
。
氏
綱
・
氏
綱
期
は
、
検
地
奉
行
人
の
連
署
に
よ
る
発
給
で
あ
り
、
こ
の
奉
行
人
に

つ
い
て
は
、
北
条
氏
が
派
遣
し
た
奉
行
人
と
、
在
地
に
い
る
有
力
者
が
奉
行
人
と
し
て
構
成

さ
れ
、
検
地
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
宛
名
が
「
検
地
書
出
」
に
よ
っ
て
統
一
性
が
な
い

こ
と
に
注
目
し
た
。
宛
名
の
違
い
は
、
北
条
氏
に
よ
る
年
貢
収
取
方
法
が
関
係
し
、
検
地
の

実
施
方
法
及
び
年
貢
の
収
取
方
法
に
影
響
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 
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次
に
、
氏
政
と
氏
直
が
発
給
す
る
「
検
地
書
出
」
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
氏
政
や
氏
直

は
、
印
判
が
「
虎
朱
印
」
で
捺
印
が
さ
れ
る
こ
と
や
、
引
方
項
目
な
ど
に
共
通
性
が
あ
る
。

ま
た
、
「
踏
立
辻
」
の
文
言
が
確
認
で
き
、
丈
量
検
地
が
お
こ
な
え
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。

検
地
を
実
施
す
る
奉
行
人
に
つ
い
て
も
、
氏
綱
・
氏
康
期
よ
り
少
な
い
人
数
で
構
成
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
氏
政
や
氏
直
の
検
地
は
、
氏
綱
・
氏
康
期
の
検
地
と
比
較
す
る
と
、
検
地
方
法
が

統
一
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
奉
行
人
の
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
検
地
を
よ

り
少
な
い
人
数
で
効
率
的
に
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
検
地
書
出
」
の
発
給

に
つ
い
て
も
、
奉
行
人
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
虎
朱
印
」
で
発
給
し
、
当
主
の
権
威
を

示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
節 

支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
に
つ
い
て 

支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
は
、
四
代
目
氏
政
の
息
子
で
あ
る
北
条(

太
田)

氏
房
と
、
氏
政

の
兄
弟
に
あ
た
る
北
条(

大
石)

氏
照
、
北
条(

藤
田)
氏
邦
、
北
条
氏
光
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ

て
い
る
。 

四 

氏
房
の
「
検
地
書
出
」 

氏
房
発
給
に
よ
る
「
検
地
書
出
」
は
、
武
蔵
国
府
川
郷(

【
史
料(

２)―
一
六―

一
】)

に

発
給
さ
れ
た
一
点
で
あ
る
。
書
出
し
文
言
は
、(

ⅲ)

「
検
地(

見)

御
書
出
」
か
ら
始
ま
り
、

氏
政
が
旧
太
田
領
で
発
給
し
た
「
検
地
書
出
」
と
共
通
し
て
い
る
。
府
川
郷
で
は
、
氏
政
が

天
正
五
年(

一
五
七
七)

に
検
地
し
て
お
り
、
氏
政
か
ら
氏
房
へ
の
支
配
交
代
に
よ
る
再
検
地

で
あ
る
。 

こ
の
検
地
に
つ
い
て
は
、
「
検
地
書
出
」
と
同
日
に
あ
た
る
天
正
十
五
年(

一
五
八
七)

一

〇
月
一
二
日
付
発
給
の
氏
房
朱
印
状(

【
史
料(

２)―

一
六―

二
】)

が
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
「
御
陰
居
様
如
御
證
文
」
と
あ
っ
て
、
氏
房
の
朱
印
が
、
氏
政
の
朱
印
と
同
様
の
効

力
を
有
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
氏
房
は
こ
の
府
川
郷
に
て
、
氏
政
に
準

ず
る
支
配
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

五 

氏
照
の
「
検
地
書
出
」 

氏
照
発
給
の
「
検
地
書
出
」(

類
型
ⅳ)

は
、
武
蔵
国
宮
寺
郷
志
村
分(

現
埼
玉
県
入
間
市

宮
寺
・
同
県
所
沢
市
三
ケ
島
、【
史
料(

２)―

四
】)

と
同
国
久
下
郷(

現
埼
玉
県
熊
谷
市
久
下
、

【
史
料(

２)―

一
七―

一
】)

の
二
点
で
あ
る
。 

志
村
分
は
滝
山
領
で
の
発
給
で
、
書
出
し
文
言
は
「
年
貢
之
辻
」
で
あ
る
。
久
下
郷
は
栗

橋
領
で
の
発
給
で
、
書
出
し
文
言
は
「
書
出
」
で
あ
る
。
印
判
も
、
志
村
分
は
「
如
意
成
就
」

の
朱
印
を
使
用
し
、
久
下
郷
で
は
、
「
印
文
未
詳
朱
印(

氏
照)

」
を
使
用
し
、
異
な
っ
て
い

る
。 検

地
実
施
の
年
代
を
み
る
と
、
志
村
分
は
、
永
禄
一
〇
年(

一
五
六
七)

で
、
久
下
郷
は
天

正
一
五
年(

一
五
八
七)

と
二
〇
年
の
差
が
あ
る
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
発
給
主
が
氏
照

で
同
じ
で
あ
る
が
、
発
給
さ
れ
た
支
城
領
と
書
出
し
文
言
、
印
判
が
異
な
り
、
年
代
に
も
差

が
あ
る
。 

則
竹
氏
は
こ
の
二
点
を
異
な
る
形
式
の
「
検
地
書
出
」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
ま
ず
、

志
村
分
は
、
「
面
積
記
載
が
な
く
検
地
高
と
典
型
的
な
引
方
を
記
載
」
と
し
、
久
下
郷
は
、

「
面
積
と
明
確
な
引
方
記
載
が
な
く
検
地
高
と
増
分
を
記
載
」
と
区
別
し
た(

７)

。 

【
史
料(

２)―

一
七―

一
】
北
條
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
廣
瀬
文

書
」
戦
三
二
〇
八) 

書
出 

 
 

久
下
之
鄉

（
武
蔵
国
埼
玉
郡
） 

一
、
九
拾
三
貫
五
百
廿
文 

此
内
、 

四
十
八
貫
文 

 

給
田 

拾
五
貫
弐
百
文
御
加
増 

金
子
左
京
亮
增
給 

壹
貫
貳
百
五
十
文 

定
使
給 

貳
貫
七
十
文 

 

百
姓
居
屋
敷 
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以
上
六
十
六
貫
五
百
廿
文 

殘
而
、 

貳
拾
七
貫
文 

 

當
納 

(

中
略) 

天
正
十
五
年
丁
亥(

印
文
未
詳
朱
印) 

十
一
月
三
日 

金
子
左
京
亮
殿 

久
下
郷
の
検
地
書
出
で
あ
る
、
天
正
一
五
年
一
一
月
三
日
付
の
北
条
氏
照
朱
印
状
を
み
る
。

文
頭
に
「
書
出
」
と
あ
っ
て
、
一
つ
書
で
、
「
九
拾
三
貫
五
百
廿
文(

九
三
貫
五
二
〇
文)

」

と
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
「
此
内
／
四
十
八
貫
文
／
給
田
」
と
続
き
、
「
此
内
」
の
合
計
は

「
以
上
六
十
六
貫
五
百
廿
文(

六
六
貫
五
二
〇
文)
」
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
「
残
而
／
弐
拾

七
貫
文
／
當
納
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
弐
拾
七
貫
文(

二
七
貫
文)

は
、
一
つ
書
の

九
三
貫
五
二
〇
文
か
ら
、「
此
内
」
の
合
計
六
六
貫
五
二
〇
文
を
引
い
た
貫
高
で
あ
る
。 

整
理
す
る
と
、
一
つ
書
の
九
三
貫
五
二
〇
文
は
、
田
畠
面
積
の
記
載
は
な
い
が
、
田
畠
面

積
を
貫
高
化
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
「
此
内
」
以
下
に
続
く
記
述
が
、
久
下
郷

の
引
方
項
目
及
び
、
引
方
の
貫
高
だ
と
考
え
る
。 

な
ぜ
な
ら
、
「
當
納
」
二
七
貫
文
は
、
一
つ
書
の
貫
高
か
ら
「
此
内
」
で
示
し
た
合
計
貫

高
を
引
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
此
内
」
の
内
容
に
は
「
定
使
給
」
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
他
の
「
検
地
書
出
」
に
お
い
て
も
、
引
方
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
項

目
で
あ
る
。
ま
た
、
引
方
は
郷
村
の
状
況
や
役
割
で
項
目
が
変
わ
る
。
そ
の
た
め
、
「
定
使

給
」
以
外
の
引
方
項
目
は
、
久
下
郷
の
状
況
に
対
応
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。 

も
う
一
点
の
氏
照
に
よ
る
発
給
で
あ
る
宮
寺
郷
志
村
分
の
「
検
地
書
出
」
と
比
較
す
る
と
、

こ
の
二
点
は
、
い
ず
れ
も
は
じ
め
に
田
畠
分
銭
高
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
次
に
引
方
、
さ
ら

に
「
御
蔵
」
へ
年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
指
示
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
点
は
同
じ
類
型
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
、
氏
照
の
検
地
は
文
書
形
式
が
違
え
ど
も
、
検
地
の
実
施
と
年
貢
収
取

は
同
じ
方
法
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
則
竹
氏
に
よ
る
「
検
地
書
出
」
の

類
型
と
は
異
な
り
、
以
上
の
氏
照
発
給
に
よ
る
二
点
の
「
検
地
書
出
」
は
、
同
類
だ
と
位
置

付
け
ら
れ
る
。 

氏
照
の
検
地
と
年
貢
収
取
方
法
に
つ
い
て
は
、
天
正
一
五
年
一
一
月
三
日
付
の
北
条
氏
照

朱
印
状(

８)

か
ら
わ
か
る
。
文
頭
に
「
代
官
之
掟
」
と
あ
り
、
「
国
法
」
で
代
官
の
規
則
が
決

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
以
二

御
検
知
一

被
二

踏
立
一

」
と
あ
り
、「
踏
立
」
の
文
言
か
ら
丈
量

検
地
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
検
地
書
出
」
二
点
か
ら
は
「
踏
立
辻
」
が
確
認
で
き
ず
、

実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。 

当
主
の
検
地
で
は
「
踏
立
辻
」
が
確
認
で
き
、
丈
量
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、「
国
法
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
国
法
」
と
決
め
ら
れ

て
い
て
も
、
支
城
領
に
て
そ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
「
代
官

之
掟
」
に
関
す
る
氏
照
朱
印
状
は
、
検
地
政
策
や
年
貢
収
取
の
方
法
に
も
関
係
し
、
天
正
一

五
年
一
一
月
二
日
の
朱
印
状(

【
史
料(

２)―

一
七―

三
】)

と
も
あ
わ
せ
て
、【
図
一
】
の
よ

う
な
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム
が
想
定
さ
れ
る
。
氏
照
の
「
検
地
書
出
」
は
二
例
と
も
「
代
官
」

に
向
け
て
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
代
官
請
に
よ
る
検
地
実
施
、
年
貢
納
入
シ
ス
テ
ム

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

久
下
郷
に
関
し
て
い
え
ば
、
金
子
左
京
亮
と
い
う
代
官
に
「
検
地
書
出
」
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
引
方
項
目
に
も
「
金
子
左
京
亮
増
給
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
検
地
書
出
で
は
、
こ
の
項

目
が
「
代
官
給
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
久
下
郷
で
の
引
方
に
「
代
官
給
」
が
認
め
ら
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、(

ⅱ) 

「
分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」
に
て
定
め
ら
れ
た
引
方
六
項
目
の

う
ち
「
代
官
給
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
氏
政
や
氏
直
の
検
地
方
法
に
引
方
内
容
が
共

通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
氏
照
検
地
に
お
い
て
も
、
当
主
の
検
地
方
法
に
準
じ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 
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六 
氏
邦
の
「
検
地
書
出
」 

氏
邦
発
給
の
「
検
地
書
出
」(

類
型
ⅴ)

は
三
点
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
鉢
形
領
に
発
給
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
武
蔵
国
白
岩
惣
次
郎
分(

現
埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
小
園
、【
史
料

(

２)
―

六
】)
、
上
野
国
北
谷
之
郷(

現
群
馬
県
藤
岡
市
三
波
川
、
【
史
料(

２)
―

一
四―

一
】)

、
武
蔵
国
荒
川
郷(

現
埼
玉
県
深
谷
市
荒
川
、【
史
料(

２)―

一
八
】)

に
発
給
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。 

書
出
し
文
言
は
、
白
岩
惣
次
郎
分
が
「
御
検
地
一
枚
書
」
、
北
谷
之
郷
と
荒
川
郷
が
「
辻

事
」
と
な
っ
て
い
る
。
白
岩
惣
次
郎
分
は
、
永
禄
一
一
年(

一
五
六
八)

に
発
給
さ
れ
た
も
の

で
、
鉢
形
領
で
は
初
見
の
「
検
地
書
出
」
で
あ
る
。『
戦
国
遺
文
』
で
の
題
は
、「
北
条
氏
邦

檢
地
書
出
写
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
邦
の
朱
印
な
ど
は
見
当
た
ら
ず
、
氏
邦
自
身

が
発
給
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
氏
綱
や
氏
康
の
検
地
書
出
に
あ
る
よ
う
な
、
奉

行
人
よ
る
印
判
が
捺
印
さ
れ
て
お
り
、
奉
行
人
連
署
に
よ
る
発
給
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
北
谷
之
郷
と
荒
川
郷
の
検
地
書
出
は
、
天
正
年
間
の
発
給
で
氏
邦
の
朱
印
に
よ
っ

て
発
給
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
白
岩
惣
次
郎
分
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
と
、
田
畠
面
積
の
記
載
の
み
で
、
引
方
項
目

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
田
畠
面
積
の
み
の
把
握
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に

実
施
さ
れ
た
、
天
正
一
四
年(

一
五
八
六)

の
北
谷
之
郷
検
地
と
比
較
す
る
と
、
明
確
な
引
方

項
目
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
田
畠
面
積
の
み
の
把
握
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。 

つ
ま
り
、
永
禄
年
間
に
実
施
し
た
白
岩
惣
次
郎
分
検
地
と
、
天
正
年
間
に
実
施
し
た
北
谷

之
郷
検
地
で
は
、
実
施
方
法
が
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
永
禄
年
間
の
検
地
で
は
、
田

畠
面
積
の
把
握
は
お
こ
な
え
て
も
、
引
方
の
設
定
ま
で
は
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
白
岩
惣
次
郎
分
検
地
は
、
天
正
年
間
に
実
施
さ
れ
た
北
谷
之
郷
、
荒
川
郷
検
地
と

異
な
り
、
朱
印
で
な
く
奉
行
人
印
判
に
よ
る
発
給
で
あ
る
。
当
主
の
検
地
書
出
を
み
て
も
、

氏
綱
・
氏
康
は
奉
行
人
に
よ
る
連
署
形
式
で
の
発
給
で
あ
る
。
一
方
、
氏
政
や
氏
直
は
虎
朱

印
を
用
い
て
検
地
書
出
を
発
給
し
て
い
た
。 

こ
の
当
主
の
検
地
実
施
方
法
を
鑑
み
る
と
、
氏
邦
も
氏
綱
・
氏
康
期
の
検
地
と
同
様
、
永

禄
年
間
の
検
地
は
奉
行
人
頼
り
で
、
天
正
年
間
に
な
る
と
朱
印
を
用
い
て
氏
政
・
氏
直
の
よ

う
な
、
よ
り
強
権
的
な
検
地
を
な
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
永
禄

一
一
年(

一
五
六
八)

時
点
で
は
、
白
岩
惣
次
郎
分
に
対
し
て
の
支
配
を
強
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

北
谷
之
郷
の
「
検
地
書
出
」
は
、
「
一
、
此
度
御
検
地
大
途
次(

＝
並)

之
事
」
と
あ
っ
て
、

北
条
氏
当
主
を
示
す
「
大
途
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
当
主
に
準
じ
た
検
地
方
法
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
引
方
項
目
を
み
る
と
、
「
公
事
免
」
・「
神
田
」
・「
定
使
給
」
の
三
項
目
で
、

当
主
で
あ
る
氏
政
発
給
の(

ⅱ)

「
分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」
検
地
書
出
と
の
一
致
が
み
ら

れ
る
。
ま
た
、
天
正
一
五
年
八
月
二
五
日
付(

９)

の
北
条
氏
邦
朱
印
状
は
、
「
検
地
書
出
」
引

方
で
は
ふ
く
ま
れ
な
か
っ
た
「
名
主
免
」
が
「
無
二

相
違
一

出
置
候
」
と
あ
っ
て
、
認
め
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
検
地
書
出
」
発
給
時
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
「
名
主
免
」
が

後
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。 

こ
の
「
名
主
免
」
は
当
主
で
あ
る
氏
直
や
小
机
城
主
氏
光
の
検
地
書
出
で
引
方
項
目
に
確

認
で
き
る(

１
０)

。
だ
と
す
れ
ば
、「
名
主
免
」
を
認
め
た
こ
と
で
、「
国
法
」
で
決
定
し
た
引

方
六
項
目
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、
よ
り
当
主
の
検
地
に
準
じ
た
と
い
う
蓋
然
性
が
高
ま
る
。

持
田
四
郎
左
衛
門
尉
に
宛
て
ら
れ
た
「
荒
川
郷
の
「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、
壹
貫
五
百
四

十
一
文(

一
貫
五
四
一
文)

／
持
田
四
郎
左
衞
門
尉
／
御
扶
持
被
下
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
氏
照
発
給
の
久
下
郷
検
地
書
出
の
よ
う
な
「
代
官
給
」
と
考
え
ら
れ
、
検
地
内
容
は
、

検
地
高
と
増
分
の
記
載
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

以
上
の
分
析
か
ら
、
氏
邦
検
地
は
、
三
点
そ
れ
ぞ
れ
、
形
式
が
異
な
り
統
一
性
が
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
北
谷
之
郷
の
例
は
、
引
方
に
「
名
主
免
」
が
あ
り
、
同
様
に
荒

川
郷
の
例
に
お
い
て
も
「
代
官
給
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
代
官
給
」
は
、

小
代
官
の
給
分
で
あ
り
、
小
代
官
と
い
う
の
は
、
在
地
の
名
主
が
北
条
氏
に
被
官
化
し
た
も
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の
で
あ
る(

１
１)

。
そ
う
な
れ
ば
、
小
代
官
の
給
分
で
あ
る
「
代
官
給
」
と
、
名
主
の
給
分
と

し
て
引
方
に
設
定
さ
れ
た
「
名
主
免
」
は
、
類
似
性
を
も
っ
た
引
方
内
容
と
い
え
る
。
以
上

よ
り
、
引
方
項
目
に
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
天
正
年
間
に
氏
邦
に
よ
っ
て
発
給
さ

れ
た
「
検
地
書
出
」
は
、
引
方
内
容
の
統
合
を
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

七 

氏
光
の
「
検
地
書
出
」 

氏
光
発
給
の
「
検
地
書
出
」
は
二
点(

１
２)

と
も
小
机
領
の
発
給
で
あ
り
、
書
出
し
文
言
も

(

ⅵ)

「
検
地
指
出
」
で
共
通
し
て
い
る
。
書
出
し
文
言
に
は
、
「
指
出
」
と
あ
る
こ
と
と
、

「
踏
立
辻
」
の
文
言
が
な
い
た
め
、
丈
量
を
お
こ
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
氏
光
検
地
の

全
体
像
は
把
握
で
き
な
い
が
、
こ
の
二
点
か
ら
は
指
出
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ

れ
る
。 

武
蔵
国
恩
田
之
郷(

現
神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
恩
田
町
、【
史
料(

２)―

一
三
】)

で
発
給

さ
れ
た
「
検
地
書
出
」
は
、
久
下
之
郷
に
お
け
る
氏
直
検
地
と
引
方
項
目
が
完
全
に
一
致
す

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
氏
光
に
よ
る
引
方
の
決
定
方
法
は
、
当
主
の
方
法
に
準
じ
て
い
た
こ
と

考
え
ら
れ
る
。 

八 

発
給
者
不
明
の
「
検
地
書
出
」 

書
出
し
文
言
は
、(

ⅶ)

「
検
地
之
辻
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
「
検
地
書
出
」(

【
史
料

(

２)―

七
】)

に
つ
い
て
は
、「
印
文
未
詳(

円
印)

」
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
を
比
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
発
給
者
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
府
川
郷
の
「
検

地
書
出
」
と
宛
先
が
同
じ
代
官
で
あ
り
、
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、
永
禄
年
間
と
天
正
年
間
の
発
給
の
も
の
で
違
い
が

み
ら
れ
る
。
永
禄
年
間
の
「
検
地
書
出
」
は
、
支
城
主
独
自
の
検
地
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
、
氏
綱
や
氏
康
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
奉
行
人
に
よ
る
印
判
で
発
給
さ
れ
て
い
る
「
検

地
書
出
」
も
確
認
で
き
る
。 

天
正
年
間
に
な
る
と
、
当
主
の
方
法
に
準
じ
る
検
地
方
法
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、

当
主
の
方
法
に
準
じ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
く
と
も
、
引
方
内
容
に
共
通
性
が
あ
り
、
支

城
主
の
検
地
方
法
な
ど
を
統
一
化
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

小
括 本

章
で
は
、
「
検
地
書
出
」
を
用
い
て
、
そ
の
発
給
者
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
、
発
給
者

に
よ
っ
て
、
書
出
し
文
言
や
印
判
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
違
い
か
ら
「
検
地

書
出
」
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。 

第
一
節
で
は
、
当
主
の
「
検
地
書
出
」
を
も
と
に
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
氏
綱
・
氏
康
の

検
地
方
法
と
氏
政
・
氏
直
の
検
地
方
法
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

氏
綱
や
氏
康
の
時
代
は
、
在
地
の
中
間
層
と
北
条
氏
が
派
遣
し
た
奉
行
に
よ
る
検
地
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
検
地
書
出
」
の
発
給
も
、
奉
行
人
の
両
名
に
よ
っ
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
氏
政
や
氏
直
の
検
地
は
、
再
検
地
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

奉
行
人
も
氏
康
ら
に
比
べ
少
な
い
。
「
検
地
書
出
」
の
発
給
は
「
虎
朱
印
」
に
よ
っ
て
お
こ

な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
氏
綱
や
氏
康
の
検
地
は
、
丈
量
検
地
で
あ
る
例
が
あ
ま
り
確
認
で
き

な
い
。
一
方
で
氏
政
・
氏
直
検
地
は
、
「
踏
立
辻
」
の
文
言
が
確
認
で
き
、
丈
量
検
地
を
お

こ
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

第
二
節
で
は
、
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
を
分
析
し
た
。
支
城
主
の
検
地
は
、
基
本
的
に

増
分
が
確
認
で
き
、
再
検
地
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
「
踏
立
辻
」
の
文
言
が
確
認

で
き
ず
、
丈
量
検
地
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
。 

ま
た
、
氏
照
の
朱
印
状
に
は
、
「
代
官
の
掟
」
が
示
さ
れ
、
国
法
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
シ

ス
テ
ム
で
代
官
も
検
地
や
年
貢
収
取
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
支
城
主
は
、
地
方

分
権
的
な
統
治
を
お
こ
な
っ
て
い
た
た
め
、
支
城
主
に
よ
る
統
治
に
差
が
出
る
。
統
治
方
法

に
よ
っ
て
は
、
支
城
主
の
権
力
が
及
ば
ず
、
郷
村
の
力
が
依
然
と
し
て
強
い
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
と
想
定
す
る
。
そ
こ
で
、
支
城
領
で
は
特
に
、
郷
村
の
有
力
者
を
代
官
と
し
て
雇
う
こ
と
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で
、
そ
の
力
を
頼
っ
て
検
地
な
ど
の
政
策
を
請
け
負
わ
せ
た
例
が
多
い
と
考
え
る
。
そ
の
た

め
か
、
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
は
、
代
官
宛
に
発
給
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

「
検
地
書
出
」
は
、
一
九
点
全
て
に
お
い
て
、
書
出
し
文
言
と
記
載
形
式
が
一
致
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
書
出
し
文
言
や
記
載
形
式
の
違
い
と
い
う
の
は
、
当
主
や
支
城
主
に
よ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
検
地
方
法
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
「
検
地
書
出
」
の
引
方

を
み
る
と
、
郷
村
ご
と
に
引
方
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
引
方
項
目
と
い
う

の
は
、
郷
村
の
状
況
に
よ
っ
て
項
目
内
容
が
異
な
る
。
引
方
項
目
に
お
け
る
内
容
の
違
い
は
、

郷
村
の
状
況
に
よ
る
支
配
方
法
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

た
だ
し
、
北
条
氏
は
、
「
国
法
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
検
地
実
施
方
法
の
統
一
化
を
目
指
す
。

支
城
主
も
こ
う
し
た
「
国
法
」
を
適
用
し
て
い
く
。
支
城
主
の
永
禄
期
と
天
正
期
の
「
検
地

書
出
」
を
比
較
す
る
と
、
天
正
期
の
「
検
地
書
出
」
は
、
当
主
発
給
の
も
の
に
引
方
項
目
を

中
心
と
し
て
類
似
し
て
ゆ
き
、
当
主
の
検
地
に
準
ず
る
旨
を
記
す
文
言
も
登
場
す
る
。 

北
条
氏
領
国
下
の
検
地
方
法
は
、
は
じ
め
郷
村
の
状
況
に
則
し
た
検
地
方
法
を
と
る
。
そ

の
時
点
で
は
、
丈
量
か
指
出
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
領
国
支
配
に
お
け
る
初
期
段
階
で
は
、

郷
村
か
ら
の
申
告
で
あ
る
指
出
の
方
法
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、

支
配
を
強
め
る
こ
と
の
で
き
た
直
轄
領
を
中
心
に
丈
量
検
地
を
実
施
し
て
い
く
な
か
で
、
検

地
の
方
法
を
「
国
法
」
と
し
て
規
則
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。 

そ
し
て
、
領
国
拡
大
を
し
て
い
く
中
で
支
城
主
を
配
置
し
て
い
く
。
支
城
主
は
、
地
方
分

権
的
な
統
治
を
お
こ
な
い
、
そ
う
し
た
統
治
の
違
い
は
、
検
地
政
策
に
も
あ
ら
わ
れ
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
領
国
拡
大
と
と
も
に
誕
生
し
た
支
城
領
に
対
し
て
、
「
国
法
」
を
適
用
し
て

ゆ
き
、
検
地
政
策
の
統
一
化
を
は
か
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
北
条
領
国
下
の
検
地
方
法
は
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。 
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第
三
章 

後
北
条
氏
に
お
け
る
検
地
実
施
過
程
と
年
貢
収
取―

伊
豆
国
西
浦
の
事
例―

 
本
章
で
は
、
北
条
氏
の
検
地
帳
に
よ
り
、
そ
の
実
施
過
程
を
検
討
し
、「
検
地
書
出
」
と

の
対
応
を
み
る
。
さ
ら
に
、
検
地
に
関
連
す
る
史
料
か
ら
、
年
貢
収
取
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
。 

「
検
地
書
出
」
は
、
検
地
を
ふ
ま
え
て
年
貢
の
決
定
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
そ
こ
か
ら
検
地
の
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、「
検
地
帳
」
は
、

田
畠
一
筆
ご
と
の
記
載
が
あ
っ
て
、
そ
の
田
畠
に
つ
い
て
名
請
人
を
記
載
し
て
い
る
。
ま

た
、
郷
村
の
田
畠
面
積
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
郷
村
の
田
畠
情
報
の
記
録
ま
で

も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
検
地
の
実
態
を
知
る
た
め
に
「
検
地
帳
」
を
お
も
に
分

析
し
て
ゆ
き
、「
検
地
書
出
」
と
の
つ
な
が
り
な
ど
を
み
る
。 

北
条
氏
の
検
地
の
実
態
を
示
す
検
地
帳
に
つ
い
て
は
、
相
模
国
西
郡
「
下
中
村
上
町
分
」

(

現
神
奈
川
県
小
田
原
市
小
船
、【
史
料(

１―

ａ)

】)

が
残
る
。
ま
た
、
伊
豆
国
西
浦
長
浜

(

現
静
岡
県
沼
津
市
内
浦
長
浜)

に
は
、
天
文
一
二(

一
五
四
三)
年
九
月
に
実
施
さ
れ
た
際
の

「
検
地
書
出
」
と
と
も
に
、
こ
れ
に
先
行
し
て
作
成
さ
れ
た
「
長
は
ま
野
帳
」(

以
下
、「
野

帳
」、【
史
料(

１―

ｂ)

】)

と
い
う
、
検
地
帳
に
類
似
し
た
形
式
を
有
す
る
史
料
が
残
る
。 

北
条
検
地
の
検
地
帳
は
先
の
通
り
一
点
の
み
で
、
こ
れ
に
対
応
す
る
「
検
地
書
出
」
が
欠

落
し
て
お
り
、
検
地
帳
に
類
似
す
る
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
が
と
も
に
残
る
長
浜
の
事

例
は
、
北
条
検
地
を
考
察
す
る
上
で
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
。 

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
は
、
池
上
裕
子
氏
を
中
心
と
し
た
二
〇
〇
五
年
の
調
査
で
、

「
写
二
冊
」
と
題
さ
れ
た
冊
子
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る(

１)

。「
写
二

冊
」
は
、
長
浜
の
検
地
史
料
を
含
む
文
書
を
写
し
と
っ
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一

冊
は
戦
国
期
、
第
二
冊
は
太
閤
検
地
以
降
の
支
配
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長

浜
の
土
地
情
報
が
わ
か
り
、
検
地
史
料
と
の
関
係
が
み
い
だ
せ
る
。 

そ
こ
で
、
こ
の
「
写
二
冊
」
を
使
用
し
て
、
検
地
実
態
だ
け
で
は
な
く
、
検
地
後
の
年
貢

収
取
方
法
ま
で
長
浜
の
例
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。 

第
一
節 

後
北
条
氏
に
よ
る
検
地
実
施
過
程―

伊
豆
国
西
浦
長
浜
の
例
を
も
と
に―

 

伊
豆
国
西
浦
長
浜
に
残
存
す
る
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
関
連
性
を
検
討
し
、
検
地

の
実
施
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。 

一 

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
構
成
に
つ
い
て 

検
地
実
施
過
程
を
検
討
し
て
い
く
う
え
で
、
ま
ず
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
に
つ
い
て

史
料
の
性
格
を
分
析
す
る
。 

(

１)

「
野
帳
」 

「
野
帳
」
は
、
天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
九
月
七
日
の
日
付
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
長
浜

の
「
検
地
書
出
」 

の
日
付
の
八
日
前
に
あ
た
る
。「
野
帳
」
に
は
、
田
、
畠
、
免
田
の
種
別

と
そ
の
面
積
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
・
畠
・
免
田
の
名
請
人
（
賦
課
の
納
入
責
任
者
）
と
思
わ
れ

る
人
々
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
浜
の
村
内
に
あ
る
地
名
や
、「
当
ふ
さ
く
」・

「
袖
ふ
り
免
」
な
ど
の
検
地
を
お
こ
な
う
際
に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
、「
野
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
る
名
請
人
を
中
心
に
触
れ
て
お
こ
う
。
名
請
人
に

あ
る
安
養
寺
と
住
本
寺
は
、
現
在
も
長
浜
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
大
河
四
郎
さ
へ
も

ん
、
大
河
四
郎
兵
へ
な
ど
は
、
別
の
史
料(

２)

か
ら
長
浜
の
同
時
代
の
住
人
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。[

２]

で
、「
二
郎
」
と
「
惣
さ
へ
も
ん
」、[

４
０]

で
、「
て
う
し
や
う
は
う
」
と

「
四
郎
兵
へ
」
の
二
つ
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
野
帳
」
に
先
だ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た

史
料
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
二
郎
」「
四
郎
兵
へ
」
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
天
文
一
二
年
に
は

「
惣
さ
へ
も
ん
」「
て
う
し
や
う
は
う
」
が
名
請
人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
、
と
推
定
で
き
る

だ
ろ
う
。 

な
お
、
下
段
の
名
前
の
う
ち
、[

５]

・[

７]

・[

１
６]

・[

２
９]

の
「
大
河
四
郎
さ
へ
も
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ん
」、[

４
０]

の
「
て
う
し
や
う
は
う 

四
郎
兵
へ
」(

「
四
郎
兵
へ
」
は
「
大
河
四
郎
兵

へ
」
の
こ
と
か)

な
ど
、
大
川
氏
関
係
の
も
の
が
、
一
文
字
分
、
高
く
書
か
れ
て
い
る(

３)

。 
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、「
野
帳
」
は
、
一
般
的
な
検
地
帳
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。 

(

２)

天
文
一
二
年
伊
豆
国
長
浜
「
検
地
書
出
」 

「
検
地
書
出
」
は
各
郷
村
の
定
納
高
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
郷
村
別
の
田
畠

面
積
に
、
反
別
あ
た
り
の
基
準
貫
高(

田
五
〇
〇
文
・
畠
二
〇
〇
文
、
※
長
浜
の
場
合)

を
か

け
て
算
出
さ
れ
た
額
が
、
田
畠
分
銭
高(

田
畠
踏
立
辻)

と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
分
銭
高
（
田

畠
踏
立
辻
）
か
ら
百
姓
免
除
分(

引
方)
を
差
し
引
く
こ
と
で
、
郷
村
の
年
貢
高(

定
納
高)

が

決
ま
る
。
記
載
形
式
が
す
べ
て
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
存
す
る
「
検
地
書

出
」
一
九
通
す
べ
て
が
右
の
計
算
式
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
田
品
（
上
田
・
中
田
・
下
田
な

ど
）
に
よ
る
基
準
の
ち
が
い
な
ど
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。 

な
お
、
そ
れ
に
足
さ
れ
る
形
で
、
検
地
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
「
増
分
」
や
、
そ
れ
ぞ
れ

の
郷
村
に
関
す
る
状
況
な
ど
を
示
し
た
史
料
も
存
在
す
る
。
長
浜
の
「
検
地
書
出
」
に
お
け

る
田
の
面
積
合
計
は
、
一
町
六
反
大
九
〇
歩
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
田
本
増
辻
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
天
文
一
二
年
の
検
地
以
前
の
何
ら
か
の
由
緒
や
取
り
決
め
に

よ
っ
て
長
浜
の
田
数
が
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
「
増
分
」
が
得
ら
れ
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
田
に
つ
い
て
は
「
反
別
五
百
文
宛
」
と
な
っ
て
お
り
、
計
算
の
結

果
、「
分
銭
」
は
八
貫
一
二
六
文
に
な
っ
た
と
す
る
。
畠
は
一
町
四
反
大
九
〇
歩
で
あ
る

が
、「
畠
辻
」
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
畠
に
つ
い
て
は
「
増
分
」
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
畠
は
「
反
別
弐
百
文
宛
」
で
、
こ
れ
は
「
両
毛
」（
秋
成
・
夏
成
）
と
も
同
じ
と
す

る
。
そ
の
「
分
銭
」
は
二
貫
九
八
七
文
で
あ
る
。 

以
上
の
田
の
分
銭
と
畠
の
分
銭
の
合
計
が
一
一
貫
一
一
三
文
で
あ
る
。 

こ
こ
か
ら
、「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」、
六
項
目
の
「
百
姓
免
除
分(

引
方)

」
が
あ
が
っ
て
お

り
、
そ
の
合
計
額
は
、
六
貫
一
〇
〇
文
で
あ
る
。
分
銭
合
計
一
一
貫
一
一
三
文
か
ら
、
こ
の

「
免
除
分
」
六
貫
文
を
引
く
と
五
貫
一
三
文
に
な
る
。
こ
れ
が
「
定
納
」
と
さ
れ
る
。 

な
お
、
そ
の
次
に
「
此
外
／
五
貫
文 

道
正
網
代
如
前
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

黒
田
基
樹
氏
に
よ
る
と
、
大
川
家
の
分
家
北
方
大
川
家
の
先
祖
が
網
を
盗
ん
だ
の
で
、
そ
の

代
償
と
し
て
、
天
文
一
二
年
以
前
か
ら
北
条
氏
に
五
貫
文
の
納
入
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う(

４)

。
そ
の
た
め
の
「
特
別
課
税
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
別
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

二 

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
対
応
関
係 

次
に
、「
野
帳
」
で
算
出
さ
れ
た
田
畠
の
面
積
と
、「
検
地
書
出
」
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
る
の
か
分
析
し
て
ゆ
く
。 

「
野
帳
」
の
記
載
に
つ
い
て
、
田
と
畠
に
わ
け
て
【
表
八
】
お
よ
び
【
表
九
】
を
作
成
し

た
。 

(

１)

田
数
と
面
積 

ま
ず
、
田
数
で
あ
る
が
、「
野
帳
」
に
は
二
二
件
の
田
地
の
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

面
積
を
「
歩
」
を
単
位
に
右
端
に
示
し
た
。
合
計
は
五
九
一
〇
歩
と
な
り
、
こ
れ
は
一
町
六

反
一
五
〇
歩
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、「
野
帳
」
の
最
後
尾
に
横
書
き
で
記
載
さ
れ
た
田
面
積

の
合
計
は
一
町
六
反
九
〇
歩
で
、
六
〇
歩
少
な
く
な
っ
て
い
る
。 

横
書
き
田
数
一
町
六
反
九
〇
歩
に
、
反
別
五
〇
〇
文
を
掛
け
る
と
八
貫
一
二
五
文
と
な

る
。
こ
れ
は
、「
検
地
書
出
」
冒
頭
に
記
述
さ
れ
た
田
の
「
分
銭
」
八
貫
一
二
六
文
と
一
文

し
か
ち
が
わ
な
い
。
よ
っ
て
、
田
の
「
分
銭
」
を
算
出
す
る
た
め
の
田
の
面
積
と
し
て
は
、

横
書
き
田
数
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
二
項
目
の
田
地
の
面
積
の
総
合
計
と
の
六

〇
歩
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、「
野
帳
」
の
横
書
き
田
数
一
町
六
反
九
〇
歩
に
対
し
、「
検
地
書
出
」
で
は
田

数
「
一
町
六
反
大
九
十
歩
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
町
六
反
三
三
〇
歩(

５)

、
と
い
う
数

字
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
別
五
〇
〇
文
を
か
け
る
と
八
貫
四
五
八
文
と
な
り
、
そ
の

直
後
の
分
銭
額
八
貫
一
二
六
文
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
、「
検
地
書
出
」
で
は
、
田
と
畠
の
分
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銭
額
は
一
一
貫
一
一
三
文
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
畠
の
分
銭
額
二
貫
九
八
七
文
を
引
く
と

八
貫
一
二
六
文
と
な
り
、
田
の
分
銭
額
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
数
字
と
一
致
す
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、「
検
地
書
出
」
原
本
の
田
数
「
一
町
六
反
大
九
十
歩
」
の
「
大
」
は
誤
記
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
田
の
面
積
の
総
合
計
は
、「
野
帳
」
最
後
尾
の
横
書
き
で
記
載
さ
れ
た

一
町
六
反
九
〇
歩
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
検
地

書
出
」
に
は
、
大
＝
二
四
〇
歩
分
と
い
う
計
算
と
は
相
違
が
あ
る(

６)

。 

(

２)

畠
数
と
面
積 

次
に
【
表
九
】
は
、
畠
数
と
そ
の
内
訳
で
あ
る
。「
野
帳
」
の
畠
面
積
の
総
合
計
は
五
三

七
〇
歩
で
、
一
町
四
反
三
三
〇
歩
と
な
る
。
こ
れ
は
「
野
帳
」
最
後
尾
の
横
書
き
の
畠
面
積

と
一
致
す
る
。
畠
の
分
銭
は
「
反
別
二
百
文
宛
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
町
四
反
三
三
〇
歩
に

か
け
る
と
二
九
八
三
文
と
な
る
。
こ
れ
は
「
検
地
書
出
」
に
記
述
さ
れ
た
畠
の
「
分
銭
」
二

九
八
七
文
と
四
文
し
か
ち
が
わ
な
い
こ
と
か
ら
誤
差
の
範
囲
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う(

７)

。 

(

３)

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
関
係 

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
で
田
畠
の
面
積
は
基
本
的
に
一
致
し
、「
野
帳
」
を
も
と
に

「
検
地
書
出
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。「
野
帳
」
は
、
現
地
に
立
っ
て
、

田
畠
一
筆
ご
と
の
面
積
を
把
握
し
て
、
そ
の
結
果
を
記
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
単
に
丈

量
す
る
だ
け
で
な
く
、
名
請
人
が
ど
の
人
物
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
免
田
な
ど
の
田
の
性
格
も

確
認
し
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
野
帳
」
に
記
入
さ
れ
た
田
や
畠
の
面
積
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
総
合
計
し
た
最
後
尾
の
横
書
き
の
数
字
を
も
と
に
、
田
五
〇
〇
文
宛
、
畠
二
〇
〇

文
宛
と
い
う
換
算
で
、
田
・
畠
ご
と
の
分
銭
高
を
算
出
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。 

則
竹
雄
一
氏
は
、「
野
帳
」
が
そ
の
ま
ま
検
地
書
出
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
。「
検
地
書
出
」
記
載
の
分
銭
高
が
年
貢
定
納
に
関
す
る
正
式
な
決
定
で
あ
る
の

に
対
し
て
、「
野
帳
」
記
載
の
も
の
は
参
考
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
し
て
い
る(

８)

。 

し
か
し
、
こ
れ
は
「
検
地
書
出
」
の
誤
記
に
よ
る
も
の
で
、
則
竹
氏
が
い
う
よ
う
に
「
田

畠
面
積
に
お
け
る
田
畠
数
分
が
相
違
し
て
い
る
」
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
単
に
数
字
の
差
異
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
ひ
い
て
は
長
浜
に
お
け
る
検
地
の
具
体
的
な
方
法
を
ど
の

よ
う
に
復
元
す
る
か
で
、
検
地
の
理
解
が
深
ま
る
と
考
え
る
。 

三 

「
免
」「
引
方
」
と
「
増
分
」 

(

１)

「
免
」
「
引
方
」 

「
検
地
書
出
」
で
は
、
田
と
畠
の
分
銭
の
合
計
が
一
一
貫
一
一
三
文
で
あ
る
と
し
た
の

ち
、「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
一
貫
六
〇
〇
文
以
下
、
六
項
目
の
引
方
を
示
し
て
、
そ
の
合
計

が
六
貫
一
〇
〇
文
で
あ
る
と
す
る
。
一
一
貫
一
一
三
文
か
ら
六
貫
一
〇
〇
文
を
引
い
た
五
貫

一
三
文
が
、
長
浜
の
「
定
納
」
額
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。 

で
は
、
合
計
六
貫
一
〇
〇
文
に
な
る
六
項
目
の
引
方
は
ど
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。「
野
帳
」
に
は
、[

２
２]

の
「
や
ふ
さ
ミ
免
」
の
よ
う
な
「
免
」
を
載
せ
る

項
目
と
、[

２
１]

の
よ
う
に
種
別
が
「
免
田
」
と
さ
れ
、
名
請
人
が
「
安
養
寺
」
と
さ
れ
る

よ
う
な
項
目
が
あ
る
。【
表
一
〇
】
は
、「
野
帳
」
の
「
免
」
と
、「
検
地
書
出
」
の
「
引

方
」
が
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
抜
粋
し
、
比
較
し
て
ま
と
め
た
「
や
ふ
さ

ミ
」、「
安
養
寺
」
の
「
免
田
」、「
定
使
」
の
三
項
目
で
あ
る
。 

「
野
帳
」［
２
２
］
の
「
や
ふ
さ
ミ
免
」
は
「
検
地
書
出
」
の
「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
に

対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。「
野
帳
」
に
よ
る
と
「
や
ふ
さ
み
免
」
は
「
二
反
半
」(

九
〇
〇
歩)

で
、
反
あ
た
り
五
〇
〇
文
を
か
け
る
と
分
銭
は
一
二
五
〇
文
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、「
検
地

書
出
」
に
お
い
て
、「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
の
免
除
額
は
「
一
貫
六
百
文
」、
す
な
わ
ち
一
六

〇
〇
文
で
、
三
五
〇
文
の
差
が
あ
る
。
同
様
に
、「
野
帳
」
の[

２
１]

と[

３
２]

の
「
安
養

寺
」
の
「
免
田
」
は
「
二
反
半
」(

九
〇
〇
歩)

と
「
大
卅
フ
」(

二
七
〇
歩)

の
計
一
一
七
〇

歩
で
、
こ
の
分
銭
は
一
六
二
五
文
で
あ
る
。
し
か
し
、「
検
地
書
出
」
の
「
安
養
寺
領
免
」

は
五
〇
〇
文
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
「
野
帳
」［
２
５
］
の
「
定
使
」
と
あ
る
も
の
が
「
検

地
書
出
」
で
免
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
面
積
は
「
一
反
廿
フ
」(

三
八
〇
歩)

で
、
分
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銭
は
五
二
八
文
と
な
る
が
、「
検
地
書
出
」
の
「
定
使
給
」
は
三
〇
〇
文
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、「
野
帳
」
の
「
免
」
と
さ
れ
て
い
る
田
数
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
分
銭
額

と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
の
額
は
全
く
一
致
し
な

い
。
池
上
氏
や
則
竹
氏
も
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
引
方
項
目
を
比
較
し
て
い
る
が
、

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
の
分
銭
高
は
一
致
し
な
い
と
い
う
理
解
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。 

そ
も
そ
も
、「
野
帳
」
で
「
免
」「
免
田
」
と
さ
れ
て
い
る
田
も
、
他
の
田
と
合
算
さ
れ
て

総
田
数
が
割
り
出
さ
れ
、
そ
れ
に
所
定
額
が
掛
け
ら
れ
て
分
銭
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
検
地
以
前
の
「
免
」
は
、
い
っ
た
ん
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。 

(

２)

「
本
年
貢
」
と
検
地
の
成
果
で
あ
る
「
増
分
」 

西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方
覚
書
写(

「
覚
書
」、【
史
料(
１―

ｂ)―

二
】)

は
、
長
浜
を
ふ

く
む
西
浦
地
域
六
ヶ
村
の
検
地
に
よ
っ
て
決
定
し
た
年
貢
の
納
入
額
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

「
本
増
出
方
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
の
郷
村
で
も
、「
本
年
貢
」
に
対
し
て
か
な
り
の
「
増

分
」
が
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
本
増
長
浜
分
」
と
さ
れ
て
い
る
五
貫
一
三
文
は
、

「
検
地
書
出
」
で
確
定
さ
れ
た
「
定
納
」
と
同
額
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
て
、
こ
の
史
料

は
天
文
一
二
年
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る(

９)

。 

「
覚
書
」
で
は
、
長
浜
の
「
本
年
貢
」
は
二
貫
七
〇
〇
文
だ
と
さ
れ
て
い
る
。【
史
料
二

七
】
の
末
に
は
、「
西
浦
地
方
本
年
貢
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
、「
本
年
貢
」
と
は
、
こ
の
検

地
が
実
施
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
北
条
氏
が
掌
握
し
、
郷
村
側
も
基
本
的
に
承
認
し
て
い

た
年
貢
額
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。
具
体
的
に
は
不
明
な
が
ら
、
何
ら
か
の
方
法

に
よ
っ
て
年
貢
公
事
な
ど
の
総
額
を
算
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
免
」
な
ど
を
引
い
た
額
が

「
本
年
貢
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
「
本
年
貢
」
二
貫
七
〇
〇
文
と
、「
定
納
」
五
貫
一
三
文
と
の
差
額
で
あ
る
二
貫
三

一
三
文
が
、
天
文
一
二
年
検
地
に
よ
る
「
増
分
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
北
条
氏
に

と
っ
て
、
天
文
一
二
年
検
地
の
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
「
増
分
」
は
得
ら
れ
、
今
回
の
検
地
過
程
で
、
ど
の
よ
う

に
し
て
算
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

(

３)

「
増
分
」
の
由
来 

「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
、
長
浜
の
田
・
畠
そ
れ
ぞ
れ

の
面
積
を
合
算
し
、
そ
れ
に
所
定
の
額
（
反
別
で
田
は
五
〇
〇
文
、
畠
は
二
〇
〇
文
）
を
か

け
、
分
銭
額
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
六
項
目
の
「
引
方
」
の
額
を
引
く
こ
と
で
「
定

納
」
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
過
程
か
ら
い
え
ば
、
①
田
・
畠
の
丈
量
の
際
に
、

従
来
の
面
積
よ
り
大
き
な
面
積
を
析
出
し
た
、
②
反
別
に
掛
け
る
額
が
こ
れ
ま
で
よ
り
高
額

で
あ
っ
た
、
③
「
免
」
つ
ま
り
「
引
方
」
の
算
出
方
法
が
従
来
の
も
の
よ
り
少
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
「
増
分
」
が
得
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

ま
ず
③
の
「
免
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。 

「
野
帳
」
に
「
免
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
田
・
畠
は
、
住
本
寺
の
「
免
田
」
七
二
〇
歩

([

２
６]

・[

４
２])

、
安
養
寺
の
「
免
田
」
一
一
七
〇
歩([

２
１]

・[

３
２])

、「
定
使
」
三

八
〇
歩([

２
５])

、「
袖
ふ
り
免
」
一
五
〇
歩([

１
４])

、「
神
明
ま
つ
り
免
」
四
八
〇
歩

([

２
４])

、「
山
ふ
し
免
」
二
四
〇
歩([

３
０])

、「
宮
は
き
免
」
九
〇
歩([

３
１])

、「
宮
之

前
と
う
丈
免
」
九
〇
〇
歩([

３
６])

、「
宮
免
」(

畠)

三
〇
歩([

１
７])

。
こ
れ
ら
の
合
計
は

田
五
〇
三
〇
歩
、
畠
三
〇
歩
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
所
定
の
反
別
額
を
か
け
て
、
分
銭
化
す

る
と
田
六
九
八
六
文
、
畠
一
七
文
と
な
り
、
合
計
七
貫
三
文
と
な
る
。 

一
方
、「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
で
は
、
六
項
目
が
あ
げ
ら
れ
、
合
計
六
貫
一
〇
〇
文

が
免
じ
ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
七
貫
三
文
と
の
差
は
一
貫
文
以
内
で
あ
り
、
本
来
の
「
免
」

が
か
な
り
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
従
来
、
年
貢
公
事
な
ど
の
総
額
を
算
出
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
「
免
」
な
ど
を

引
い
た
額
が
「
本
年
貢
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
野
帳
」

か
ら
み
て
、【
表
一
〇
】
に
示
し
た
よ
う
な
免
と
は
別
に
、「
検
地
書
出
」
か
ら
み
る
こ
と
の
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で
き
る
「
定
使
給
」
の
よ
う
な
郷
村
全
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
「
免(

引)

」
が
別
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
天
文
一
二
年(

一
五
四
三)

の
検
地
は
、
既
に
何
度
か
実
施
さ
れ
て
き
た
検
地

（
検
注
）
の
延
長
線
上
に
あ
る
。「
検
地
書
出
」
の
文
言
に
よ
っ
て
田
の
「
増
分
」
が
確
認

さ
れ
る
の
と
同
様
、「
免
」
に
お
い
て
も
、
天
文
一
二
年
以
前
の
検
地
（
検
注
）
に
お
い
て

何
ら
か
の
形
で
定
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

こ
う
し
た
郷
村
全
体
の
「
免
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
項
目

が
ヒ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。「
引
方
」
項
目
の
な
か
に
は
、「
野
帳
」
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
「
成
当
大
夫
銭
」、「
井
領
（
井
料
）・
諸
色
」、「
岡
田
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。「
井
料
」
は
、
用
水
路
の
整
備
な
ど
、
用
水
確
保
の
た
め
の
経
費
で
あ
ろ
う
。「
岡
田
」

は
、
天
文
一
三
年(

一
五
四
四)

北
条
家
長
浜
棟
別
銭
取
帳
写(

１
０)

に
て
、
棟
別
銭
が
免
除
と

な
っ
て
い
る
「
岡
田
小
二
郎
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
項
目
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、

従
来
か
ら
「
免
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
郷
村
全
体
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た

「
免
」
も
合
算
す
れ
ば
、
従
来
の
長
浜
の
「
免
」
の
総
額
は
七
貫
三
文
を
う
わ
ま
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
六
貫
一
〇
〇
文
に
減
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
増

分
」
が
算
出
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

も
ち
ろ
ん
、「
三
嶋
や
ふ
さ
ミ
銭
」
や
神
田
の
「
指
置
」
が
な
さ
れ
、
ま
た
寺
領
の

「
免
」
や
「
定
使
」
の
給
分
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
従
来
の
「
免
」
の
項
目
の
一
部
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
は
田
・
畠
ご
と
に
認
め
ら
れ
て
い
た

「
免
」
が
す
べ
て
解
消
さ
れ
、
郷
村
全
体
と
し
て
「
引
方
」
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。 

こ
れ
は
、
北
条
氏
が
長
浜
を
支
配
す
る
こ
と
で
、
こ
の
郷
村
が
支
配
単
位
の
一
つ
と
し
て

指
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
引
方
」
の
各
項
目
は
一
〇
〇
文
単
位
と
な

っ
て
お
り
、
機
械
的
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
も
、
個
別
の
「
免
」
を
解
消

し
、
郷
村
と
の
間
で
新
た
に
「
引
方
」
を
設
定
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
北
条
氏
の
意
志
を
見
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

「
野
帳
」
と
類
似
の
史
料
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
「
下
中
村
上
町
検
地
帳
」
に
つ
い

て
、
池
上
裕
子
氏
は
、「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
は
国
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、「
検
地
帳
」
に
「
以
二

此
帳
一

、
公
事
免
其
外
諸
色
之
引

方
、
分
国
中
如
二

法
度
之
一

、
百
姓
中
へ
可
レ

有
二

御
渡
一

者
也
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
か
ら
で

あ
る(

１
１)

。
長
浜
の
「
野
帳
」
の
引
方
項
目
も
北
条
氏
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
解
釈
に
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
増
分
」
算
出
の
可
能
性
の
う
ち
③
に

つ
い
て
は
、「
免
」
の
減
額
に
よ
っ
て
、
一
貫
文
以
上
の
「
増
分
」
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。 次

に
、
可
能
性
の
①
・
②
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

「
検
地
書
出
」
の
冒
頭
に
は
「
壱
町
六
反
大
九
十
歩 

田
本
增
辻
」
と
い
う
文
言
が
あ

る
。
畠
の
方
に
は
「
壱
町
四
反
大
九
十
步 

畠
辻
」
と
あ
り
、「
増
」
の
表
記
が
み
え
な

い
。
こ
れ
は
、
今
回
の
検
地
に
よ
る
分
銭
の
増
分
が
田
か
ら
の
み
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
だ
ろ
う(

１
２)

。
長
浜
の
天
文
一
二
年
検
地
に
つ
い
て
は
、
田
に
つ
い
て
の
み
こ

れ
ま
で
よ
り
大
き
な
面
積
を
析
出
し
、
そ
れ
に
よ
り
高
額
な
反
別
額
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
北
条
氏
は
「
増
分
」
を
得
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。 

池
上
裕
子
氏
は
、
北
条
氏
検
地
は
丈
量
検
地
で
あ
り
、
面
積
の
踏
出
が
基
本
課
題
だ
っ
た

と
し
て
い
る(

１
３)

。
長
浜
に
お
け
る
「
野
帳
」
か
ら
「
検
地
書
出
」
へ
の
流
れ
、
そ
れ
に
よ

る
「
増
分
」
の
析
出
は
、
そ
う
し
た
池
上
氏
の
検
地
理
解
と
整
合
的
で
あ
る
。
田
の
増
分
が

得
ら
れ
た
こ
と
は
、
池
上
氏
の
丈
量
検
地
で
あ
っ
た
と
の
妥
当
性
を
示
す
。
そ
し
て
、「
野

帳
」
は
事
実
上
の
「
検
地
帳
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
誤
り
で
な
い
こ
と
に
な
る
。 

「
覚
書
」
に
よ
れ
ば
、
長
浜
に
お
け
る
今
回
の
検
地
に
よ
る
「
増
分
」
は
二
貫
三
一
三
文

で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
③
の
「
免
」
の
減
額
に
よ
る
分
が
一
貫
文
以
上
と
す
れ
ば
、
①
の
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「
面
積
の
踏
出
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
増
分
」
は
、
②
反
別
割
合
の
高
率
化
を
ふ
く
め
て

も
せ
い
ぜ
い
一
貫
文
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

以
上
、
天
文
一
二
年
検
地
以
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
検
地
（
検
注
）
に
て
算
出
さ
れ
た
「
本

年
貢
」
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
な
か
で
推
定
を
重
ね
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
あ

る
程
度
、
蓋
然
性
の
高
い
考
察
は
な
し
え
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

「
検
地
書
出
」
に
お
い
て
、「
引
方
」
設
定
は
、
北
条
氏
が
独
自
に
設
定
し
た
方
法
で
、

機
械
的
に
算
出
し
て
い
る
。
検
地
に
よ
っ
て
出
た
「
増
分
」
は
、
郷
村
側
に
と
っ
て
は
な
る

べ
く
北
条
氏
側
に
徴
収
さ
れ
た
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
来
郷
村
に
あ
っ

た
「
免
」・「
免
田
」
は
「
野
帳
」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。 

そ
れ
は
、「
野
帳
」
に
あ
る
「
免
」
や
「
免
田
」
の
記
述
か
ら
考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、「
野
帳
」
の
横
書
き
合
計
面
積
と
名
請
人
が
請
け
負
う
田
畠
の
面
積
が
ほ
ぼ
一
致
す
る

た
め
、「
野
帳
」
で
「
免
」
等
に
認
定
し
た
田
畠
を
省
除
し
て
計
算
し
て
い
る
と
は
考
え
に

く
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
検
地
の
対
象
に
「
免
」・「
免
田
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
。 

さ
ら
に
、「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
に
示
さ
れ
た
長
浜
の
田
畠
合
計
面
積
が
一
致
す
る

こ
と
は
、「
野
帳
」
で
示
さ
れ
る
「
免
」・「
免
田
」
が
、
北
条
氏
に
よ
っ
て
検
地
の
結
果
に

よ
る
「
増
分
」
の
一
部
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か

ら
は
、
北
条
氏
が
郷
村
単
位
で
の
支
配
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
か
し
、
最
終
的
に
「
引
方
」
と
な
っ
て
現
れ
る
数
値
は
、
「
野
帳
」
に
あ
る
「
免
」
の

合
計
額
と
一
貫
文
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。
「
検
地
書
出
」
の
引
方
項
目
に
あ
る
よ
う
な
、
郷
村

全
体
の
「
免
」
と
思
わ
れ
る
も
の
の
総
額
は
「
野
帳
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
わ
か
り
か

ね
る
。
よ
っ
て
、
本
来
算
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
引
方
」
の
す
べ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
一
貫
文
と
い
う
数
値
は
、
郷
村
と
北
条
氏
の
話
し
合
い
の
結
果
、
決
定
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
。 

つ
ま
り
、「
野
帳
」
を
も
と
に
「
検
地
書
出
」
が
作
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、「
免
」
か
ら

「
引
方
」
に
な
る
が
、
そ
の
段
階
で
話
し
合
い
に
よ
り
、
一
貫
文
分
低
く
「
引
方
」
が
設
定

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
北
条
権
力
は
、
郷
村
と
の
や
り
と
り
の

中
で
、
郷
村
を
単
位
と
し
て
領
域
を
掌
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

第
二
節 

検
地
を
反
映
し
た
年
貢
収
取―

伊
豆
国
西
浦
の
場
合―

 

前
節
で
は
、
伊
豆
国
長
浜
を
例
に
、
検
地
実
施
過
程
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
検
地
を
も
と
に
し
た
年
貢
収
取
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
そ
こ
で
、
長
浜
に
残

存
す
る
「
写
二
冊
」
と
い
う
史
料
を
も
と
に
す
る
。 

西
浦
地
域
は
漁
村
と
い
う
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、
戦
国
期
に
は
北
条
氏
の
直
轄
領
と
し
て

掌
握
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
豊
富
な
戦
国
期
の
史
料
が
残
存
す
る
こ
と
か
ら
、
長
浜
を
対
象
と

し
て
、
北
条
氏
に
よ
る
検
地
政
策
と
年
貢
収
取
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
。 

一 

「
写
二
冊
」
に
つ
い
て 

「
写
二
冊
」
か
ら
は
、
長
浜
に
お
け
る
戦
国
期
の
土
地
情
報
が
わ
か
り
、
検
地
史
料
と
の

関
係
が
み
い
だ
せ
る
。「
写
二
冊
」
に
は
一
冊
目
に
八
点
の
文
書
、
二
冊
目
に
七
点
の
文
書

が
写
し
取
ら
れ
、
内
訳
は
【
表
一
一
】
の
と
お
り
で
あ
る
。「
写
二
冊
」
に
つ
い
て
は
、
表

紙
や
史
料
の
文
字
を
み
れ
ば
、
近
世
に
写
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ

の
写
は
、
で
き
る
だ
け
原
本
の
形
式
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

収
録
史
料
に
は
、「
検
地
書
出
」
や
「
野
帳
」
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
を

検
討
し
た
結
果
、「
写
二
冊
」
に
は
誤
写
も
あ
り
、
そ
の
記
載
を
全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
比
較
的
正
確
に
写
さ
れ
た
も
の
と
わ
か
っ
た
。 

こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
、
北
条
氏
の
年
貢
収
取
を
検
討
し
て
ゆ
く
。 

二 
検
地
を
反
映
し
た
年
貢
収
取
方
法―

「
写
二
冊
」
収
録
史
料
を
も
と
に―

 

第
一
冊
、
六
点
目
に
収
録
さ
れ
る
年
月
日
未
詳
「
西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方
覚
書
」

(

【
史
料(

１―

ｂ)―
二
】、【
表
一
二
】)

は
、
北
条
氏
の
奉
行
人
大
草
但
馬(

守)

に
よ
っ
て



３８ 
 

作
成
さ
れ
、
長
浜
を
含
む
西
浦
六
か
村(

三
津

み

と

・
長
浜
・
重
須

お

も

す

・
木
負

き
し
ょ
う

・
久
連

く

ず

ら

・
平
沢)

の

郷
村
高
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
郷
村
高
に
つ
い
て
は
、
長
浜
の
場
合
「
検
地
書
出
」
に
て
示

さ
れ
て
い
る
。
西
浦
の
そ
の
他
の
郷
村
に
お
け
る
貫
高
は
、
木
負
の
郷
村
高
を
知
る
こ
と
が

で
き
、(

永
禄
九
年
ヵ)
八
月
七
日
付
と(

永
禄
一
一
年
ヵ)

四
月
一
八
日
付
の
北
条
氏
康
朱
印

状(

【
史
料(

１―

ｂ)―
四
】)

に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
郷
村
高
と
「
覚
書
」
に
示
さ

れ
た
郷
村
高
は
一
致
す
る
。
ま
た
、
郷
村
高
を
掲
示
す
る
方
法
は
、「
検
地
書
出
」
だ
け
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
覚
書
」
は
、
西
浦
で
実
施
さ
れ
た
検
地
の
増
分
や
、
定
納
高
と
は
別
で
、
郷
村
が
負
担

す
る
年
貢
以
外
の
賦
課
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
郷
村
計(

Ａ)

と
史
料
上
記
載

(

Ｂ)

の
合
計
高
が
七
貫
五
〇
〇
文(

【
表
一
二
】
項
目
「
本
増
」、
差(

Ａ―

Ｂ))

異
な
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
実
際
に
納
め
る
定
納
高
一
七
三
貫
八
八
二
文
が
検
地
に
よ
り
踏
み
出
さ
れ
た
定

納
高
一
八
一
貫
三
八
二
文
よ
り
低
い
七
貫
五
〇
〇
文
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
差
七
貫
五
〇
〇
文
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
ま
ず
、
そ
の
内
訳
は
、
本

年
貢
か
ら
一
四
〇
文
、
増
分
か
ら
七
貫
三
六
〇
文
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ほ
と
ん

ど
が
「
増
分
」
で
あ
る
。
決
定
さ
れ
た
定
納
高
は
、
一
七
三
貫
八
八
二
文
な
の
で
、
検
地
か

ら
定
納
高
決
定
ま
で
に
七
貫
五
〇
〇
文
分
を
免
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
長
浜
の

検
地
書
出
か
ら
、
一
旦
、
郷
村
の
定
納
高
は
検
地
書
出
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
「
覚
書
」
か
ら
、
西
浦
と
い
う
領
域
で
集
約
し
た
う
え
で
も
う
一
度
定
納
高
を
決
定
し
な

お
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

第
二
冊
、
四
点
目
に
収
録
さ
れ
る(

天
正
一
八
年
頃
ヵ)

一
一
月
二
〇
日
「
大
川
兵
庫
・
隼

人
連
署
指
出
」(

【
史
料(

１―

ｂ)―

三
】、
以
下
「
連
署
指
出
」
と
す
る
。)

は
、「
覚
書
」

と
対
応
が
み
ら
れ
る
。
西
浦
の
合
計
貫
高
は
一
五
六
貫
八
八
二
文
と
わ
か
る
。「
覚
書
」
の

合
計
は
一
七
三
貫
八
八
二
文
で
一
七
貫
文
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
連
署
指
出
」
に
「
此

外 

御
代
官
分
」
と
あ
り
、「
覚
書
」
に
記
載
の
「
道
正
網
度
銭
」
や
「
塩
竈
銭
」
と
は
別

で
計
算
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
正
網
度
銭
五
貫
文
と
、
塩
竈
銭
計
一
二
貫

文
の
計
一
七
貫
文
を
ひ
い
て
、
一
五
六
貫
八
八
二
文
と
な
る
。 

こ
こ
で
、「
覚
書
」
で
は
、
三
津
に
「
御
公
方
へ
定
納
・
七
貫
八
三
八
文
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
北
条
氏
へ
納
め
る
貫
高
で
あ
る
が
、「
連
署
指
出
」
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
北
条

氏
滅
亡
後
の
史
料
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
浦
六
か
村
の
合
計
郷
村
高
が
「
覚
書
」
と
「
連
署

指
出
」
で
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、
戦
国
期
の
検
地
に
よ
る
結
果
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も

の
と
考
え
る
。 

こ
の
二
点
よ
り
、
田
畠
か
ら
導
き
出
し
た
年
貢
と
は
別
の
負
担
が
各
々
の
郷
村
に
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
別
の
負
担
は
定
納
高
と
し
て
貫
高
検
算
す
る
と
き

に
、
基
本
的
に
は
田
畠
を
貫
高
検
算
し
た
と
き
に
そ
の
貫
高
に
含
ま
れ
る(

１
４)

。
そ
し
て
、

そ
の
負
担
は
、「
検
地
書
出
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
長
浜
の
検
討
に
よ
り
、
個
別
の
郷
村

を
そ
れ
ぞ
れ
検
地
し
て
、
郷
村
が
負
担
す
る
年
貢
と
そ
れ
以
外
の
賦
課
を
決
定
し
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
。 

こ
れ
ら
を
西
浦
と
い
う
領
域
で
集
約
し
て
、
郷
村
ご
と
に
一
度
決
定
し
た
定
納
高
を
、
も

う
一
度
整
序
し
な
お
し
、
免
除
な
ど
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
再
度
定
納
高
を
決
定
し
な
お
し

た
の
で
あ
ろ
う(

【
図
二
】)

。
「
写
二
冊
」
収
録
史
料
の
二
点
か
ら
、
北
条
氏
の
年
貢
収
取

方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
検
地
書
出
」
で
一
旦
定
納
高
を
出
し
、
そ
こ

で
、
小
村
単
位
で
の
定
納
高
を
算
出
し
領
域
で
集
約
、
そ
し
て
、
領
域
で
の
定
納
高
を
算
出

し
て
年
貢
収
取
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

そ
の
際
に
、
「
検
地
書
出
」
で
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
引
方
項
目
が
、
領
域
で
集
約
す
る

と
き
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

小
括 長

浜
を
含
む
西
浦
六
か
村
は
、
検
地
の
結
果
を
反
映
し
た
「
野
帳
」
か
ら
、
検
地
の
情
報

と
免
除
項
目
を
記
し
、
百
姓
に
そ
の
内
容
を
開
示
し
た
「
検
地
書
出
」
、
さ
ら
に
領
域
で
ま
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と
め
て
、
正
式
な
賦
課
内
容
を
示
す
「
覚
書
」
と
、
検
地
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
の
史
料
が

「
写
二
冊
」
の
中
に
一
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
を
も
と
に
、
天
文
一
二
年(

一
五
四
三)

に

お
こ
な
わ
れ
た
長
浜
の
検
地
過
程
を
復
元
し
て
み
た
い
。
天
文
一
二
年
の
検
地
で
は
、
郷
村

に
存
在
す
る
田
畠
や
、
田
畠
名
請
人
、
田
畠
の
情
報
を
集
約
し
た
も
の
が
「
野
帳
」
で
あ

る
。 「

野
帳
」
に
は
、
田
畠
を
丈
量
し
て
、
従
来
把
握
さ
れ
て
い
た
以
上
の
面
積
が
踏
み
出
さ

れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
野
帳
」
か
ら
は
み
て
と
れ
な
い
。「
検

地
書
出
」
に
よ
れ
ば
、
田
の
み
で
増
量
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
「
野
帳
」
に
記
さ
れ
た
田
・
畠
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
合
計
さ
れ
て
、

「
野
帳
」
の
最
後
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
横
書
き
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
本
文
の
田
畠
書
き
上
げ
と
は
別
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
計
算
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
数
字
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

次
に
、「
検
地
書
出
」
に
う
つ
る
。
こ
の
「
野
帳
」
で
得
ら
れ
た
数
字
に
、
田
畠
の
反
別

ご
と
に
基
準
貫
高
を
か
け
て
そ
の
田
畠
分
の
「
分
銭
」
を
算
出
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
田
畠

の
等
級
、
不
作
か
ど
う
か
は
考
慮
さ
れ
ず
、「
免
」
の
対
象
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
全
く
配
慮

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
重
要
で
、
こ
れ
ま
で
在
地
慣
行
や
領
主
と
の
取
り
決
め
で
認
め

ら
れ
て
き
た
「
免
」
が
こ
こ
で
い
っ
た
ん
す
べ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
上
で
、
六
項
目
の
「
引
方
」
を
設
定
し
、
分
銭
額
か
ら
減
額
し
、「
定
納
」
額
を
決

定
し
て
い
る
。
こ
の
「
引
方
」
の
内
容
を
み
る
と
、「
野
帳
」
に
も
「
免
」
と
し
て
確
認
で

き
る
も
の
も
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
の
「
免
」
の
多
く
は
、

検
地
後
の
「
引
方
」
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
リ
セ
ッ
ト
さ

れ
、
新
た
に
北
条
氏
に
よ
っ
て
「
引
方
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
い
う
制
度
上
の
規
定
が
重

要
な
の
で
あ
る
。 

則
竹
雄
一
氏
は
、
次
の
よ
う
に
検
地
実
施
過
程
を
示
し
て
い
る
。
①
在
地
の
有
力
者(

案

内
者)

に
よ
っ
て
、
検
地
す
る
郷
村
を
案
内
し
て
も
ら
う
。
②
北
条
氏
か
ら
の
検
地
奉
行
を

郷
村
へ
派
遣
。
③
検
地
奉
行
に
よ
る
「
検
見
」。
④
検
見
に
よ
っ
て
「
増
分
」
の
打
ち
出

し
。
⑤
百
姓
に
よ
る
年
貢
の
請
負
。
⑥
検
地
書
出
の
作
成
と
発
給
で
あ
る 

。 

こ
れ
を
、
伊
豆
国
長
浜
の
例
に
当
て
は
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。 

①
の
「
在
地
の
有
力
者
」
は
、
長
浜
で
は
大
川
氏
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
②
は
「
検
地
書

出
」
に
署
名
し
て
い
る
大
草
但
馬
以
下
の
検
地
奉
行
の
事
で
あ
る
。
③
と
④
で
検
地
帳
（
長

浜
で
は
「
野
帳
」）
が
作
成
さ
れ
る
。
一
連
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
⑤
百
姓
に
よ
っ
て
一
筆

(

検
地
結
果
に
同
意
す
る
サ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の)

が
書
か
れ
、
そ
の
後
に
「
検
地
書
出
」
が

郷
村
に
手
交
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。 

以
上
の
則
竹
氏
の
説
明
で
お
お
む
ね
了
解
さ
れ
る
が
、「
免
」「
引
方
」
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
留
意
し
た
い
。「
野
帳
」
を
作
成
す
る
際
に
面
積
だ
け
で
な
く
、
郷
村
側
が
要
求
す
る

「
免
」
の
記
入
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
の
数
字
で
「
引
方
」
に
反
映
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
従
来
か
ら
の
「
免
」
が
検
地
後
の
「
引
方
」
に
一
定
度
継
承
さ
れ

て
い
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
検
地
が
北
条
氏
側
の
一
方
的
な
政
策
遂
行
で
は
な
く
、
郷
村

側
と
の
駆
け
引
き
の
も
と
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
節
で
は
、「
写
二
冊
」
収
録
史
料
を
も
と
に
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。「
写
二
冊
」
収
録

史
料
は
、
戦
国
期
や
太
閤
検
地
時
の
史
料
を
近
世
に
写
し
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
文

字
を
検
討
し
た
結
果
、
誤
写
も
あ
り
、
全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
比
較
的

正
確
だ
と
わ
か
っ
た(

１
５)

。 

そ
こ
で
、
こ
の
「
写
二
冊
」
に
あ
る
史
料
を
活
用
し
て
北
条
氏
の
年
貢
収
取
方
法
に
つ
い

て
分
析
し
た
。
そ
の
う
ち
、
第
一
節
で
も
取
り
上
げ
た
「
覚
書
」
は
、
長
浜
を
含
む
西
浦
六

か
村
の
郷
村
貫
高
や
増
分
な
ど
の
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
北
条
氏
滅
亡
後
間

も
な
い
こ
ろ
に
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
連
署
指
出
」
に
よ
り
、
北
条
氏
滅
亡
後
す
ぐ
の
郷

村
情
報
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
、「
覚
書
」
と
「
連
署
指
出
」
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
っ

た
。 
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こ
の
比
較
か
ら
、
同
じ
郷
村
に
対
し
て
、
北
条
氏
領
国
下
時
と
豊
臣
政
権
時
で
は
掌
握
の

方
法
に
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
年
貢
貫
高
合
計
の
表
記
方
法
や
、

「
公
方
へ
定
納
」
と
い
う
文
言
が
「
連
署
指
出
」
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
。 

西
浦
木
負
に
お
け
る
朱
印
状
か
ら
は
、
木
負
の
田
畠
年
貢
、
塩
釜
銭
の
数
値
が
、
「
覚
書
」

と
一
致
が
見
ら
れ
、
「
検
地
書
出
」
以
外
か
ら
郷
村
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
大
名
が
百
姓
中
か
ら
お
こ
な
う
年
貢
収
取
や
、
郷
村
高
を
掲
示
す
る
方

法
は
、「
検
地
書
出
」
を
発
給
す
る
と
い
う
手
段
だ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、「
覚
書
」
か
ら

は
、
郷
村
を
領
域
で
集
約
し
て
、
領
域
で
の
定
納
高
を
確
定
し
、
年
貢
を
納
入
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
伊
豆
国
西
浦
は
、
海
村
と
い
う
特
質
が
あ
る
も
の
の
、
直
轄
領
に

お
け
る
北
条
氏
の
検
地
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
た
。 

本
章
で
は
、
あ
く
ま
で
北
条
氏
領
国
下
の
郷
村
に
お
け
る
一
例
で
は
あ
る
が
、
北
条
氏
の

直
轄
領
で
あ
る
伊
豆
国
長
浜
を
例
に
、
北
条
検
地
の
実
施
過
程
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
の
結

果
、
北
条
氏
直
轄
領
に
お
け
る
検
地
施
行
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
の
過
程
を
可
能
な
限
り
復
元

す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

検
地
を
す
る
際
に
「
野
帳
」
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
田
畠
面
積
の
確
定
や
年
貢
の
免

除
項
目
を
作
成
す
る
。
そ
し
て
、
「
検
地
書
出
」
を
も
っ
て
正
式
な
決
定
と
し
、
代
官
や
百

姓
中
に
示
し
て
年
貢
を
収
取
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
覚
書
」
を
み
る
と
、
西
浦

の
小
村
を
集
約
し
、
領
域
で
の
定
納
高
を
決
定
し
た
。
小
村
を
集
約
す
る
際
は
、
「
検
地
書

出
」
や
そ
れ
に
準
ず
る
郷
村
高
を
記
し
た
朱
印
状
な
ど
を
も
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
。 

つ
ま
り
、
北
条
氏
の
年
貢
収
取
法
は
、
伊
豆
国
西
浦
地
域
の
場
合
、
西
浦―

村
と
い
う
二

重
構
成
で
賦
課
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
西
浦
と
い
う
海
村
特
有
の
道
正
網
度
銭

や
塩
釜
銭
が
田
畠
年
貢
と
別
で
村
別
に
賦
課
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
年
貢
定
納
高
と
、
年
貢
以

外
の
賦
課
が
決
定
さ
れ
る
と
、
増
分
を
算
出
す
る
。
最
後
に
領
域
で
の
定
納
高
を
決
定
す
る

と
き
に
は
、
増
分
か
ら
免
除
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
検
討
は
、
「
役
帳
」
に
あ
ら

わ
れ
な
い
、
直
轄
領
の
構
造
、
様
相
を
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
来
の
郷

―

各
村
と
い
う
支
配
か
ら
の
検
討
は
で
き
て
い
な
い
。
今
後
、
そ
の
ほ
か
の
郷
村
に
つ
い
て

も
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。 

北
条
氏
の
検
地
方
法
に
つ
い
て
は
、
池
上
裕
子
氏
が
丈
量
検
地
を
強
調
す
る
の
に
対
し

て
、
則
竹
雄
一
氏
は
、
指
出
検
地
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
黒
田
基
樹
氏

も
、
長
浜
の
史
料
の
う
ち
「
覚
書
」
か
ら
指
出
検
地
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る(

１
６)

。
本

章
の
分
析
か
ら
は
、
天
文
一
二
年
の
長
浜
の
検
地
に
限
っ
て
言
え
ば
、
丈
量
検
地
の
可
能
性

が
か
な
り
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
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終
章 

第
一
節 
本
稿
の
ま
と
め 

一 

一
章
の
ま
と
め 

第
一
章
で
は
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
か
ら
、
北
条
氏
の
検
地
方
法
に
つ
い
て
検
討

し
た
。 

第
一
節
で
は
、
「
役
帳
」
に
あ
る
検
地
注
記
に
注
目
し
て
分
析
し
た
。
「
役
帳
」
は
永
禄

二
年
作
成
の
史
料
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
三
代
目
で
あ
る
氏
康
期
の
領
国
の
こ
と
ま
で
し
か

わ
か
ら
な
い
。
「
役
帳
」
に
明
確
な
検
地
注
記
が
記
さ
れ
て
い
た
の
は
一
四
三
か
所
で
あ

る
。
た
だ
、
検
地
注
記
は
な
く
と
も
「
増
」
と
増
分
が
想
定
さ
れ
る
文
言
も
あ
る
た
め
、
こ

れ
ら
も
、
検
地
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
北
条
氏
に
よ
る
領
国
支
配
の
経

過
と
検
地
の
年
代
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
理
由
は
確
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
領
国
支
配
開

始
の
時
期
と
検
地
実
施
の
時
期
に
一
定
の
期
間
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

第
二
節
で
は
、
「
検
地
書
出
」
よ
り
、
検
地
が
実
施
さ
れ
た
年
代
に
注
目
し
て
、
そ
の
実

施
方
法
の
段
階
に
よ
る
差
を
み
た
。
氏
綱
・
氏
康
期
の
「
検
地
書
出
」
で
は
、
郷
村
ご
と
に

引
方
の
項
目
が
一
致
し
な
い
。
つ
ま
り
、
郷
村
に
よ
っ
て
免
除
す
る
内
容
が
異
な
る
こ
と
を

示
す
。
こ
う
し
た
検
地
を
実
施
す
る
際
に
、
郷
村
の
状
況
を
反
映
し
た
方
法
が
採
用
さ
れ
た

と
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
天
正
年
間
の
「
検
地
書
出
」
に
な
る
と
引
方
内
容
は
、
ほ
ぼ

「
公
事
免
」
・
「
神
田
」
・
「
代
官
給
」
・
「
名
主
免
」
・
「
定
使
給
」
・
「
井
料
免
」
の

六
項
目
で
固
定
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
に
は
、
当
主
の
検
地
方
法
に

準
ず
る
と
い
う
文
言
も
み
う
け
ら
れ
。
検
地
の
方
法
や
免
除
内
容
の
統
一
が
目
指
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

第
三
節
で
は
、
伊
豆
国
を
中
心
と
し
て
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
か
ら
土
地
把
握
と

し
て
の
検
地
政
策
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
「
役
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
両
方
に
地
名
と
郷
村

高
に
記
載
が
あ
っ
て
、
郷
村
高
が
両
方
で
一
致
す
る
高
麗
寺
分
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な

っ
た
。 

高
麗
寺
分
は
天
文
一
二
年
に
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
役
帳
」
に

は
検
地
注
記
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
検
地
書
出
」
を
み
る
と
、
役
の
処
置
に
関
す
る
記

載
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
検
地
実
施
後
に
役
を
か
け
、
年
貢
定
納
高
が
決
定
さ
れ
、
検

地
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
土
地
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。 

で
は
、
「
役
帳
」
に
み
え
る
検
地
実
施
に
つ
い
て
の
検
地
注
記
の
有
無
は
何
を
も
と
に
し

て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
北
条
氏
に
よ
る
土
地
把
握
の
差
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
役
帳
」
に
は
貫
高
の
記
載
形
式
が
三
種
類
あ
る
。
田
の
み
の
把
握
で
あ
る
場
合
、
役
を

か
け
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
反
銭
や
棟
別
銭
と
い
っ
た
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ

る
。
こ
の
記
載
形
式
の
違
い
は
、
土
地
把
握
に
お
け
る
浸
透
度
の
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。

土
地
に
対
し
て
役
を
か
け
る
に
は
、
検
地
を
実
施
し
て
土
地
把
握
を
お
こ
な
っ
た
後
に
北
条

氏
に
よ
っ
て
役
に
関
す
る
取
り
決
め
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
。 

こ
れ
を
前
提
に
検
地
注
記
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
検
地
の
実
態
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ

で
、
北
条
氏
が
草
創
期
に
支
配
を
開
始
し
た
伊
豆
国
に
注
目
し
た
。 

ま
ず
、
「
役
帳
」
に
あ
る
伊
豆
国
の
地
名
と
役
が
か
け
ら
れ
て
い
る
知
行
を
分
析
し
た
。

さ
ら
に
、
北
条
氏
直
臣
で
伊
豆
国
の
土
地
か
ら
知
行
や
給
分
を
も
ら
っ
て
い
る
給
人
を
検
討

し
た
。
す
る
と
、
北
条
氏
は
永
禄
二
年
の
時
点
で
伊
豆
国
に
お
い
て
、
役
を
か
け
、
直
轄
領

と
認
定
し
て
、
給
人
に
知
行
を
あ
た
え
て
い
た
土
地
が
八
割
程
度
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

残
り
二
割
に
つ
い
て
は
、
寺
社
領
や
他
国
衆
の
知
行
地
で
、
こ
れ
ら
は
直
轄
化
が
困
難
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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二 
二
章
の
ま
と
め 

第
二
章
で
は
、
「
検
地
書
出
」
の
「
発
給
者
」
、
「
書
出
し
文
言
」
、
「
発
給
者
の
印

判
」
を
も
と
に
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。 

第
一
節
で
は
、
「
検
地
書
出
」
の
発
給
者
に
注
目
す
る
と
、
二
代
目
氏
綱
・
三
代
目
氏
康

期
は
、
検
地
奉
行
人
の
発
給
で
あ
っ
た
。
「
書
出
し
文
言
」
は
、
「
検
地
書
出
」
で
始
ま

り
、
印
判
に
つ
い
て
は
、
検
地
奉
行
人
の
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
氏
綱
・
氏
康
期
の
検
地

は
、
検
地
奉
行
人
に
検
地
の
実
施
、
「
検
地
書
出
」
の
発
給
を
任
せ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。 

四
代
目
氏
政
・
五
代
目
氏
直
の
時
代
は
、
当
主
自
身
に
よ
る
発
給
で
あ
る
。
書
出
し
文
言

は
、
「
検
地
書
出
」
に
加
え
、
氏
政
の
発
給
は
他
に
「
分
国
之
定
法
郷
中
之
指
引
」
、
「
検

地(

見)

御
書
出
」
と
三
種
類
あ
る
。
検
地
に
携
わ
る
奉
行
人
も
、
氏
綱
・
氏
康
期
は
五
人
ほ

ど
い
た
の
に
対
し
、
板
部
岡
融
成
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
朱
印
は
当
主
が
発
給
し
た

こ
と
を
示
す
「
虎
朱
印
」
が
捺
印
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
氏
綱
・
氏
康
期
と
氏
政
・
氏
直
の

「
検
地
書
出
」
の
違
い
か
ら
発
給
方
法
や
実
施
方
法
に
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
節
で
は
、
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
「
検
地
書
出
」
に
お
い
て
、
そ
の
発
給
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
氏
房
、
氏
照
、
氏
邦
、

氏
光
の
四
人
で
あ
る
。 

書
出
し
文
言
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
で
な
く
、
支
城
主
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
「
検
地
書
出
」
ご
と
に
異
な
る
書
出
し
文
言
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
印
判
は
、
基

本
的
に
支
城
主
の
朱
印
が
捺
印
さ
れ
た
が
、
当
主
の
虎
朱
印
と
同
様
の
効
力
が
あ
る
と
記
載

さ
れ
る
史
料
も
あ
り
、
支
城
主
の
「
検
地
書
出
」
お
よ
び
検
地
実
施
は
当
主
の
も
の
と
同
様

も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
方
法
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
。 

  

三 

三
章
の
ま
と
め 

第
三
章
で
は
、
伊
豆
国
西
浦
長
浜
に
残
さ
れ
て
い
る
「
写
二
冊
」
と
い
う
、
史
料
を
も
と

に
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。 

第
一
節
で
は
天
文
一
二
年
検
地
を
も
と
に
、
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
か
ら
検
地
実
施

過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
野
帳
」
と
「
検
地
書
出
」
の
田
畠
面
積
は
一
致
す
る
。
「
野

帳
」
は
、
以
前
把
握
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
免
」
な
ど
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
田
畠
の

把
握
、
面
積
の
集
計
を
お
こ
な
っ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
も
と
に
「
検

地
書
出
」
は
郷
村
の
免
除
分
で
あ
る
「
引
方
」
を
決
定
し
、
郷
村
が
年
貢
と
し
て
納
め
る

「
定
納
」
額
の
決
定
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
従
来
の
「
免
」
を
否
定
し
、
あ
ら
た
に

「
引
方
」
と
し
て
再
設
定
し
た
。 

第
二
節
で
は
、
西
浦
六
か
村
の
郷
村
高
情
報
の
記
載
が
あ
る
「
西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方

覚
書
」
と
「
大
川
兵
庫
・
隼
人
連
署
指
出
」
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
検
地

書
出
」
な
ど
で
決
定
し
た
長
浜
な
ど
を
単
位
と
し
た
小
村
の
郷
村
高
は
一
旦
領
域
で
集
約
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
領
域
で
集
約
し
た
郷
村
高
を
も
と
に
、
改
め
て
引
方
と
領
域
の
定
納

高
を
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
小
村
に
年
貢
高
と
は
別
の
賦
課
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
海
村
と
い
う
特
徴
の
あ
る
西
浦
に
お
い
て
は
、
「
塩
竈

銭
」
な
ど
の
賦
課
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
条
領
国
下
に
お
け
る
各
郷
村
の
特
徴
に
応
じ
た

賦
課
が
、
年
貢
と
は
別
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

第
二
節 

本
稿
の
成
果 

第
一
章
よ
り
、
北
条
氏
の
検
地
は
、
初
代
伊
勢
宗
瑞
か
ら
始
ま
り
、
五
代
氏
直
ま
で
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

検
地
は
、
新
領
土
化
に
伴
う
領
域
検
地
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
支
配
開
始
と
同
時

に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
数
年
経
た
後
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
検
地
に
は
、
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領
域
的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
一
回
だ
け
で
は
な
く
、
代
替
わ
り
検
地

や
、
糾
明
検
地
な
ど
で
、
同
じ
場
所
に
再
検
地
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
、
こ
う
し
た
検
地

を
も
と
に
、
郷
村
を
把
握
し
て
い
き
、
田
畠
に
対
し
て
「
役
」
を
賦
課
し
て
ゆ
く
。 

第
二
章
で
は
「
検
地
書
出
」
を
も
と
に
、
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
検
地
の
実
施
方
法
を

明
ら
か
に
し
た
。 

検
地
は
、
当
主
と
支
城
主
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
指
出
と
丈
量
に
よ
る
方
法
が
と
ら
れ

た
。
検
地
に
よ
っ
て
把
握
し
た
郷
村
に
対
し
て
は
、
「
引
方
」
と
い
う
免
除
項
目
を
定
め
、

郷
村
の
経
営
費
と
し
て
残
し
た
。
「
引
方
」
は
、
各
郷
村
の
状
況
に
配
慮
し
て
決
定
す
る
た

め
、
郷
村
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
。
検
地
政
策
に
は
、
当
主
と
支
城
主
の
統
治
方
法
に
よ

る
違
い
が
反
映
さ
れ
る
。
た
だ
検
地
の
実
施
は
、
各
支
城
領
や
郷
村
で
異
な
る
た
め
、
お
お

よ
そ
【
図
一
】(

五
八
頁
を
参
照)

の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
天
正
年
間
に
な
る
と
「
国
法
」

で
、
引
方
決
定
方
法
の
統
一
を
目
指
し
、
支
城
主
も
当
主
の
検
地
方
法
に
準
ず
る
よ
う
に
な

る
。 「

国
法
」
に
よ
る
検
地
方
法
の
統
一
は
、
当
主
の
検
地
実
施
方
法
を
支
城
領
に
浸
透
さ
せ

る
目
的
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
北
条
氏
の
影
響
力
が
弱
い
郷
村
に
も
、
直
轄
領
の
よ

う
な
支
配
を
目
指
し
た
と
想
定
す
る
。 

第
三
章
で
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
伊
豆
国
西
浦
を
も
と
に
、
検
地
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
の

流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
、
郷
村
の
状
況
に
合
わ
せ
た
支
配
方
法
や
検
地
政
策
、

年
貢
収
取
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

西
浦
は
「
海
村
」
で
あ
る
と
と
も
に
北
条
氏
の
直
轄
領
で
あ
る
。
直
轄
領
は
「
検
地
書
出
」

が
「
百
姓
中
」
に
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
「
郷
請
」
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、

支
城
領
な
ど
は
、
「
検
地
書
出
」
が
「
代
官
」
に
し
か
発
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、

代
官
が
検
地
か
ら
年
貢
収
取
ま
で
を
請
け
負
っ
て
い
る
と
見
る
蓋
然
性
が
高
い
。
郷
村
の
支

配
単
位
は
、
郷
村
の
状
況
や
特
質
に
影
響
さ
れ
る
。
年
貢
収
取
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
。 

北
条
氏
の
検
地
実
施
は
、
領
国
化
か
ら
数
年
経
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
氏
政
の
頃
に
は
関

東
に
最
大
版
図
を
築
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
領
土
を
直
轄
化
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
領
土
の
支
配
を
支
城
主
な
ど
に
任
せ
、
先
例
の
支
配
方
法
に

準
じ
た
形
式
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
従
属
性
の
低
い
他
国
衆
を
領
国
内
に
残
し
て
お

り
、
そ
れ
が
北
条
氏
領
国
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

第
三
節 

本
稿
の
達
成 

本
稿
で
は
、
北
条
氏
の
検
地
政
策
を
戦
国
期
と
い
う
社
会
状
況
の
な
か
で
論
じ
る
こ
と
を

試
み
た
。 

戦
国
大
名
検
地
は
、
近
世
と
の
権
力
の
推
移
か
ら
論
じ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
権

力
の
推
移
か
ら
の
み
論
じ
る
こ
と
を
や
め
、
本
稿
で
は
、
戦
国
大
名
、
北
条
氏
と
し
て
の
検

地
政
策
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
北
条
検
地
に
つ
い
て
は
、
佐
脇
栄

智
氏
の
定
説
に
対
し
て
、
則
竹
雄
一
氏
が
再
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
戦
国
大
名
に

は
各
大
名
の
そ
れ
ぞ
れ
の
在
地
掌
握
が
あ
っ
て
、
支
配
領
域
の
地
域
性
や
歴
史
性
に
規
定
さ

れ
て
在
地
掌
握
を
進
め
た
と
し
た
。 

在
地
掌
握
政
策
の
偏
差
は
、
各
戦
国
大
名
間
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
権
力
と
し
て
成
立
し

て
い
る
北
条
氏
の
領
国
内
で
も
、
支
配
方
法
は
完
全
に
統
一
で
き
ず
、
各
郷
村
の
状
況
に
応

じ
て
、
地
域
性
や
歴
史
性
に
規
定
さ
れ
た
支
配
が
残
っ
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う

に
、
北
条
氏
が
初
期
に
支
配
を
開
始
し
た
伊
豆
国
の
例
を
み
て
み
る
と
、
寺
社
勢
力
や
他
国

衆
の
知
行
に
対
し
て
、
役
を
賦
課
で
き
ず
、
直
轄
化
も
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
伊
豆
一

国
規
模
で
み
て
も
完
全
な
統
一
は
で
き
て
い
な
い
。 

ま
た
、
北
条
検
地
と
そ
れ
に
よ
る
郷
村
支
配
は
、
池
上
氏
な
ど
に
よ
っ
て
直
接
近
世
に
つ

な
が
る
も
の
と
の
評
価
が
あ
る
。
北
条
検
地
は
、
村
請
と
い
う
形
で
丈
量
検
地
や
土
地
と
人

の
把
握
を
お
こ
な
い
、
年
貢
収
取
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
直
轄
地
に
限
っ

て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
領
国
全
体
に
そ
の
支
配
方
法
が
浸
透
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。 
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以
上
、
北
条
氏
の
支
配
方
法
は
多
様
で
あ
り
、
戦
国
期
特
有
の
社
会
状
況
の
中
で
、
そ
の

支
配
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

北
条
氏
は
、
独
自
の
支
配
単
位
や
支
配
方
法
を
設
け
た
。
そ
れ
は
統
一
的
で
な
く
、
代
官

の
設
置
に
影
響
さ
れ
、
検
地
政
策
や
年
貢
収
取
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
代
に

わ
た
り
領
国
支
配
を
お
こ
な
う
中
で
、
戦
国
大
名
と
し
て
独
自
の
成
長
を
遂
げ
、
滅
亡
し
た

と
い
え
る
。
北
条
領
国
下
の
郷
村
は
、
そ
の
全
て
で
統
一
性
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
ほ
と
ん
ど
直
轄
化
に
成
功
し
た
地
域
で
も
、
寺
社
領
を
は
じ
め
中
世
的
な
領
主
支
配
が

根
強
く
残
っ
て
い
た
領
地
が
あ
っ
た
。 

北
条
氏
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
的
支
配
が
残
る
地
域
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
検
地
を
実
施
し

た
り
、
収
支
の
実
態
を
把
握
し
た
り
す
る
こ
と
で
支
配
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
、
各
郷
村

で
支
配
の
浸
透
度
に
違
い
が
あ
っ
た
り
、
検
地
の
時
期
に
前
後
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ

り
、
ま
だ
ら
模
様
の
支
配
が
進
展
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
国
法
を
盾
に
し

て
、
北
条
氏
な
り
の
統
一
化
の
方
向
性
は
示
し
て
い
た
。
北
条
氏
は
、
地
域
の
直
轄
化
と
並

行
し
て
、
新
領
土
を
獲
得
し
て
い
き
、
新
領
土
に
お
い
て
も
で
き
る
だ
け
政
策
の
統
一
や
直

轄
化
を
目
指
し
て
い
く
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
す
べ
て
の
領
土
に
対
し
、
強
権
的
な
支
配

を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

第
四
節 

今
後
の
課
題
と
展
望 

本
稿
で
は
、
戦
国
期
北
条
氏
領
国
に
よ
る
検
地
政
策
の
検
討
を
試
み
た
。 

北
条
氏
の
検
地
と
土
地
掌
握
の
分
析
つ
い
て
は
、
主
に
「
役
帳
」
を
用
い
た
。
「
役
帳
」

に
は
北
条
領
国
の
地
名
だ
け
で
な
く
、
「
役
」
や
給
分
な
ど
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
情
報
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
明
を
進
め
る
こ
と
は
、
検
地
だ
け
で
な
く
、
北
条
氏
権
力
、
ひ
い

て
は
戦
国
大
名
領
国
の
構
造
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
、
「
役
帳
」
や
、

「
役
帳
」
に
あ
ら
わ
れ
な
い
直
轄
領
に
関
す
る
史
料
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。 

「
役
帳
」
や
「
検
地
書
出
」
以
外
に
も
、
北
条
氏
領
国
に
お
け
る
郷
村
高
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
文
書
は
あ
る
。
そ
し
て
、
北
条
領
国
内
に
お
け
る
土
地
把
握
に
は
検
地
以
外
の
手
法

を
と
っ
て
い
る
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
今
後
の
展
開
と
し
て
、
そ
う
し
た
検
地
以
外
の
手

法
を
と
る
在
地
掌
握
政
策
に
も
目
を
向
け
、
直
轄
領
や
支
城
主
領
、
他
国
衆
領
の
分
析
を
お

こ
な
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
北
条
領
国
の
構
造
が
全
体
的

に
理
解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
検
地
書
出
」
に
は
、
検
地
方
法
な
ど
を
決
定
す
る
「
国
法
」
と
い
う
文
言
を
確
認
で
き

た
。
こ
の
「
国
法
」
に
つ
い
て
は
久
保
健
一
郎
氏
の
研
究
が
あ
る(

１)

。
久
保
氏
は
、「
国
法
」

と
そ
れ
に
類
似
す
る
「
御
国
」
な
ど
の
文
言
を
集
積
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
国

法
」
と
示
さ
れ
た
記
載
の
半
数
を
「
人
返
」
に
関
わ
る
事
例
、
そ
の
他
は
、
郷
村
に
お
け
る

年
貢
・
公
事
賦
課
の
設
定
に
関
わ
る
も
の
、
と
結
論
付
け
た
。
さ
ら
に
、
「
国
法
」
の
文
言

を
使
用
す
る
発
給
者
は
、
当
主
で
は
な
く
大
名
の
一
族
で
あ
る
こ
と
が
多
い
点
に
も
注
目
し

た
。
「
国
法
」
は
、
そ
の
使
用
の
局
面
や
対
象
が
限
定
的
で
な
い
特
徴
が
あ
る
。
久
保
氏
に

よ
る
と
、
そ
の
用
途
は
、
大
名
の
最
も
基
本
的
・
根
幹
的
な
経
済
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
の

強
制
力
・
権
原
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。 

今
回
は
、
「
検
地
書
出
」
に
見
え
る
事
例
の
み
の
分
析
に
な
っ
た
が
、
北
条
氏
が
ど
う
い

う
場
面
で
「
国
法
」
を
使
用
す
る
の
か
、
他
種
の
史
料
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
「
国
法
」
の
効
力
や
使
用
す
る
場
面
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
。 

検
地
と
年
貢
収
取
の
検
討
は
、
伊
豆
国
西
浦
長
浜
の
例
を
中
心
に
行
っ
た
。
た
だ
し
長
浜

は
、
直
轄
領
で
あ
る
上
に
、
実
際
に
分
析
し
た
の
も
海
村
と
い
う
特
殊
な
事
例
で
あ
る
。
今

後
は
、
直
轄
領
以
外
の
農
業
村
落
も
検
討
す
る
こ
と
で
、
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
郷
村
の

特
質
や
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
北
条
氏
に
よ
る
支
配
政
策
に
つ
い
て
、
検
地
を
実
施
し
て
そ
の
結
果
に
も
と
づ

く
年
貢
収
取
ま
で
に
至
る
関
係
を
伊
豆
国
長
浜
の
例
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
郷
村
に
お
け
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る
事
例
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
北
条
氏
の
領
国
支
配
は
一
国
内
で
さ
え
、
当

主
の
支
配
方
法
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
支
城
主
の
支
配
方
法
を
統
一
で
き
な
い
ま
ま
、
新
領

土
獲
得
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
北
条
氏
は
滅
亡
段
階
ま

で
に
関
東
一
円
に
お
い
て
莫
大
な
地
域
権
力
を
築
く
。
つ
ま
り
、
完
全
な
統
一
の
で
き
て
い

な
い
状
態
で
新
領
土
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

そ
こ
に
支
城
主
な
ど
が
配
置
さ
れ
、
支
城
領
に
は
掌
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
土
地
が
含
ま

れ
、
地
方
分
権
的
な
政
策
を
実
施
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
検
地

政
策
に
も
現
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
限
界
は
、
検
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
領
国
支
配
に
関
す
る
政
策
に
も
現
れ

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
北
条
氏
治
下
に
お
け
る
郷
村
に
対
す
る
支
配
の
事

例
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
こ
と
は
、
北
条
氏
領
国
の
権
力
構
造
を
さ
ら
に
解
明
す
る
こ
と
に

つ
な
が
り
、
そ
の
全
体
像
の
把
握
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
北
条
氏

に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
戦
国
大
名
、
あ
る
い
は
広
く
戦
国
時
代
を
考
え
て
い
き
た

い
。 本

稿
で
は
、
北
条
氏
の
検
地
政
策
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
検
討
は
、
戦
国
期
社

会
研
究
、
中
近
世
移
行
期
研
究
の
推
進
に
と
っ
て
、
①
検
地
の
実
施
方
法
と
そ
の
実
態
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
北
条
氏
の
例
か
ら
、
戦
国
大
名
の
土
地
把
握
方
法
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
、
②
北
条
氏
の
領
国
支
配
の
方
法
や
村
落
の
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
戦
国
期

特
有
の
支
配
方
法
、
村
落
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
戦
国
大
名
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
固
有
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
近
世
と
の
権
力
の
推
移
だ
け
で
戦
国
大
名

を
評
価
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
よ
り
進
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 
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地
図 

【
地
図
一
】
検
地
書
出
分
布
図(

小
田
原
城
総
合
管
理
事
務
所
編
・
小
和
田
哲
男
監
修
『
戦
国
大
名
北
条
氏
の
歴
史―

小
田
原
開
府
五
百
年
の
あ
ゆ
み―

』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
を
も
と
に
作

成
。
※
丸
数
字
で
記
載
の
検
地
書
出
番
号
に
つ
い
て
は
、
【
表
四
】
に
対
応
す
る
。) 
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【
地
図
二
】
相
模
国
西
郡
検
地
の
実
施
地
名
と
実
施
年(

『
神
奈
川
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系) 
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【
地
図
三―

二
】
伊
勢
宗
瑞
の
勢
力
拡
大
図(

黒
田
基
樹
『
今
川
氏
親
と
伊
勢
宗
瑞―

戦
国
大
名
誕
生
の
条
件―

』
平
凡
社
、
二
〇
一
九
年
に
収
録
の
、
別
冊
太
陽
「
戦
国
大
名
」
所
収
図
よ
り
転
載
し
た
地
図
を
も
と
に
作
成
。 
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表 【
表
一
】
「
役
帳
」
記
載
の
郷
村
に
対
す
る
検
地
注
記
の
割
合 

元号 西暦
検地注記の
ある郷村数

検地注記の
割合

検地文言 当主

1 永正３年 1506 1 0.7% 丙寅検地 伊勢宗瑞
2 永正17年 1520 10 7.0% 庚辰検地
3 天文元年 1532 4 2.8% 辰年増分
4 天文5年 1536 2 1.4% 丙申検地
5 天文11 1542 13 9.1% 壬申検地 惣次検地
6 天文12 1543 45 31.5% 癸卯検地 惣次検地
7 天文19年 1550 1 0.7% 戌年増分
8 天文21年 1552 2 1.4% 壬子検地
9 天文23年 1554 4 2.8% 甲寅検地

10 弘治元年 1555 56 39.2% 乙卯検地
11 弘治2年 1556 1 0.7% 丙辰検地
12 弘治3年 1557 1 0.7% 丁巳検地
13 永禄元年 1558 1 0.7% 午検地増
14 年未詳 ー 2 1.4% 内検地 ー

143 100.0% 1180 12.1%

備考

北条氏綱
代替わり検地
惣次検地

郷村全体数に対
する検地注記の
割合

0.1%
0.8%
0.3%
0.2%

4.7% 新領土獲得に伴う検地(見)
0.1%

北条氏康

代替わり検地

0.3%

1.1%
3.8%
0.1%
0.2%

※一つの郷村につき複数人の給人が所領しているため、郷村数は給人数に準じたものになる。(例:給人A:A郷半分所領、給人B:A郷
半分所領⇒この場合郷村数を2か所とカウント)
・『役帳』の郷村数は全体で1180か所
・則竹研究では『役帳』に検地注記のある郷村は141か所としているが、今回、再計算したところ、143か所となった。
・惣次検地は領域検地のこと

0.1%
0.1%
0.2%

 

【
表
二
】
後
北
条
氏
に
よ
る
領
国
支
配
と
検
地
実
施
に
関
す
る
表 

西暦 領国支配開始時期 期間 西暦 検地実施地域 検地種別

1498 伊豆国平定 8 1506 相模国西郡宮地検地 再検地か

1501 小田原城奪取(相模国西郡の領国化) 19 1520 相模国西郡・鎌倉寺社領検地
代替わり・
領域検地

1524 江戸城攻略 12 1536 武蔵国江戸芝崎一跡丸子分・一木貝塚検地 局地的検地

1546 河越夜戦に勝利(河越城周辺・松山地域の支配開始) 9 1555
武蔵国中部(河越三十三郷・入東郡・入西郡・比企
郡・吉見郡)検地

新領土に伴
う領域検地
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【
表
三
】
後
北
条
氏
の
領
国
支
配
と
検
地
実
施
に
関
す
る
年
表 

隠
居

当
主

元号 年 西暦 検地とそれに関する出来事 検地種別 備考

明応 7年 1498 伊豆国平定 年次比定には諸説あり

文亀 元年 1501 小田原城奪取(相模国西郡の領国化) 年次比定には諸説あり

3年 1506 相模国西郡宮地検地 再検地か 「役帳」

13年 1513 相模国三崎の三浦氏を滅亡させ相模国を平定

16年 1519

17年 1520 相模国西郡・鎌倉寺社領検地 代替わり・領域検地 「役帳」

4年 1524 江戸城攻略

6年 1526 相模国西郡飯泉郷福田寺分検地 個別検地 「検地書出①」

元年 1532
相模国三浦郡浦郷・西郡沖之郷・中郡落畑・東郡本郷
木曽分

再検地 「役帳」

5年 1536 武蔵国江戸芝崎一跡丸子分・一木貝塚検地 局地的検地 「役帳」

10年 1541

11年 1542 相模国中郡、武蔵国久良岐郡・小机検地 代替わり検地 「役帳」

12年 1543
相模国中郡(高麗寺分含)、武蔵国久良岐郡・小机・小
山田庄、伊豆国(長浜等)検地

代替わり検地、②は再検地
「役帳」
「検地書出②・③」

15年 1546 河越夜戦に勝利(河越城周辺・松山地域の支配開始) 弘治元年検地と関係あり

19年 1550 相模国東郡鶴間検地 再検地 「役帳」

21年 1552 相模国西郡今井郷検地 個別検地 「役帳」

23年 1554
相模国東郡吉岡、武蔵国江戸廻深大寺屋敷分・新倉与
七郎分・多東郡吉岡検地

局地的検地 「役帳」

元年 1555
武蔵国中部(河越三十三郷・入東郡・入西郡・比企郡・
吉見郡)検地

新領土に伴う領域検地 「役帳」

2年 1556 伊豆国月ヶ瀬検地 個別検地 「役帳」

3年 1557 相模国西郡吉田島検地 個別検地 「役帳」

元年 1558 武蔵国河越仙波内日影分検地 個別再検地

2年 1559

10年 1568
上総三船合戦(岩付領支配開始)/武蔵国宮寺郷志村分・
原宿検地

④個別再検地、⑤代替わり検地(太田
氏⇒北条氏)

「検地書出④・⑤」

11年 1569 武蔵国白岩惣次郎分検地 個別検地 「検地書出⑥」

2年 1571

3年 1572 武蔵国河越本郷・鳥山雲松院分検地 個別検地 「検地書出⑦・⑧」

2年 1574 相模国野葉郷・前岡郷検地 東慶寺領検地 「検地書出⑨・⑩」

5年 1577 武蔵国府川郷検地 個別検地 「検地書出⑪」

6年 1578 武蔵国三保谷郷検地 個別検地 「検地書出⑫」

8年 1580

13年 1585 武蔵国恩田之郷検地 個別再検地 「検地書出⑬」

14年 1586 上野国北谷郷検地、下総国金野井本郷検地
⑭新領土に伴う領域検地、⑮個別検
地

「検地書出⑭・⑮」

15年 1587 武蔵国府川郷・久下郷検地
⑯代替わり再検地(氏政⇒氏房)、⑰個
別再検地

「検地書出⑯・⑰」

16年 1588 武蔵国荒川郷・江戸廻永福寺分検地 個別検地 「検地書出⑱・⑲」

宗瑞死去

氏
綱

大永

天文

氏綱死去

氏
康

弘治

※年次比定は、黒田基樹氏、検地に関するものは、則竹雄一氏を参考にした。(論文、著書名略)

氏
直

永禄
「小田原所領役帳」完成、氏政に家督交代

氏
康

氏
政

元亀
氏康死去

天正
氏直に家督交代

氏
政

伊
勢
宗
瑞

永正
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【
表
四
】
後
北
条
氏
「
検
地
書
出
」
一
覧 
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【
表
五
】
後
北
条
氏
の
土
地
把
握
参
考
表―

「
役
帳
」
を
も
と
に―

 
段階 例

1 (ア) 田地を貫高化したもの 【史料(3)－四】

2 (イ) 田地の貫高をもとに、役高として算出した
もの

【史料(3)－五】

3 (ウ) 田畠を貫高化し、その合計に「反銭・懸
銭・棟別銭」を付け加えた貫高

【史料(3)－六】

形式

 

  

【
表
六
】
「
役
帳
」
伊
豆
国
に
お
け
る
「
役
」
に
関
す
る
記
載
の
な
い
知
行
と
そ
の
給
人 

№ 軍事編成 給人(人) 御蔵出(人) 知行地(箇所) 給分地(箇所)
役・給分無
(箇所)

1 御馬廻衆 23 7 27 1 －
2 河越衆 1 1 1 1 0
3 伊豆衆 4 1 4 2 2
4 諸足軽衆 1 0 1 0 1
5 職人衆 14 8 16 9 1
6 他国衆 1 0 5 1 4
7 社領 3 0 8 1 7
8 寺領 11 0 17 0 17
9 北条氏尭衆 1 1 1 0 0

10 小机衆 3 1 3 0 2
11 京下りの人々 2 1 4 0 3

64 20 87 15 37計
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【
表
七
】
発
給
者
と
書
出
し
文
言
を
も
と
に
す
る
「
検
地
書
出
」
の
類
型 
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【
表
八
】
「
野
帳
」
記
載
の
田
数
と
そ
の
内
訳

上段 中段 下段
[11] 大河四郎さへもん 宮前 120
[12] 安養寺 大組見口 50
[14] 安養寺 袖ふり免 150
[21] 安養寺 免田 900
[22] 大河四郎兵へ 上ノ田 やふさミ免 900
[23] てうしやうはう 70
[24] 五郎さへもん 神明まつり免 480
[25] 二郎さへもん 定使 380
[26] 住本寺 免田 120
[27] 助二郎 120
[28] 五郎さへもん 70
[29] 六郎四郎 20
[30] ひこ六 山ふし免 240
[31] 六郎四郎 宮はき免 90
[32] 安やう寺 免田 270
[33] さこの五郎 80
[35] てうしやうはう 180
[36] 大河四郎さへもん 宮ノ前とう丈免 900
[38] 新二郎 10
[39] 弥太郎 60
[41] 六郎四郎 100
[42] 住本寺 免田 600

単位 合計
(歩) 5910

1，6，150
B 1，6，90

(歩) -60
C 8125
D 8126

-1
検地書出記載の貫高 (文)

（町，反，歩）

合計

野帳(田)積算合計数

(横文字)野帳最後尾記載(田)数
A－B
Bの貫高(B×反別500文)

C－D

A

項目
番号

名請人
注記 面積

（歩）
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【
表
九
】
「
野
帳
」
記
載
の
畠
数
と
そ
の
内
訳 

上段 中段 下段
[1] 与四郎九郎へもん こふしさか 120
[2] 惣さへもん 二郎 240
[3] 藤内二郎 180
[4] 六郎四郎 120
[5] 大河四郎さへもん 540
[6] 兵へ四郎 40
[7] 大河四郎さへもん 180
[8] 大河四郎さへもん 360
[9] 四郎兵へ 80
[10] 藤さへもん 180
[13] 安養寺 當ふさく 360
[15] 衛門五郎 宮ノ上 360
[16] 大河四郎さへもん 210
[17] 大河四郎さへもん 宮免 30
[18] 五郎さへもん 360
[19] 大河四郎さへもん 840
[20] まこさへもん 120
[34] 住本寺 120
[37] まん五郎 90
[40] てうしやうはう 四郎兵へ 360
[43] 又六 240
[44] 又六 180
[45] ひこ二郎 60

単位 合計
(歩) 5370

1，4，330
B 1，4，330

(歩) 0
C 2983
D 2987

-4

Bの貫高(B×反別200文)
(文)検地書出記載の貫高

注記

AーB

CーD

（町，反，歩）

合計

A 野帳(畠)積算合計数

(横文字)野帳最後尾記載(畠)数

項目
番号

名請人
面積
（歩）
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【
表
一
〇
】
免
除
分
に
お
け
る
野
帳
と
検
地
書
出
の
対
応 

 

【
表
一
一
】
「
写
二
冊
」
内
訳
表
〈
※
『
漁
民
史
料
』
と
は
、
澁
澤
敬
三
編
著
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』

(

ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
、
一
九
三
七
～
一
九
三
九
年
に
か
け
て
刊
行)

の
こ
と
で
あ
る
。
〉 

『一冊目』(後北条氏支配関係史料) 漁民史料№ 『二冊目』(太閤検地以降支配関係史料) 漁民史料№

[1] 天文12年9月15日「北条家奉行人連署検地書出」 3 天正18年4月16日「杉新平・大北源三郎連署状写」 23

[2]  (天文14年)6月25日「北条家印判状」 6 (天正18年)5月2日「浅野長吉証文」 2272

[3]  (天文12年)9月8日「長浜検地野帳」 2 (慶長元年)1月23日「彦坂元正書状」 1804

[4]  (天文13年)9月15日「北条家棟別取帳写」 5 (天正18年)11月20日「大川兵庫・隼人連署指出」 1715

[5]  年月日未詳「西浦棟別銭等書立写」 不明 (寛文頃ヵ戌年)2月16日「沖縄御差留御配符」 1836

[6]  年月日未詳「西浦地方年貢本増出方覚書」 2277 (年未詳)12月12日「網子籠舎御赦免御申渡書」 不明

[7]  (天文20年)6月10日「北条家印判状」 9 最後尾文言 962

[8]  (天正15年)12月13日「安藤良整判物」 20

※『一冊目』の表紙に「写二冊」と記載があって、『二冊目』の表紙には何の記載もない。 
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【
表
一
二
】
「
西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方
書
出
写
」
を
も
と
に
し
た
表 

大代官給 小代官給
(1) 三津 7,000 14,838 21,838 御公方へ定納 7,838 10,000 4,000
(2) 長浜 2,700 2,313 5,013 道正網度銭 5,000
(3) 重須 28,860 18,140 47,000 3,000
(4) 木負 31,535 18,672 50,207 3,000
(5) 久連 16,065 19,321 35,386 3,000
(6) 平沢 7,100 14,838 21,938 3,000
A 各郷村計 93,260 88,122 181,382 19,838 5,000
B 史料上記載 93,100 80,782 173,882 ー 5,000

差(A-B) 160 7,340 7,500

塩竈銭

郷村ごとの
賦課項目

(検地書出には記載)

年貢に
含む

西浦地域
小村名

本年貢 増分
本増

(定納高)
年貢に
含まず

引方
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図 【
図
一
】
後
北
条
氏
領
国
に
お
け
る
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム 

郷請による年貢収取 直轄領の年貢収取における一事例
年貢未進の場合

大名 大名

百姓中

代官

百姓中 百姓中

代官請による年貢収取

大名

代官

「検地書出の発給」

郷請

定納 「検地書出の発給」

郷請

定納
年貢
未進

百姓中の代わりに皆済
⇒代官の役割

借銭＋利銭(利子)

⇒代官が代わりに年貢
を支払うが、百姓中に
とって代官からの借金
となる。

「検地書出の発給」 定納

年貢の徴収 年貢の納入

 

 

【
図
二
】
後
北
条
領
国
に
お
け
る
検
地
と
年
貢
収
取
シ
ス
テ
ム 

郷村A 郷村B 郷村C
郡・領域

大名

奉行の派遣・検地
⇓
①郷村ごとに定納高を決定し、そ
の結果を領域で集約する、
②わび言を受け、増分を減らす、
③領域の定納高を再決定

わび言(増分に対する免除要求)
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史
料
編 

史
料(
１―

ａ)

北
条
家
下
中
村
上
町
検
地
帳(

「
種
徳
寺
文
書
」
戦 

三
八
四) 

「
本
光
寺
」

（
表
紙
題
箋
） 

「
下
中
村
上
町
分
検
地
帳
」

（
本
表
紙
中
央
）
（
相
模
国
西
郡
）

 

分
ニ
朱
印
一
箇
ア
リ

○
表
紙
ノ
右
端
綴
目
部 

辛
丑

（
天
文
十
年
） 

 

下
中
村
上
町
分
検
地
帳 

一
反
大
卅
歩

田

 
 

三
郎
左
衛
門 

二
反
百
十
歩

田

 
 

同
人 

小
四
十
歩

田

 
 

 
二
郎
三
郎 

大
六
十
歩

畠

 
 

 
同
人 

(

中
略) 

一
反
大
六
十
歩

畠

 
 

同
人 

以
上
拾
四
町
壹
反
卅
歩 

田
分 

此
分
銭 

七
拾
貫
五
百
四
十
二
文 

以
上
貳
拾
七
町
五
反
五
十
歩 

畠 
 
 

此
分
銭 

 

四
拾
五
貫
四
百
文 

 
 
 

此
内
拾
七
貫
八
百
八
十
五
文
夏
成 

合
百
拾
五
貫
九
百
四
十
二
文 

 
 
 

此
外
問
答
之
地
上
町
小
竹 

四
反
百
歩

田

 
 

舟
津 

四
反
百
歩

田

 
 

源
太
郎 

 
 

以
上
八
反
半
廿
歩 

 

此
分
銭 

 

四
貫
貳
百
七
十
八
文 

惣
都
合
百
貳
拾
貫
二
百
廿
文 

右
、
小
竹
・
上
町

（
相
模
国
西
郡
）

問
答
之
地
八
反
半
廿
歩
、
庚
戌
之
年
上
町
へ
被
二

落
居
一 

候
、
以
此
帳
、
公
斗
免
其
外

 

〔
事
〕

諸
色
之
引
前
、
分
国
中
如
二

法
度
一

引
レ

之
、
百 

姓
中
へ
可
レ

有
二

御
渡
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

天
文
十
九 

戌庚
七
月

十
七
日

（
虎
朱
印
） 

 
 

 

本
光
寺

（
相
模
国
西
郡
） 

「
紙
敷
十
丁
墨
付
」 

           



６１ 
 

史
料(

１―

ｂ)

「
長
は
ま
野
帳
」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料 

【
史
料
一
】
長
は
ま
の
野
帳(

「
大
川
文
書
」
戦
二
三
六
・『
漁
民
史
料
』・『
写 

二
冊
』
を
も
と
に
再
翻
刻) 

卯癸
九
月
七
日 

 
 

長
は
ま
の
野
帳 

 [1]  
 
 

畠
小 
こ
ふ
し
さ
か 

与
四
郎
九
郎
へ
も
ん 

[2]  
 
 

同
大 

 
 

惣
さ
へ
も
ん

二
郎

 

[3]  
 
 

同
半 

 
 

藤
内
二
郎 

[4]  
 
 

同
小 

 
 

六
郎
四
郎 

[5]  
 
 

同
一
反
半  

 
 
 
 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[6]  
 
 

同
四
十
フ  

 

兵
へ
四
郎 

[7]  
 
 

同
半 

 
 
 
 
 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[8]  
 
 

同
一
反 

 
 

同
人 

[9]  
 
 

同
八
十
フ  

 

四
郎
兵
へ 

-----------------------------------------------------⊸---------------- 

[10]   
 

同
半 

 
 

藤
さ
へ
も
ん 

[11]   
 

田
小 

宮
前 

 
 
 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[12]    
 

田
五
十
フ

大
組
見
口

  
 
 
 

安
養
寺 

[13]   
 

畠
一
反 

當
ふ
さ
く  

 
 

同
人 

[14]   
 

田
小
卅
フ  

 

袖
ふ
り
免 

 

同
断 

[15]   
 

畠
一
反 

 
 

宮
ノ
上 

衛
門
五
郎 

[16]   
 

同
半
卅
フ  

 
 
 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[17]   
 

同
卅
フ 

 
 

宮
免  

同
断 

[18]   
 

同
一
反 

 
 

五
郎
さ
へ
も
ん 

[19]   
 

同
二
反
小  

 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[20]   
 

同 

小 
 

 

ま
こ
さ
へ
も
ん 

[21]   
 

免
田
二
反
半 

 

安
養
寺 

[22]   
 

田
上

ノ

田

二
反
半  

 

や
ふ
さ
ミ
免 

大
河
四
郎
兵
へ 

--------------------------------------------------------------------- 
[23]   

 

田
七
十
フ  

 

て
う
し
や
う
は
う 

[24]   
 

田
一
反
小  

 
   

神
明
ま
つ
り
免 

五
郎
さ
へ
も
ん 

[25]   
 

同
一
反
廿
フ 

 
 
  

  

二
郎
さ
へ
も
ん

定
使

 

[26]   
 

免
田
小 

 
 

住
本
寺 

[27]   
 

田
小 

 
 

助
二
郎 

[28]   
 

同
七
十
フ  

 

五
郎
さ
へ
も
ん 

[29]   
 

同
廿
フ 

 
 

六
郎
四
郎 

[30]   
 

同 

大 
 

山
ふ
し
免 

ひ
こ
六 

[31]   
 

同
九
十
フ  

宮
は
き
免 

六
郎
四
郎 

[32]   
 

免
田
大
卅
フ 

 

安
や
う
寺 

[33]   
 

田
八
十
フ  

 

さ
こ
の
五
郎 

[34]   
 

畠
小 

 
 

住
本
寺 

--------------------------------------------------------------------- 
[35]   

 

田
半 

 
 

て
う
し
や
う
は
う 
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田 数 一 町 六 反 九 十 フ 

畠 数 一 町 四 反 大 九 十 フ 

四
郎
兵

 

[36]   
 

同
二
反
半 

宮
ノ
前
と
う
丈
免 

大
河
四
郎
さ
へ
も
ん 

[37]   
 

畠 

九
十
フ 

 

ま
ん
五
郎 

[38]   
 

田 
十
フ 

 
 

新
二
郎 

[39]   
 

田 

六
十
フ 

 

弥
太
郎 

[40]   
 

畠
一
反 

 
        

て
う
し
や
う
は
う 

[41]   
 

田 
 

 

六
郎
四
郎  

[42]   
 

  

一
反
大

免
田

 
 

 

住
本
寺 

[43]   
 

畠   

大 
 

 
又
六 

[44]   
 

同
半 

 
 

同
人 

[45]   
 

同
六
十
フ  

 

ひ
こ
二
郎 

           

【
史
料
二
】
西
浦
地
方
年
貢
本
増
出
方
覚
書
写(

「
大
川
家
文
書
２
３
Ｚ
３―

２
２
７
７
」『
中
世
近
世

移
行
期
に
お
け
る
土
豪
と
村
落
に
関
す
る
研
究
』
史
料
編
、
池
上
裕
子
等
、
二
〇
〇
五
所
収) 

「(

端
裏
書) 

西
浦
御
検
地
之
本
増
移
也

検
地
奉
行

」 
 

西
浦
地
方
御
年
貢
本
増
出
方 

但
七
貫
文
本
年
貢
也  

但
此
内
引
方 

十
貫
文
両
大
代
官
給 

一
、
廿
一
貫
八
百
卅
八
文 

本
増
三
津
分 

四
貫
文
両
小
代
官
給 

 
 

 
 
 
 

七
貫
八
百
卅
八
文
御
公
方
へ
定
納 

但
二
貫
七
百
文
本
年
貢
也 

一
、
五
貫
十
三
文 

 

本
増
長
浜
分 

 
 

 
 

但
此
外
五
貫
文
道
正
網
度
銭 

但
廿
八
貫
八
百
六
十
文
本
年
貢
也 

一
、
四
拾
七
貫
文 

 

本
増
重
須
分 

 
 

 
 

但
此
内
三
貫
文
し
か
ま 

 
 

 
 

一
具
御
年
貢
也 

但
卅
一
貫
五
百
卅
五
文
ハ
本
年
貢
也 

一
、
五
拾
貫
二
百
七
文 

本
増
木
負 

 
 

 
 

 

但
此
内
三
貫
文
ハ
し
か
ま 

 
 

 
 

一
具
御
年
貢
也 

但
十
六
貫
六
十
五
文
本
年
貢
也 

一
、
卅
五
貫
三
百
八
拾
六
文 

本
増
久
連 

 
 

 
 

但
此
内
三
貫
文
し
か
ま 

 
 

 
 

一
具
御
年
貢
也 

但
七
貫
百
文
ハ
本
年
貢
也 

一
、
廿
一
貫
九
百
卅
八
文 

本
増
平
沢 



６３ 
 

一 

二 

 
 

 
 

但
此
内
三
貫
文
し
か
ま 

 
 

 
 

一
具
御
年
貢
也 

 
惣
都
合
百
七
拾
三
貫
八
百
八
十
二
文 

但
是
ハ
御
検
地
之
時
大
草
但
馬
守
殿
本
帳
移
也
、
守
吉(

花
押) 

但
九
拾
三
貫
百
文 

 

西
浦
地
方
本
年
貢
也 

但
八
拾
〔
貫
〕
七
百
八
拾
二
文 

増
分 

 

惣
都
合
如
レ

此
也
、 

(

年
未
詳
だ
が
、
天
文
一
二
年
九
月
以
降) 

                 

【
史
料
三
】「
大
川
兵
庫
・
隼
人
連
署
指
出
」(

『
漁
民
史
料
』
一
七
一
五) 

 

前
〻
西
浦
七
ヶ
村
よ
り
御
納
所
大
方
覚
申
候
分 

百
五
拾
六
貫
八
百
八
拾
貳
文 

地
方
御
年
貢 

 
 
 

此
外 

拾
六
貫
七
百
七
拾
五
文 

 

大
棟
別 

八
貫
三
百
四
拾
三
文 

 

正
木
棟
別 

八
貫
貳
百
貳
拾
六
文 

 

反
銭 

○
七
拾
貳
貫
文 

 
 

番
肴
銭 

○
五
貫
文  

 
 

塩
消
役 

○
五
拾
壹
貫
文 

 
 

船
方
番
船 

 
 
 

此
外 

一 
 

 
 

懸
銭 

 
 

但
寄 

可 

存
続

員
數
村
〻
年 

一 
 

 
 

城
米
銭 

 

同
断 

一 
 

 
 

せ
つ
き
銭  

同
断 

一 
 

 
 

屋
ふ
さ
め
銭 

同
断 

一 
 

 
 

目
銭 

一 
 

 
 

○
反
銭 

 
 
 

此
外 

○
百
拾
壹
ま
い 

 
 

し
ほ
た
い
但  

か
い
調
申
候

五
ヶ
村
よ
り 

○
五
拾
五  

 
 

し
ほ
ふ
り 

○
三
十 

 
 

 

よ
こ
わ
の
ひ
物 

○
四
ッ 

 
 

 

あ
ん
か
う 

○
貳
百
は
い 

 
 

し
ほ
い
か 



６４ 
 

[ [ 

[ 

[ [ 

( 

( 

( 

但 

[ 

○
拾
は
い  

 
 

た
こ 

 
 
 

此
外 

 
御
代
官
分 

拾
壹
貫
文 

 
 

田
畠
御
年
貢
之
分 

四
貫
文  

 
 

同 

小
代
官
分 

○
卅
貳
貫
文 

 
 

夫
銭 

○
三
貫
五
百
六
十
五
文 

 
 

節
希
銭 

○
五
貫
文  

 
 

 

道
正
網
度
銭 

○
拾
貳
貫
文 

 
 

 

し
ほ
か
ま
御
年
貢 

御
公
方
し
ほ
ハ
村
〻 

 
 

 
 

 

ゟ
可
二

申
上
一

候 
 

 
 

此
外 

 

立
物
仕
道
具
百
姓
し
た
て
申
候
分
書
立 

 

御
目
ニ
か
け
申
候
事 

四
拾
五
貫
文 

 
 

 

立
物
舩
拾
五
そ
う 

 
 

 
 

 

但
壹
そ
う
三
貫
文
つ
も
り 

九
拾
貫
文 

 
 

 

同
丸
木
船
卅
そ
う 

 
 

 
 

 

但
壹
そ
う
三
〆
文
つ
も
り 

 
 

 
 

 

お
き
か
け
の
な
わ
あ
ミ
三 

三
拾
貫
文 

 
 

 

百
ひ
ろ
つ
﹅
十
五
帖 

 
 

 
 

 

但
壹
状
貳
〆
文
ツ
﹅ 

三
拾
貫
文 

 
 

 

こ
ま
か
な
る
よ
セ
あ
ミ 

 
 

 
 

 

但
壹
状
貳
〆
文
ツ
﹅ 

七
貫
五
百
文 

 
 

 

つ
な
百
五
拾
ほ
う 

 
 

 
 

 

但
壹
状
ニ
十
ほ
う
ツ
﹅ 

四
貫
五
百
文 

 
 

 

あ
ん
は
木 

貳
貫
貳
百
五
十
文  

 
 

う
け
木
貳
百
貳
拾
五
丁 

 
 

 
 

 

但
壹
状
ニ
拾
五
丁
ツ
﹅ 

七
貫
五
百
文 

 
 

 

は
り
な
わ
七
拾
五
ほ
う 

 
 

 
 

 

但
壹
状
ニ
五
ほ
う
ツ
﹅ 

壹
貫
五
百
文 

 
 

 

い
か
り
拾
五
か
ら 

 
 

 
 

 

但
壹
状
ニ
一
す
ツ
﹅ 

 

以
上
貳
百
拾
八
貫
貳
百
五
十
文
大
方
百
姓
し
た
て
申
候
分 

一
立
物
年
貢
の
事
ハ
何
ほ
と
御
座
候
て
も
皆
〻
三
ヶ
一
ツ
﹅ 

 

被
二

召
上
一

候
事
、
委
細
ニ
申
上
及
不
レ

申
候
、
以
上
、 

右
西
浦
七
ヶ
村
前
〻
御
納
所
之
辻
、
明
鏡
ニ
申
上
候
、
以
上 

 
 

 

十
一
月
廿
日 

 

兵
庫(

花
押) 

 
 

 
 

隼
人(

花
押) 

           



６５ 
 

【
史
料
四―

一
】
北
条
氏
康
朱
印
状(

「
大
川
文
書
」、
戦 

九
七
五) 

 

西
浦
木
負
百
姓
退
転
之
由
、
御
侘
言
就
二

申
上
一

、
御
赦
免
條
〻
、 

一
、
貳
拾
三
貫
六
百
五
十
七
文 

 
 

田
年
貢
、
以
二

精
銭
一

可
レ

納
、
精
銭
無 

 
 

 
 
 
 

レ

調
付
者
、
以
レ

米
可
レ

納
、
百
文
ニ
可 

 
 

 
 
 
 

レ

為
一
斗
四
升
之
目
之
積 

一
、
貳
拾
六
貫
五
百
七
十
文 

 
 
 

畠
年
貢
、
以
二

雑
穀
一

雖
下

可
レ

被
二

召
置
一

候
上

、 
 

 
 

 
 
 

塩
竈
稼
致
レ

之
由
申
上
付
而
、
以
二

御 
 

 
 

 
 
 

憐
愍
一

、
塩
年
貢
ニ
被
二

相
定
一

事
、 

 

此
塩
五
百
卅
一
俵
四
升 

 
一
俵
別
五
十
文
充
、
但
壹
斗
入
、 

一
、
三
貫
文 

 
 
 
 

塩
竈
銭 

 

此
塩
六
十
俵 

同 
 

 

以
上 

一
、
子
丑
両
年
御
年
貢
米
未
進
五
貫
余
、
塩
を
以
給
方
へ
可
二

相
渡
一

、
但 

前
〻
之
算
用
米
を
以
可
レ

出
御
積
也
、
然
者
米
之
禰
段
と
塩
之
禰
段
相 

 

違
之
所
、
奉
行
衆
相
談
、
塩
之
過
上
を
出
、
可
レ

致
二

皆
済
一

事
、 

一
、
梶
原
番
銭
立
物
を
以
渡
候
處
、
禰
段
非
分
申
懸
由
、
御
侘
言
、
無
二 

余
儀
一

思
召
候
、
向
後
者
、
公
方
へ
被
二

召
上
一

、
如
二

禰
段
一

可
二

相
渡
一

、
其
上 

非
分
就
申
懸
ハ
、
立
物
を
相
押
、
以
二

目
安
一

可
二

申
上
一

事
、 

一
、 

棟
別
退
転
之
由
申
上
候
、
分
国
中
乱
後
雖
二

退
転
候
一

、
本
途
ニ
被
二

仰 

付
一

候
、
雖
レ

然
、
此
度
任
二

御
侘
言
一

、
見
取
ニ
可
レ

被
二

仰
付
一

事
、 

 

以
上 

 

右
、
條
〻
御
赦
免
之
上
、
御
年
貢
幷
諸
役
銭
、
御
定
如
二

御
日
限
一

無
二 

 

〻
沙
汰

〔
無
〕

一

、
可
レ

致
二

皆
済
一

、
猶
レ

致
二

無
沙
汰
一

付
者
、
百
姓
・
小
代
官
共
ニ 

 

可
レ

被
レ

処
二

罪
科
一

旨
、
被
二

仰
出
一

候
、
仍
如
レ

件
、 

 

（
永
禄
九
年
） 

丙
寅
閏
八
月
七
日

（
「
武
栄
」
朱
印
） 

 

幸
田
與
三 

奉 

 
 

木
負 

 
 

 

小
代
官 

 
 

 

百
姓
中 

○
本
文
書
、
紙
継
目
裏
ニ
印
文
「
厳
」
ノ
朱
印
ヲ
捺
ス
。 

                   



６６ 

【
史
料
四―

二
】
北
条
氏
康
朱
印
状(

「
大
川
文
書
」、
戦 

一
〇
七
二)

西
浦
之
内

木
負
村
御
年
貢
納
様
事
、

一
、
貳
拾
三
貫
六
百
五
十
七
文

田
之
年
貢
以
二

米
穀
一

可
レ

納
レ

之
、
員
数
ハ

可
レ

随
二

其
年
之
納
法
一

、

一
、
貳
拾
六
貫
五
百
七
十
文

畠
年
貢
以
二

雑
穀
一

雖
下

可
レ

被
二

召
置
一

候
上

、
御

侘
事
申
上
間
、
辰
・
巳
・
午
三
ヶ
年

以
レ

塩
納
可
レ

申
事
、

此
塩
貳
百
六
拾
五
俵
一
斗
四
升

一
俵
別
百
文
充
、
但
貳
斗
入
、

一
、
三
貫
文

塩
竈
銭

此
塩
卅
俵

同
積

以
上

右
、
百
姓
退
転
之
由
、
御
言
申
上
間
、
以
二

御
憐
愍
一

、
三
ヶ
年
之
間
塩

年
貢
ニ

被
二

相
定
一

畢
、
田
畠
荒
地
令
二

開
発
一

、
郷
中
恙
様
ニ

仕
立
可
レ

申
者

也
、
仍
如
レ

件
、

(

永
禄
十
年) 

戊
辰

卯
月
十
八
日

（
「
武
栄
」
朱
印
）

伊
東
代

小
屋

山
角
代

山
田

木
負
村
百
姓
中



６７ 
 

〔 〔 

史
料(
２)

「
検
地
書
出
」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料 

【
史
料
一
】
相
模
国
飯
積
福
田
寺
分
検
地
書
出
写(

「
古
文
書
二
」
戦 

七
八) 

(

外
題
ヵ) 

「
飯
積
之
内
福
田
寺
之
檢
地
書
出 

戌
九
月
廿
一
日
」 

飯
積
之
内
福
田
寺
分

（
相
模
国
西
郡
）

 

六
町
六
十
分

此
分
銭
十
二
貫
卅
六
文 

本

両
毛
分 

島 

此
外 

三
町

此
分
銭
三
貫
文 

 
 
 
 

松
地
ニ

引
レ

之
、 

以
上
十
五
貫
卅
六
文 

此
内 

一
貫
五
百
文 

 
 

百
姓
公
事
免 

一
貫
文 

 
 
 

諸
色
引 

七
百
六
十
文 

 
 

不
作 

以
上
三
貫
二
百
六
十
文 

殘
而 

拾
壹
貫
七
百
七
十
三
文
當
定
納 

大
永
六
戌丙
九
月
廿
一
日 
 

 

上
使
判 

 
 

 
 

 

岡
田
判 

飯
積
之
内 

福
田
寺
分
百
姓
中 

     

【
史
料
二
】
北
条
家
検
地
書
出(

「
大
川
文
書
」
戦 

二
三
五
・
原
本
・『
写 

二
冊
』
を
も
と
に
再
翻
刻) 

(

端
裏
書) 

「
卯癸
長
濱
検
地
書
出

（
伊
豆
国
田
方
郡
）

」 

卯 癸
長
濱
検
地
書
出
之
事 

一
壹
町
六
反
大
九
十
歩 

田
本
增
辻 

此
分
錢 

八
貫
百
廿
六
文 

反
別
五
百
文
宛 

一
壹
町
四
反
大
九
十
歩 

畠
辻 

此
分
錢 

貳
貫
九
百
八
十
七
文 

反
別
弐
百
文
宛
両
毛
共
ニ 

已
上
拾
壱
貫
百
十
三
文 

此(

内) 

 

壱
貫
六
百
文 

三
嶋
や
ふ
さ
ミ
錢 

壱
貫
六
百
文 

成
當
大
夫
錢 

壱
貫
五
百
文  

田
畠
增
之
内
指
置
神
田 

井
領
諸
色
ニ
引
、 

六
百
文 

 

住
本
寺
免
此
内
百
文 

岡
田
ニ
免
、 

五
百
文 

 

安
養
寺
領
免 

三
百
文 

 

定
使
給 

已
上
六
貫
百
文 

殘
而 



６８ 
 

五
貫
十
三
文 

定
納 

此
外 

五
貫
文 

 

道
正
網
代
如
二

前
〻
一

、 

已
上 

大
草
但
馬 

 
 
(

花
押) 

笠
原
玄
蕃
助 

 
(

花
押) 

 

癸 
 

 

天
文
十
二
年
九
月
十
五
日 

 
 
 
 
 

加
藤
彌
次
郎

笠
原
代

 
 (

花
押) 

 

卯 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
善
左
衛
門
尉

清
水
代

(

花
押) 

関
善
左
衛
門
代 

(
花
押) 

 

御
代
官 

長
浜

御
百
姓
中 

       

【
史
料
三
】
北
条
家
検
地
書
出
写(

「
皇
国
地
誌
」) 

 

坂
間
郷
内
高
来
寺
分
検
地
書
出 

 

拾
壱
町
三
段
半
廿
歩 

田
数
辻 

 

此
分
銭 

 

五
拾
六
貫
七
百
七
十
文 

反
別
五
百
文
宛 
 

此
内 

 

壱
貫
文  

井
料
免 

 
 

残
而 

五
十
五
貫
七
百
七
十
七
文 

納 

拾
弐
貫 

 
 
 
 

山
下
ニ
伏
田
畠
辻
高
根
分
共
ニ 

 

合
六
拾
七
貫
七
百
七
拾
七
文 

定
納 

 

天
文
十
二
卯癸
十
月
十
八
日 

 

中
村
小
四
郎 

在
判 

但
シ
諸
役
等
者
可
レ

為
レ

如
二

前
々
一

者
也 

関 

新
三
郎 

同 
 

 
 

 

関
戸 

宗
悦 

同 
 

 
 

 

岡
田 

宗
遁 

在
判 

 
 

 
 

松
田
六
郎
左
衛
門
尉 

在
判 

 

高
来
寺
別
当
坊 

       



６９ 

【
史
料
四
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
北
野
天
神
社
文
書
」
戦

一
〇
三
九)

(
折
紙) 

 
宮
寺
郷
卯
歳

（
武
蔵
国
入
間
郡
）

御
検
知
之
上

〔
地
〕

、
改
而
被
レ

定
二‐

置
御
年
貢
一

之
辻
、

五
拾
貳
貫
八
百
十
六
文 

 

本
増
之
高
辻
、 

此
内

貳
貫
文 

宿
屋
敷

一
貫
四
百
卅
二
文

社
領 

五
百
文  
定
使
給

六
貫
文

夫
銭
、
一
疋
一
人
之
分
ニ
引
、

貳
貫
文

同
郡
代
夫 

此
外 

四
貫
文

□ 

五
貫
文  

 

百
姓
堪
忍
分
、

拾
貳
貫
文

□
辻
、 

以
上

廿
八
貫
九
百
卅
二
文 

残
而

廿
三
貫
八
百
八
十
四
文

滝
山
御
蔵
江

（
武
蔵
国
多
摩
郡
）

可
レ

納
申
辻
、

此
内 

拾
二
貫
文

本
年
貢

拾
壹
貫
八
百
八
十
四
文

卯
増

以
上

合
貳
拾
三
貫
八
百
八
十
四
文

 

卯（
永
禄
十
年
） 

九
月
十
七
日

（
「
如
意
成
就
」
朱
印
）

 

代

志
村
分

官

【
史
料
五
】
北
条
家
朱
印
状(

「
平
林
寺
文
書
」
戦

一
〇
六
四)

(

懸
紙
上
書) 

「
原
宿

百
代
官

姓
中
」

原
宿
當
檢
見
御
書
出

（
武
蔵
国
足
立
郡
）

、

壹
町
八
段
百
歩 

田
數

此
分
錢
五
貫
四
百
九
十
文

反
別
三
百
文
充
、

拾
町
八
反
小
四
十
歩

畠
數

此
分
錢
、
拾
七
貫
八
百
卅
四
文
、
反
別
百
六
十
五
文
充
、

此
内
十
貫
八
百
四
十
四
文
、
秋
成
反
別
百
文
充
、

六
貫
九
百
九
十
文

夏
成
反
別
六
十
五
文
充
、

以
上

合
貳
拾
三
貫
三
百
廿
四
文

當
檢
見
踏
立
辻
、

此
内
引
物
、

三
百
文

神
田

壹
貫
文

堤
免
井
料
共
ニ
、

五
百
文

代
官
給

五
百
文

名
主
免

五
百
文

定
使
給

以
上
貳
貫
八
百
文

諸
色
引
レ

之
、

殘
而

廿
貫
五
百
廿
四
文

當
納
、

以
上

右
、
當
年
貢
無
二

〻
沙
汰

〔
無
〕

一

可
レ

致
二

進
納
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、

 



７０ 
 

 
永
祿
十
年
卯丁 

 
(

虎
朱
印) 

十
二
月
廿
三
日 

恆

代
官 

岡
越
後
代 

原
宿
百
姓
中 

○
本
文
書,

紙
繼
目
裏
ニ
印
文
「
調
」
朱
印
ヲ
捺
印
ス
。 

                     

【
史
料
六
】
北
条
氏
邦
検
地
書
出
写(

「
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
榛
澤
郡
五
」
戦 

一
〇
八
三) 

「
白
岩
惣
次
郎
御
検
地
一
枚
書
」 

壹
丁
三
反
百
五
歩 

 
 
 

田
數 

此
分
錢
六
貫
六
百
四
十
七
文 

壹
反
別
五
百
文
當
、 

壹
丁
九
十
歩 

 
 
 

畠
數 

此
分
錢
貳
貫
五
十
文 

 

壹
反
別
弐
百
文
當
、
夏
秋
共
、 

已
上
八
貫
七
百
文 

 

辰
歳
定
納
、 

此
内
壹
貫
貳
十
五
文 

辰
夏
成
分
、 

已
上 

此
外 

壹
反
大
七
十
歩 

 

田
當
被
、 

 
 

此
分
銭
九
百
文  

 
 

壹
反
別
五
百
文
當
、 

貳
反
大
卅
歩 

 

畠
當
不
作
、 

 
 

此
分
銭
五
百
五
十
文 

 
 

壹
反
別
貳
百
文
當
、
夏
秋
共
、 

合
拾
貫
百
五
十
文  

 
 
 

高
辻 

此
内 

壹
貫
三
百
文 

 
 

從
已
歳
夏
成
定
納

（
永
禄
十
二
年
）

、 

八
貫
八
百
五
十
文 

 
 

同
秋
成
分
、 

已
上
拾
貫
百
五
十
文 

毎
年
定
納
分
、 

横
山
雅
楽
助
判 

永
祿
十
一
年
辰戊

六
月
卅
日 

八
木
甚
七
郎
判 

三
山
代

（
綱
定
カ
） 

奥
源
右
衛
門
判 

町
田
雅
樂
助
殿 

百
姓
中  



７１ 
 

【
史
料
七
】
河
越
本
郷
検
地
定
書(

「
大
野
福
治
氏
所
蔵
文
書
」
戦 

一
六
〇
七)  

一
、
五
拾
參
貫
貳
百
七
十
四
文 

河
越
郷
檢
地
之
辻

（
武
蔵
国
入
間
郡
）

、 
此
内 

五
貫
文 

 

繩
寄 

壹
貫
文 

 

井
料
免 

壹
貫
文 

 

定
使
免 

壹
貫
五
百
文  
代
官
給 

以
上
八
貫
五
百
文 

殘
而 

四
拾
四
貫
七
百
七
十
四
文 

 
定
納 

以
上 

右
、
壬
申
年
檢
地
之
辻

（
元
亀
三
年
）

、
如
レ

斯
相
定
候
、
田
地
案
内
者
、
雖
二

無
レ

之 

候
一

、
大
野
縫
殿
助
地
堺
、
致
二

案
内
分
一

、
如
レ

此
相
定
候
、
此
外
荒
地 

拾
年
荒
野
ニ

致
レ

之
、
可
レ

為
二

開
田
一

、
仰
事
ニ

候
者
也
、
仍
如
レ

件
、 

(

印
文
未
詳) 

元
亀
三
年
申壬
七
月
廿
六
日 

 

井
出
入
道 

以
（
カ
）

三(

花
押) 

大
野
縫
殿
助
と
の 
       

【
史
料
八
】
北
条
氏
光
朱
印
状(

「
雲
松
院
文
書
」
戦 

一
六
二
一) 

鳥
山
之
内

（
武
蔵
国
橘
樹
郡
）

神
臺
地

〔
太
寺
〕

雲
松
院
分
檢
地
指
出
、 

貳
町
壹
反
大
七
十
歩  

 

田
數 

分
錢
拾
貫
九
百
卅
二
文 

 

反
別
五
百
文
充 

七
段
小
四
十
歩 

 
 

畠
數 

分
錢
七
百
四
十
四
文 

秋
成 

反
別
百
文
充 

四
百
八
十
二
文  

夏
成 

同 

六
十
五
文
充 

以
上
拾
貳
貫
百
五
十
八
文 

 
 

定
納 

惣
合
貳
拾
九
貫
八
百
文 

役
錢
之
儀
者
、
重
而
可
レ

被
二

仰
出
一

者
也
、 

元
亀
三
年
申壬 

 
(

「
桐
圭
」
朱
印)  

 

久
米
玄
蕃
助(

花
押) 

十
一
月
朔
日 

 
 

武
圖
書
助(

花
押) 

雲
松
院
領

（
武
蔵
国
橘
樹
郡
） 

 
 

中
田
加
賀
守(

花
押) 

代
官 

百
姓
中 

          



７２ 

レ 

【
史
料
九
】
北
条
家
朱
印
状(

「
東
慶
寺
文
書
」
戦

一
七
二
〇)

(

懸
紙
上
書)(

相
模
国
東
郡) 

「
野
葉
郷
百
姓
中
」

 
 

〔
庭
〕

分
國
之
法
郷
中
之
指
引
、

百
六
貫
三
百
六
十
七
文

野
葉
郷
田
畠
踏
立
辻
、

此
内

貳
貫
五
百
文

神
田

三
貫
五
百
文

代
官
給

二
貫
文

井
料
免

二
貫
文

定
使
給

十
一
貫
文

公
事
免

以
上
廿
一
貫
文

前
〻
神
社
等
指
置
ハ
兎
も
あ
れ
、
御
國
法

如
レ

此
之
間
、
可
レ

為
二

此
分
一

、

残
而

八
十
五
貫
三
百
六
十
七
文

此
内
前
〻
納
所
御
寺
へ
参
分

十
三
貫
五
百
文

米
五
十
四
俵
納
、

三
貫
八
百
五
十
文

畠
年
貢
長
佐
久
共
ニ

二
貫
四
百
文

宮
窪
深
田
堂
免
共

一
貫
文

政
所
免

一
貫
文

原
田

以
上
廿
一
貫
七
百
五
十
文

此
員
數
百
姓
如
レ

申
口
、

尚
残
而
、 

六
十
三
貫
六
百
十
七
文

當
撿
地
増
分

 

以
上 

此
増
分
御
寺
へ

新
寄
進

〔
御
脱
カ
〕

之
由
、
被
二

仰
断
一

候
、
可
レ

存
二

其
旨
一

、

一
、
陣
夫
壹
疋
ハ
前
〻
井
出
兵
部
所
へ
出
、
此
度
増
分
ニ

壹
疋
可
レ

出
レ

之
、

以
上

右
、
所
レ

定
如
レ

件
、

江
雪

（
板
部
岡
融
成
）

天
正
二
年
戌甲
八
月
十
七
日

（
虎
朱
印
）

中
将
奉
之

江
雲

安
藤
豊
前

（
良
整
）

百

野
葉
郷

姓
中

○
本
文
書
、
紙
継
目
裏
ニ
印
文
「
調
」
ノ
朱
印
ヲ
捺
ス
。
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レ 

【
史
料
一
〇
】
北
条
家
朱
印
状(

「
東
慶
寺
文
書
」
戦 

一
七
二
一) 

(

懸
紙
上
書) 

「
前
岡
郷
百
姓
中
」

 

〔
舞
〕
（
相
模
国
東
郡
）

 
分
国
定
法
郷
中
之
指
引
、 

貳
百
拾
六
貫
七
百
五
十
三
文 

前
岡
郷
田
畠
踏
立
辻
、 

 

此
内 

 

五
貫
文  

神
田 

 

七
貫
文  

代
官
給 

 

四
貫
文  

井
料 

 

貳
貫
五
百
文 

定
使
給 

 

廿
二
貫
文 

公
事
免 

 

以
上
四
十
貫
五
百
文 

前
〻
神
社
等
之
指
置
ハ
兎
も
あ
れ
、
御 

 
 

 
 

国
法
如
レ

此
候
間
、
此
分
た
る
へ
し 

 
 

残
而
、 

百
七
十
六
貫
二
百
五
十
三
文 

 
 

此
内
前
〻
納
所
御
寺
へ
参
分 

 

五
十
一
貫
三
百
文 

米
二
百
廿
三
文
俵
納
、 

 

九
貫
八
百
五
十
文 

畠
年
貢 

 

七
貫
八
百
五
十
文 

三
給
之
年
貢 

 
 

以
上
六
十
九
貫
文 

此
員
數
百
姓
如
レ

申
口
、 

 

猶
残
而
、 

百
七
貫
二
百
五
十
三
文 

當
検
地
増
分 

 

以
上 

 

此
増
分
、
御
寺
へ
新
御
寄
進
之
由
、
被
二

仰
断
一

候
、
可
レ

存
二

其
旨
一

、 

一
、 

陣
夫
貳
疋
ハ
前
〻
多
米
前
へ
出
、
此
度
増
分
ニ

三
疋
可
レ

出
レ

之
、 

以
上 

右
、
所
レ

定
如
レ

件
、 

 
 

 
 

江
雪

（
板
部
岡
融
成
） 

 
 

 
 

中
将
奉 

之 

天
正
二
年
戌甲

八
月
十
七
日

（
虎
朱
印
）

 

江
雲 

 
 

 
 

安
藤
豊
前

（
良
整
） 

 
 

 
 

百

前
岡
郷

姓
中 

○
本
文
書
、
紙
継
目
裏
ニ
印
文
「
調
」
ノ
朱
印
ヲ
捺
ス
。 

               



７４ 

レ 

【
史
料
一
一
】
北
条
家
朱
印
状(

「
竹
谷
文
書
」
戦

一
九
一
五)

(

押
紙) 

「
竹
谷

大
野
」

苻
川
郷
御
撿
地
御
書
出

（
武
蔵
国
入
間
郡
）

一
、
拾
四
町
五
段
小
十
歩 

田
數

分
錢
七
拾
貳
貫
六
百
七
十
九
文
、
段
別
五
百
文
充
、

一
、
貳
拾
四
町
弐
段
牛
卅
歩

畠
數

分
錢
四
拾
貫
廿
七
文

段
別
百
六
十
五
文
充
、

此
内
拾
五
貫
七
百
六
十
二
文

夏
成

此
永
樂
七
貫
八
百
八
十
一
文

以
上
百
弐
貫
七
百
六
文

此
内

貳
貫
文

神
田

拾
壹
貫
文

公
事
免

弐
貫
文

井
料

三
貫
文

代
官
給

貳
貫
文

定
使
給

以
上
貳
拾
貫
文

引
物

殘
而

九
拾
弐
貫
七
百
六
文

定
納
、

此
永
樂

四
拾
六
貫
三
百
五
十
三
文

此
内

拾
七
貫
貳
百
四
十
二
文

本
年
貢

貳
拾
四
貫
百
十
一
文

增
分

此
外
五
貫
文
增
分
之
内
、
竹
谷
・
大
野
両
人
ニ

永
被
レ

下
、

以
上
四
拾
壹
貫
三
百
五
十
三
文

右
、
四
拾
壹
貫
三
百
五
十
三
文
、
毎
年
岩
付
御
藏
奉
行
衆
ニ

可
レ

渡
レ

之

者
也
、
仍
如
レ

件
、

天
正
五
年
丑丁

(

虎
朱
印) 

五
月
廿
六
日

江

（
板
部
岡
融
成
）

雪奉 

之

竹
谷

（
源
七
郎
）

大
野

（
縫
殿
助
）



７５ 

【
史
料
一
二
】
北
条
家
朱
印
状(

「
道
祖
土
文
書
」
戦

一
九
七
九)

三
保
谷
郷
検
地
書
出

（
武
蔵
国
比
企
郡
）

貳
百
六
拾
六
貫
八
十
文 

田
畠
踏
立
辻

此
内

廿
三
貫
八
百
卅
二
文

養
竹
院
分

拾
九
貫
五
百
六
十
五
文

福
嶋
給
田

三
貫
七
百
七
十
文

矢
部
大
炊
助
給
田

十
四
貫
四
百
文

宮
分
五
ヶ
所
、
半
分
九
ヶ
所
、

已
上
六
拾
壹
貫
五
百
七
十
文

残
而

貳
百
四
貫
五
百
十
文

御
領
所

此
内

貳
拾
貫
五
百
文

公
事
免

三
貫
文

堤
免

五
貫
文

代
官
給

貳
貫
文

定
使
免

拾
四
貫
十
文

百
姓
ニ

永
代
御
赦
免
、
但
戊
寅
年
之
増
分
五
十
四

貫
十
文
之
内
、

已
上
四
拾
四
貫
五
百
十
文

残
而

百
六
拾
貫
文

定
納

已
上

右
、
此
度
糺
明
事
終
而
相
定
畢
、
自
今
以
後
、
此
掟
不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

、

彼
郷
中
へ

被
レ

指
二―

置
十
四
貫
文
一

、
自
然
於
二

後
年
一

如
何
様
之
族
雖
レ

企
二

訴
訟
一

、

郷
中
へ

被
二

付
置
一

上
者
、
不
レ

可
レ

有
二

異
儀
一

旨
、
被
二

仰
出
一

者
也
、
仍
状
如
レ

件
、

一
、
十
七
町

 

田
荒
地 

 
 

十
町
七
反

畠
荒
地

已
上

右
之
荒
地
、
致
二

開
發
一

者
有
レ

之
者
、
可
二

申
上
一

、
可
レ

有
二

御
褒
美
一

、
其
上
年

記
を
定
、
可
レ

被
二

仰
付
一

者
也
、 

 
 

 

戊 
 (

虎
朱
印) 

 

奉 

レ
之

天
正
六
年
卯
月
七
日

江
雪

 
 
 
 

寅

 
(

板
部
岡
融
成) 

         

道
祖
土

三
保
谷
代
官

〻
佐
守

 
 
 

百
姓
中 

○
本
文
書
、
紙
継
目
二
ヶ
所
ニ
各
「
調
」
朱
印
ヲ
捺
ス
。



７６ 

【
史
料
一
三
】
北
条
氏
光
検
地
指
出
写(

「
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
所
収
都
築
郡
藤
兵
衛
所
蔵
文

書
」
戦

二
八
六
五)

酉
年
小
机
筋
恩
田
之
郷
撿
地
指
出

（
武
蔵
国
都
築
郡
）

一
、
参
拾
五
町
四
段
大
九
十
歩 

田
數 

此
分
銭 

百
七
拾
七
貫
四
百
五
拾
八
文

但
五
百
文
宛

壹
反
別

一
、
参
拾
三
町
半

此
分
銭 

参
拾
三
貫
五
十
文

但
秋
成
壹
反
別
百
文
宛

貳
拾
壹
貫
五
百
四
十
七
文

但
五
文
宛
夏
成

壹
反
別
六
十

合
貳
百
参
拾
貳
貫
五
十
五
文

田
畠
之
辻
、

此
内
諸
引
物

拾
貳
貫
百
文

公
事
免

十
分
一

但
本
途
之
辻

五
貫
文 

 

代
官
給

五
貫
文

名
主
免

参
貫
文

宮
免

参
貫
文

井
料
免

貳
貫
文

定
使
給

以
上
卅
貫
百
文

引
方

残
而

貳
百
壹
貫
九
百
五
十
五
文

夏
秋
定
納

以
上

右
當
撿
地
定
納
之
辻
、
無
二

相
違
一

可
レ

致
二

進
納
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、

(

「
桐
圭
」
朱
印) 

天
正
拾
三
年
酉乙

九
月
廿
七
日

小
奉
行

山
筑
前
入
道(

花
押) 

 
 

 

柴
崎
但
馬

中
田
加
賀
守
代

(

花
押) 

百
姓
中

恩
田
之
郷



７７ 

【
史
料
一
四―

一
】
北
条
氏
邦
朱
印
状(

「
飯
塚
文
書
」
戦

三
〇
一
一)

此
度
御
検
地
之
二

高
辻
一

事
、

百
三
貫
百
七
拾
六
文

本
増
共
、

此
内
八
貫
文

夫
銭
、
壹
疋
壹
人
分

壹
貫
文

定
使
給 

壹
貫
四
百
八
十
文

こ
ん
か
う

（
金 

剛
）

寺

八
百
六
十
文 

來
光
寺

四
百
六
十
文

正
覺
寺

三
百
文

大
明
神
免

以
上
、
拾
貳
貫
百
文

残
而
、

六
拾
七
貫
五
百
文

従
二

前
〻
一

納
二

御
年
貢
一

、

拾
壹
貫
五
百
文

戌
年
之
増
、

以
上
、
七
拾
九
貫
文
、
毎
年
定
納
、

此
外
、

十
壹
貫
五
百
七
十
六
文
ニ
付
而
御
赦
免
、

戌
年
増
分
之
内
、
百
姓
御
侘
言
申

以
上
、
合
百
三
貫
百
七
拾
六
文

一
、
此
度
御
検
地
大
途
次
之
事
、

（
北
条
氏
直
）

一
、
大
途
御
検
地
之
儀
者
、
夫
銭
以
下
さ
へ
、
被
レ

為
レ

引
候
へ
ハ
、
十
貫

文
之
郷
百
貫
文
ニ

成
候
共
、
御
許
無
レ

之
御
國
法
ニ

候
、
近
邊
之
郷
中

候
ニ
候
間
、
可
レ

承
候
事
、

一
、
作
毛
相
違
之
事
者
、
何
時
も
御
國
法
ニ

候
、
大
途
可
レ

為
レ

如
二

御
領
所
一

候
事
、

右
、
免
許
之
辻
者
、
毎
年
田
畠
無
二

不
作
一

致
レ

作
、
御
年
貢
可
二

走
廻
一

者
也
、

仍
如
レ

件
、

戌（
天
正
十
四
年
）(

「
翕
邦
挹
福
」
朱
印) 

十
月
十
九
日

北
谷
之
郷

（
上
野
国
緑
野
郡
）

 
 
 

代
官

百
性
中

〔
姓
〕

【
史
料
一
四―

二
】
北
条
氏
邦
朱
印
状(

「
飯
塚
文
書
」
戦

三
一
六
七)

(

折
紙) 

去
年
御
検
地
之
時
分
も
被
二

仰
出
一

候
、
北
谷
之
内
西
之
屋
敷
つ
き
の
下
地
、

（
上
野
国
緑
野
郡
）

前
〻
よ
り
名
主
免
ニ
候
間
、
無
二

相
違
一

出
置
候
、
如
二

御
領
所
一

、
箕
輪
之
御

（
上
野
国
群
馬
郡
）

用
等
可
二

走
廻
一

候
、
殊
ニ
谷
中
之
儀
、
萬
端
可
二

走
廻
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

亥（
天
正
十
五
年
）(

「
翕
邦
挹
福
」
朱
印) 

八
月
廿
五
日

飯
泉
和
泉
守
殿

「
飯
泉
和
泉
守
殿
」

（
折
裏
奥
上
書
）

 



７８ 
 

【
史
料
一
五
】
北
条
家
検
地
書
出
写(

「
遠
藤
文
書
」
戦 

三
〇
二
九) 

 

丙
戌
歳 

 
 
 

金
野
井
本
郷
撿
地
書
出

（
下
総
国
葛
飾
郡
）

 

拾
貳
町
四
段
七
拾
歩  

田
數 

 

此
分
銭
、
卅
七
貫
二
百
廿
文
、
反
別
三
百
文
宛 

卅
八
町
四
段
大 

 

畠
數 

 

此
分
銭
、
六
十
三
貫
四
百
六
十
八
文
、
反
別
百
六
十
五
文
ツ
ヽ
、 

三
町
三
反
大 

 
畠
戌
歳
開 

 

此
分
銭
、
五
貫
五
百
五
十
六
文
、
反
別
同
理
、 

四
拾
五
歩  

田
戌
歳
開 

 

此
分
銭
、
卅
六
文 

 

已
上
、
百
六
貫
貳
百
八
十
文 

 
 

此
内
、 

 

拾
貫
六
百
文 

百
姓
公
事
免 

 

貳
貫
文  

神
田
梶
取
明
神 

 

貳
貫
文  

堤
免 

 

貳
貫
文  

萬
福
寺 

 

貳
貫
文  

清
満
寺 

 

三
貫
文  

代
官
給 

 

貳
貫
文  

定
使
給 

 

壹
貫
文  

名
主
免 

 
 

已
上
、
貳
拾
三

（
マ
﹅
）

貫
六
百
文 

 
 

此
内
、
拾
三
貫
六
百
文
、
當
年
一
廻
、
人
給
不
足
ニ

付
、
被
レ

為
レ

引
、 

 
 
 

然
者
、
郷
中
役
も
半
役
可
レ

致
レ

之
、 

 
 

残
而
、 

八
拾
貳
貫
六
百
八
拾
文 

 
 

定
納 

 

此
内
、 

 

貳
貫
文  

畠
之
分
、
推
津
屋
敷
百
姓
退
傳
不
作

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
轉
〕

、 
 

三
貫
八
百
文 

 

田
戌
歳
水
損
、 
 

壹
貫
六
百
卅
一
文 

畠
當
不
作
、 

 
 

已
上
、
七
貫
四
百
卅
一
文
、
不
作
一
廻
引
、 

 
 

残
而
、 

 

七
拾
五
貫
貳
百
五
十
文 

 

拾
三
貫
六
百
文 

右
、
定
り
引
物
之
内
、
當
年
一
廻
ニ

為
二‐

引
有
物
一

、 
 

已
上
、
八
十
八
貫
八
百
五
十
文
、
當
納
、 

 

此
外
荒
地
、 

 

拾
貫
文  

田
、
浮
土
□
殿
山
分

〔
善
ヵ
〕

 
 

五
貫
文  

田
、
清
滞
寺
分 

 

三
貫
文  

田
、
蕪
之
内 

 

百
卅
貫
文 

 

畠
、
野
本
屋
敷
ヨ
リ
小
田
邊
境
迄
、 

 
 

已
上
、
百
四
拾
八
貫
文 

荒
地
之
分 

合
、
貳
百
拾
四
貫
百
八
十
文
、
本
郷
踏
立
之
辻
、 

 

此
外
、
木
山 

一
ヶ
所 

 

本
郷
浮
土
山
、
竪
七
十
間
・
横
四
十
間 

一
ヶ
所 

 

本
郷
福
原
寺
山
、
竪
五
十
間
・
横
卅
間 

一
ヶ
所 

 

百
姓
木
草
取
野
、
貳
里
四
方 

 

已
上 

 

右
、
定
取
如
レ

件
、 

 



７９ 
 

 
 

天
正
十
四
年
戌丙 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
月

廿
三
日

（
虎
朱
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
官 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恒
岡

長
門

（
資
宗
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
伯

若
狭

（
信
宗
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
中 

【
史
料
一
六―

一
】
北
条
氏
房
朱
印
状(

「
竹
谷
文
書
」
戦
三
一
八
八) 

 
(

押
紙) 

「
竹
谷 

大
野
」 

 
(

武
蔵
国
入
間
郡) 

 

苻
河
郷
御
撿
地
御
書
出

〔
府
〕 

 
  

〔
検
〕

 

一
、
四
拾
六
貫
九
百
文 

當
年
よ
り
定
納
、 

 

此
内 

 

四
十
壹
貫
三
百
五
十
文 

去
年
之
納
、 

 

五
貫
五
百
五
十
文 

今
度
之
増
分 

 

以
上
、
四
十
六
貫
九
百
文 

右
、
四
拾
六
貫
九
百
文
、
毎
年
十
月
晦
日
を
切
而
、
厳
密
ニ
進
納
可
レ

申 

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

 

天
正
十
五
年
亥丁

十
月
十
二
日

（
「
心
簡
要
」
朱
印
） 

 
 

 

竹
谷

（
源
七
郎
） 

 
 

 

大
野

（
縫
殿
助
） 

   

【
史
料
一
六‐

二
】
北
条
氏
房
朱
印
状(

「
竹
谷
文
書
」
戦
三
一
八
九) 

(

押
紙) 

「
竹
谷
源
七
郎 

大
野
縫

□
□

〔
殿
助
〕

」 
(

北
条
氏
政) 

符
川
郷
定
納
之
外
、
五
貫
文
之
所
、
御
陰
居
様

 

〔
隠
〕

如
二

御
證
文
一

、
不
レ

可
レ

有
二

異 

儀
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

 

天
正
十
五
年(

「
心
簡
要
」
朱
印) 

丁
亥
十
月
十
二
日 

 
 

竹
谷

（
源
七
郎
） 

 
 

大
野

（
縫
殿
助
） 

                   



８０ 
 

【
史
料
一
七―

一
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
廣
瀬
文
書
」
戦
三
二
〇
八) 

書
出 

 
 

久
下
之
郷

（
武
蔵
国
埼
玉
郡
） 

一
、
九
拾
三
貫
五
百
廿
文 

此
内
、 

四
十
八
貫
文 

 
 

給
田 

拾
五
貫
弐
百
文
御
加
増 

  
金
子
左
京
亮
增
給 

壹
貫
貳
百
五
十
文 

 
 

定
使
給 

貳
貫
七
十
文 

 
 

百
姓
居
屋
敷 

以
上
六
十
六
貫
五
百
廿
文 

殘
而
、 

貳
拾
七
貫
文 

 

當
納 

此
内
、 

廿
一
貫
八
十
八
文 

御
領
所
開 

五
貫
九
百
十
二
文 

給
田
よ
り
出
增
、 

以
上 

右
、
久
下
之
郷
丁
亥
歳
之
御
年
貢
之
增
分
、
如
レ

此
被
二

定
置
一

候
、
當
年
よ 

り
、
右
之
員
數
一
粒
一
錢
無
二

不
足
一

、
霜
月
十
五
日
を
切
而
、

栗
橋
御
藏

（
下
総
国
葛
飾
郡
） 

へ
納
可
レ

申
、
此
日
限
踏
出
ニ
付
而
ハ
、
御
藏
錢
之
こ
と

（
如
）

く
、
利
分
を
付
、 

可
レ

被
二

仰
付
一

、
御
用
之
儀
者
、
代
官
之
前
へ
可
レ

被
二

割
懸
一

間
、
作
毛
之
有
之 

内
ニ
手
嚴
致
二

催
促
一

、
御
藏
納
可
レ

申
旨
、
被
二

仰
出
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

天
正
十
五
年
丁
亥(

印
文
未
詳
朱
印) 

十
一
月
三
日 

金
子
左
京
亮
殿 

 

【
史
料
一
七―

二
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
廣
瀬
文
書
」
戦
三
二
一
〇) 

 

代
官
之
掟 

一
、
御
代
官
被
二

仰
付
一

上
、
以
二

御
検
知
一

被
二

踏
立
一

候
、
御
年
貢
之
辻
催
促
就
二 

油
断
一

、
郷
未
進
ニ
成
来
ニ
付
而
者
、
代
官
役
ニ
被
レ

為
レ

弁
二

御
国
法
一

也
、 

可
レ

存
二

其
旨
一

事
、 

一
、
有
二

風
損
・
水
損
一

御
年
貢
之
首
尾
可
二

相
違
一

ニ
付
而
者
、
不
レ

延
二

時
刻
一

遂
二 

披
露
一

、
其
年
之
水
損
、
風
損
可
レ

被
レ

引
、
御
催
促
之
時
、
為
レ

不
レ

遂
二

披
露
一 

日
損
・
水
損
與
申
ニ
付
而
者
、
代
官
可
レ

為
レ

弁
事
、 

一
、
当
郷
代
官
成
間
敷
意
趣
有
レ

之
ニ
付
而
者
、
年
貢
不
二

引
屓
一

以
前
ニ
上 

表
可
二

申
上
一

、
表
之
時
者
、
引
屓
之
年
貢
本
途
ニ
成
払
、
進
納
申
儀
、 

御
国
法
也
、
可
レ

存
二

其
旨
一

事
、 

右
、
代
官
役
之
掟
、
如
レ

此
ニ
候
、
存
二

其
旨
一

、
可
二

走
廻
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

 
 

丁
亥 

 
(

印
文
未
詳
朱
印) 

 

十
一
月
三
日 
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【
史
料
一
七―

三
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
郷
土
資
料
館
所
蔵
広
瀬
文
書
」
戦
三
二
〇
七) 

 
久
下
之
郷
検
地
之
増
、 

五
百
十
文  

川
面
監
物 

壹
貫
九
十
文 

山
田
帯
刀 

七
百
九
十
四
文 
知
久
甚
兵
衛 

九
百
四
十
文 
福
田
隼
人 

五
百
廿
八
文 

荒
井
與
右
衛
門 

九
百
十
文  

落
合
縫
殿
助 

貳
百
四
十
文 

福
田
九
兵
衛 

九
百
文 

 

山
室
助
兵
衛 

 

以
上
五
貫
九
百
十
貳
文 

右
、
於
二

久
下
之
郷
一

、
小
山
衆
ニ
被
レ

下
候
、
給
田
之
増
分
也
、
給
田
之
増
被
二 

召
上
一

儀
者
、
御
国
法
也
、
右
之
員
数
一
粒
一
銭
無
二

不
足
一

令
二

催
促
一

、
霜
月 

十
五
日
を
切
而
、
栗
橋
へ
御
蔵
納
可
レ

申
、
此
日
限
相
延
ニ
付
而
者
、
如
二 

御
法
一

御
年
貢
ニ
候
共
、
利
分
を
付
、
鑓
責
を
以
、
可
レ

被
二

召
置
一

、
於
二

代
官
一

者
、 

催
促
未
熟
ニ
付
而
、
納
方
不
足
之
道
理
ニ
候
間
、
御
仕
方
代
官
前
へ
可 

レ

被
レ

切
向
旨
、
被
二

仰
出
一

者
也
、
仍
如
レ

件
、 

（
天
正
十
五
年
） 

 
     

十
一

丁
亥

月
二
日

（
印
文
未
詳
朱
印
） 

 
  

 

金
子
左
京
亮
殿 

「
む
つ
の
か
ミ
殿

（
北
条
氏
照
）

し
ゅ
い
ん
」 

    

【
史
料
一
八
】
北
条
氏
邦
検
地
書
出(

「
持
田
文
書
」
戦 

三
三
五
九) 

荒
川
之
郷
御
檢
地
之
辻
事
、

（
武
蔵
国
榛
澤
郡
）

 

永
樂
錢 貳

拾
貫
弐
百
九
文 

此
度
改
之
辻
、 

此
内
、 

三
貫
六
百
六
十
八
文 

當
開
十
一
人
御
扶
持
被
レ

下
事
、 

   

三
百
卅
文

此
取
衆

 

持
田
左
京
亮 

三
百
卅
文 

同 

舍
人 

三
百
卅
文 

中
鳴
圖
書
助 

三
百
冊
文 

河
田
隼
人 

三
百
冊
文 

大
屋
玄
蕃 

三
百
卅
文 

同 

市
助 

三
百
卅
文 

彌
左
衛
門
尉 

三
百
卅
文 

孫
左
衛
門
尉 

三
百
冊
文 

小
四
郎 

三
百
丹
文 

六
郎
左
衞
門
尉 

三
百
卅
文 

縫
殿
助 

以
上
、
三
貫
六
百
卅
文 

拾
六
貫
五
百
四
十
一
文
本
田
高
辻
、 

此
内
、 壹

貫
五
百
四
十
一
文 

持
田
四
郎
左
衞
門
尉
御
扶
持
ニ 

被
レ

下
、 

殘
而
、 

拾
五
貫
文 
風
損
・
日
損
無
レ

之
、
定
納 

以
上
、
貳
拾
貫
貳
百
九
文 

永
樂
錢 
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一
、
當
八
月
よ
り
も
あ
ら

（
荒
）

く
ニ
開
候
原
、
何
方
之
牢
人
、
何
者
も
開
く 

人
、
永
代
知
行
ニ
可
レ

被
レ

下
事
、 

一
、
彼
宿
へ
他
所
よ
り
移
候
者
、
永
代
無
諸
役
不
入
二

被
二

仰
出
一

候
、 

然
者
、
自
二

前
〻
一

定
候
て
懸
候
役
之
物
、
荒
川
・
多
田
澤
両
村
出
合
可

（
榛
澤
郡
）

二 

走
迴
一

事
、 

一
、 

方
〻
懸
廻
、
他
所
之
者
、
當
秋
廿
か
ま
と
可
二

引
移
一

事
、 

右
、
定
所
如
レ

件
、 

 

戌
子

（
天
正
十
六
年
） 

 
 

 

 
 
 

八
月
十
五
日

（
「
翕
邦
挹
福
」
朱
印
） 

 
 

荒
川
之
郷 

 
 

 

持
田
四
郎
左
衛
門
尉 

             

【
史
料
一
九
】
北
条
氏
検
地
書
出
写(

「
諸
州
古
文
書
」
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
三
三
六
七) 

武
州
江
戸
廻
永
福
寺
分
検
地
書
出
、

（
豊
嶋
郡
）

 

三
町
壹
段
四
十
歩 

田
数 

 
 

分
銭
拾
五
貫
五
百
五
十
文 

段
別
五
百
文
宛 

九
町
貳
段 

 
 
 

畠
数 
 
 

分
銭
拾
五
貫
百
八
十
文 

段
別
百
六
十
五
文
宛 

 
 

此
内
五
貫
九
百
八
十
文 

夏
成 

 

以
上
卅
貫
七
百
卅
文 

田
畠
踏
立
辻
、 

 

此
内
引
物
、 

 
 

五
百
文 

 

井
料 

 
 

八
百
文 

 

代
官
給 

 
 

五
百
文 

 

定
使
給 

 
 

三
貫
七
十
三
文 

公
事
免 

以
上
四
貫
八
百
七
十
三
文 

除
レ

之
、 

 

残
而
、 

 

貳
拾
五
貫
八
百
五
十
七
文 

定
納
、 

 
 

已
上 

安
藤
兵
部
丞 

天
正
十
六
年
子戊
九
月
三
日

（
虎
朱
印
） 

 
 
 

 

大
村
彦
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
田
対
馬
守 

 
 
 
 

永
福
寺
分 

 
 
 
 
 
 

百
姓
中 
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【
史
料
二
〇―

一
】
北
条
家
寺
領
寄
進
状
写(

「
堀
之
内
村
並
木
氏
文
書
」
戦 

二
一
八) 

 

寶
生
寺
領

（
武
蔵
国
久
良
岐
郡
） 

弐
反 
田
道
之
上
下 

壹
町
八
反
卅
歩 

畠 

右
此
分
、
好
玄
寺
如
二

御
意
見
一

、
寄
進
申
候
、
横
合
於
二

何
事
一

諸
役
不
レ

可
レ

有
レ

之

候
、
仍
如
レ

件
、 

天
文
十
一
年
寅壬
年
霜
月
二
日 

神
保
入
道(

花
押) 

 

大
道
寺
帯
刀
代(

花
押) 

西
脇
清
九
郎(

花
押) 

 
曽
祢
貴
衛
門
尉(

花
押) 

久
米
入
道(

花
押) 

 
萩
野
九
三
郎(

花
押) 

大
村
彦
右
衛
門(

花
押) 

関
新
三
郎
代

（
時
長
）

(

花
押) 

安
藤
源
四
郎(

花
押) 

関
善
右
衛
門

 

〔
左
ヵ
〕

代(

花
押) 

惡
右
京
亮(

花
押) 

 

寶
生
寺 

 
 

 
 
 

御
役
宿
中

〔
同
ヵ
〕

 
              

【
史
料
二
〇―

二
】
北
条
家
寄
進
田
畠
坪
数
注
文
写(

「
堀
之
内
村
並
木
氏
文
書
」
戦 

二
一
九) 

寶
生
寺
領
寄
進
之
田
畠
坪
数
、

（
武
蔵
国
久
良
岐
郡
）

 

弐
段
田
者
、 

家
道
左
右
幷
田
嶋
方
共
、 

壹
町
八
段
卅
歩
畠
者
、 

 
 

堂
谷
之
畠
壹
町 

大
小
十
三
枚 

 
 

女
坂
畠 

壹
段
大
九
十
歩 

 
 

馬
場
畠 

四
段
大 

大
小
六
枚 

 
 

 
 

 

田
嶋
共 

 
 

権
現
免 

壹
段
半 

大
小
四
枚 

 
 

 
 

 

屋
敷
共 

 
 

 
 

已
上 

 
 

 

壹
町
八
段
卅
歩
辻
也
、 

右
、
此
分
致
二

坪
付
一

進
候
上
、
横
合
非
分
之
義
幷
諸
役
停
二‐

止
之
一

寄
進
申
候
也
、
為

レ

後
二

証
文
一

、
土
人
之
奉
行
衆
連
判
居
處
、
仍
如
レ

件
、 

 
 

天
文
十
一
年
寅壬
年
霜
月
二
日 

 
 

 
 

検
地
奉
行
衆 

 

寶
生
寺 

 
 
 
 

御
同
宿
中 
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史
料(
３)

「
役
帳
」
収
録
の
史
料 

【
史
料
一
】
小
田
原
衆 

南
条
右
京
亮
の
知
行 

一 
南
条
右
京
亮 

 

八
十
壱
貫
九
百
文 

宮
西
郡

地 

丙
寅
検
地
辻 

 
 

此
内
廿
三
貫
三
百
文 

有
物 

弐
百
拾
貫
文 

 

堀
中
郡

三
保 

 

五
拾
三
貫
六
百
文 

温
中
郡

水 
寅
歳
検
地
辻 

 
 

此
内
卅
貫
六
百
文 

壬
寅
検
地
増
分 

 

四
拾
四
貫
六
百
五
拾
文 

東
同 

田
原 

 

拾
五
貫
文 

 

蓑
同 

毛 
 

以
上
四
百
五
貫
百
五
拾
文 

 
 

此
内 

 

三
百
五
拾
貫
文 

 

従
二

前
々
一

致
来 

 
 

残
而 

 

五
拾
五
貫
百
五
拾
文 

除
役 

 
 

但
此
内
卅
貫
六
百
文
温
水
寅
検
地
増
分 

重
而
惣
次
検
地 

 
 

之
上
役
可
レ

被
二

仰
付
一

者
也 

 
 

此
外 

百
五
拾
貫
文 

 

松
豆
州

本
郷 

 
 

此
内 

 

百
貫
文  

寄
子
六
人
給
恩
ニ
被
レ

下 
 

五
拾
貫
文 

知
行
五
ヶ
所
夫
銭
役
銭
ニ
為
二

御
合
力
一

南
条
ニ
被
レ

下 
  

 

【
史
料
二
】
河
越
衆 

山
中
内
匠
助
の
知
行 

一 

山
中
内
匠
助 

弐
百
六
拾
八
貫
四
百
廿
三
文 

海
老
名 

 
 

此
内
百
五
十
貫
役 

出
銭
も
同
前 

十
余
年
以
前
内
匠
孫
七
郎
知
行
分
端
之
時 

内
検
地 

之
為
二

高
辻
一

間 

知
行
役
儀
者

前
々
辻
を

以
被
二

仰
付
一 

者
也 

但
増
分
者

惣
御
検
地
上
改
而

可
レ

被
二

仰
付
一 

卅
九
貫
五
百
文 

 
 
 

渋
江
之
郷

葛
西

 

弐
百
拾
三
貫
三
百
三
拾
三
文 

 
 

寺
井

川
越

卯
検
地
辻 

七
拾
八
貫
五
百
五
拾
八
文 

 
 

的
場

同

 

以
上
三
百
卅
一
貫
四
百
八
拾
文 

 

但
増
分
ハ
惣
御
検
地
之
上 

改
而
可
レ

被
二

仰
付
一 

 

此
内
百
六
拾
五
貫
七
百
四
十
文 

当
年
改
二

半
役
一 

合
三
百
拾
五
貫
七
百
四
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[

十]

 
 

知
行
役
之
辻 

都
合
五
百
九
拾
九
貫
八
百
拾
四
文 

 

但
人
数
着
到
出
銭
如
二

高
辻
一 

【
史
料
三―

一
】
御
家
中
衆 

小
笠
原
六
郎
の
知
行 

一 

小
笠
原
六
郎
殿 

百
八
拾
貫
三
百
九
拾
一
文 

 

飯
泉
郷

西
郡

 

【
史
料
三―

二
】
社
領 

高
麗
寺
領
の
知
行 

一 

高
麗
寺
領 

五
拾
五
貫
七
百
七
十
七
文 

坂
間
ニ
伏 

拾
弐
貫
文 

 

山
下
ニ
伏 

以
上
六
拾
七
貫
七
百
七
十
七
文 
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【
史
料
四
】
御
馬
廻
衆 

庄
式
部
少
輔
の
知
行 

一 

庄
式
部
少
輔 

 

廿
貫
文  

 
 

吉
田
嶋

東
郡

 

 

九
貫
文  

 
 

小
野
之
内

東
郡

 
 

四
貫
五
百
文 

 

同
所
田
地 

 
 

以
上
卅
三
貫
五
百
文 

【
史
料
五
】
松
山
衆 

神
尾
善
四
郎
の
知
行 

一
八
拾
貫
文 

田
奈
郷 

 
 

神
尾
善
四
郎

東
郡

 

 

役
致
来 

【
史
料
六
】
御
家
中
衆 

横
須
賀
安
芸
守
の
知
行 

一
五
拾
貫
文 

 
 

横
須
賀

三
浦

 
 
 

横
須
賀
安
芸
守 

諸
役
一
切
御
免
、
棟
別
反
銭
懸
銭
共
、
此
外
五
十
貫
也 

御
太
方
様
へ
永
代
売
得
、
但
着
到
ハ
百
貫
文
役
如
二

前
々
一

被
二

仰
定
一 

【
史
料
七
】
御
馬
廻
衆 

最
後
尾
の
記
載 

右
之
人
数
者
、
自
二

前
々
一

一
切
役
不
レ

致
レ

之 

間
、
向
後
も
可
レ

為
二

其
分
一

、
但
御
目
之
前 

大
普
請
、
又
御
庭
普
請
、
大
持
等
二

人
数
一 

入
候
時
、
可
レ

被
二

召
仕
一

者
勿
論
候
、
其
時
者 

以
二

彼
帳
一

懸
二

高
辻
一

可
二

申
付
一

者
也
、
仍
如
レ

件 

永
禄
二
年
未己
二
月
十
二
日 
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序
章 

(

１) 

有
光
友
學
「
戦
国
大
名
今
川
氏
の
歴
史
的
性
格―

と
く
に
『
公
事
検
地
』
と
小
領

主
支
配
に
つ
い
て―
」(

『
日
本
史
研
究
』
一
三
八
、
一
九
七
四
年) 

(

２) 

安
良
城
盛
昭
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提 

一
・
二
」(

『
歴
史
学
研
究
』
一
六

三
・
一
六
四
、
一
九
五
三
年)
、
同
「
戦
国
大
名
検
地
と
『
名
主
加
地
子
得
分
』・

『
名
田
ノ
内
徳
』―

勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
大
名
法
制
史
論
』
に
よ
せ
て―

」(

『
史

学
雑
誌
』
九
〇―

八
、
一
九
八
一
年
、
の
ち
『
日
本
封
建
社
会
成
立
史
論
』
上 

岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
所
収) 

(

３) 

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
法
の
展
開
」(

『
戦
国
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
の

ち
『
戦
国
時
代
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
所
収)

、
同
『
戦
国
法
成
立
史

論
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年)

、
同
「
戦
国
大
名
検
地
に
つ
い
て―

安

良
城
盛
昭
氏
の
批
判
に
答
え
る―

」(

『
史
学
雑
誌
』
九
二―

二
、
一
九
八
三
年) 

(

４) 

松
浦
義
則
「
戦
国
期
北
陸
地
域
に
お
け
る
指
出
に
つ
い
て
の
覚
書
」(

池
上
裕
子
・

稲
葉
継
陽
編
『
展
望
日
本
の
歴
史
一
二 

戦
国
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一

年
、
初
出
一
九
八
九
年)

、
藤
木
久
志
「
村
の
指
出
」(

『
村
と
領
主
の
戦
国
世

界
』
東
京
堂
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
二
年)

、
湯
浅
治
久
「
室
町

～
戦
国
期
の
地
域
社
会
と
「
公
方
・
地
下
」
」(

『
中
世
後
期
の
地
域
と
在
地
領

主
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九
四
年) 

(

５) 

木
越
隆
三
『
織
豊
検
地
と
石
高
の
研
究
』(

桂
書
房
、
二
〇
〇
〇
年)

、
久
保
健
一

郎
「
戦
国
大
名
検
地
の
構
造
」(

『
戦
国
大
名
と
公
儀
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一

年)

、
平
井
上
総
「
長
宗
我
部
地
検
帳
と
天
正
総
検
地
」(

同
『
長
宗
我
部
氏
の
検

地
と
権
力
構
造
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年)

、
鈴
木
将
典
「
武
田
氏
の

検
地
と
税
制
」(

平
山
優
・
丸
島
和
洋
編
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
権
力
と
支
配
』

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年) 

(

６) 

有
光
友
學
「
戦
国
大
名
今
川
氏
の
歴
史
的
性
格―

と
く
に
『
公
事
検
地
』
と
小
領

主
支
配
に
つ
い
て―

」(

『
日
本
史
研
究
』
一
三
八
、
一
九
七
四
年)

、
勝
俣
鎮
夫

「
戦
国
大
名
検
地
に
関
す
る
一
考
察―

恵
林
寺
領
『
検
地
帳
』
の
分
析―

」(

永

原
慶
二
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年)

、
岸

田
裕
之
「
毛
利
氏
の
惣
国
検
地
と
段
銭―

吉
見
正
頼
書
状
の
翻
刻
紹
介
を
通
し
て
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考
え
る―

」(

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
関
係

史
料
の
調
査
と
研
究
』、
一
九
九
五
年)

、
平
井
上
総
氏
の
論
文
は
注
４
に
同
じ
。 

(

７) 

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
検
地
」(

『
日
本
歴
史
』
一
七
七
、
一
九
六
三
年
、
の
ち

『
後
北
条
氏
の
基
礎
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年) 

(

８) 

澁
澤
敬
三
『
豆
州
内
浦
漁
村
史
料
』(

上
巻
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
、
一

九
三
七
年)

で
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
写 

二
冊
」
を
筆

写
す
る
際
に
生
じ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

(

９) 

浅
倉
直
美
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
郷
村
支
配
と
定
使
」(

永
原
慶
二
編
『
大
名
領

国
を
歩
く
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年)

、
池
上
裕
子
「
名
主
と
定
使
に
つ
い

て
」(

『
戦
国
史
研
究
』
二
八
、
一
九
九
四
年) 

浅
倉
直
美
氏
は
、
「
検
地
書

出
」
の
分
析
か
ら
、
引
方
は
国
法
に
よ
っ
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。 

(

１
０) 

則
竹
雄
一
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
に
関
す
る
覚
書
」(

『
獨
協
中
学
高
等
学

校
研
究
紀
要
』
一
七
・
一
八
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
を
改
題
の
上
改
稿
、
同
『
戦

国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
所
収)

、
同
「
新
発
見

の
北
条
家
検
地
書
出
」(

『
大
磯
町
史
研
究
』
八
、
二
〇
〇
一
年) 

(

１
１) 

佐
脇
栄
智
校
注
『
小
田
原
所
領
役
帳―

戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
別
巻―

』(

東
京
堂

出
版
、
一
九
九
八
年)

、
底
本
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
の
「
小
田
原
北
条

家
分
限
帳
」
で
あ
る
。 

(

１
２)  

佐
脇
論
文
、
注
７
に
同
じ
。 

(

１
３) 

則
竹
論
文
、
注
８
に
同
じ
。 

(

１
４) 

最
近
、「
天
正
八
年
織
田
検
地
論
」
と
し
て
織
田
信
長
の
検
地
が
分
析
さ
れ
た(

飛

鳥
井
拓
「
天
正
八
年
武
吉
村
指
出
帳
と
丹
波
国
検
地
」・
藤
田
達
生
「
織
田
検
地

と
所
替
・
国
替
」・
前
田
徹
「
播
磨
・
但
馬
の
天
正
八
年
羽
柴
検
地
帳
」(

織
豊
期

研
究
会
編
『
織
豊
期
研
究
』
第
二
三
号
、
特
集
天
正
八
年
織
田
検
地
論
、
二
〇
二

一
年))

。
そ
こ
で
は
、
荘
園
制
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
収
取
体
制
を
前
提
と
し
、

そ
の
過
程
で
把
握
し
た
年
貢
な
ど
を
「
石
高
」
と
し
て
統
一
的
に
把
握
す
る
。
ま

た
、
中
世
の
領
主
権
を
否
定
し
て
大
名
の
国
替
を
行
い
、「
鉢
植
大
名
」
を
形
成

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
近
世
検
地
の
先
駆
け
で
あ
っ
て
、
さ
ら

に
は
、
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
と
評
価
す
る
動
向
が
あ
る
。 

(

１
５) 

池
上
裕
子
「
東
国
の
戦
国
大
名
検
地
」(

『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書

房
、
一
九
九
九
年)

、
同
「
大
名
領
国
制
と
荘
園―

織
田
信
長
の
政
策
を
中
心
に
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―
」(

同
『
日
本
中
近
世
移
行
期
論
』
所
収
、
二
〇
一
二
年)

、
本
多
隆
成
『
初
期

徳
川
氏
の
農
村
支
配
』(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年) 

(

１
６) 

池
上
裕
子
「
文
献
か
ら
み
る
戦
国
時
代
の
府
川
郷
・
本
郷
」(

川
越
市
中
世
府
川

郷
調
査
研
究
会
、
二
〇
一
四
年) 

(

１
７) 

池
上
裕
子
「
戦
国
大
名
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開―

後
北
条
領

国
の
場
合―

」(

永
原
慶
二
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
所
収
、
一
九
七
六

年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
の
ち
『
戦
国
大
名
の
研
究
』
〈
戦
国
大
名
論
集
一
〉
に

収
録)

。
小
和
田
哲
男
「
後
北
条
氏
領
国
下
の
農
民
諸
階
層―

『
下
中
村
上
町
分

検
地
帳
』
の
再
検
討―

」(

『
関
東
戦
国
史
の
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
七
六

年)

、
同
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
侍
」(

『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』

〈
人
文
社
会
科
学
編
〉
二
七
号
、
一
九
七
七
年
、
の
ち
『
後
北
条
氏
研
究
』
に
収

録)

で
は
、
佐
脇
分
析
に
あ
る(

４)

の
「
検
地
帳
」
や
「
検
地
書
出
」
を
中
心
に

分
析
す
る
。
そ
こ
で
「
検
地
帳
」
か
ら
、
北
条
領
国
内
に
地
主
と
小
作
の
関
係
、

出
作
や
入
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
「
検
地
帳
」
か
ら

は
、
小
経
営
、
小
作
農
民
の
把
握
が
行
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
池

上
氏
の
評
価
と
は
異
な
る
。 

(

１
８) 

久
保
健
一
郎
「
戦
国
大
名
検
地
と
『
増
分
』
」(

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
紀
要
別
冊
』
一
六
、
一
九
九
〇)

、
同
「
戦
国
大
名
検
地
に
つ
い
て
の
二
、

三
の
論
点
」(

『
歴
史
評
論
』
五
〇
七
、
一
九
九
二
年) 

こ
れ
ら
は
同
『
戦
国
大

名
と
公
儀
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年)

に
改
稿
の
上
所
収 

(

１
９) 

村
田
修
三
「
戦
国
大
名
研
究
の
問
題
点
」(

『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
九
四
、

一
九
六
四
年)

、
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
権
力
構
造
」(

『
日
本
史
研
究
』
七
三
、

一
九
六
四
年) 

(

２
０) 

池
上
論
文
、
注
１
２
に
同
じ
。
則
竹
論
文
、
注
８
に
同
じ
。 

(

２
１) 

實
方
壽
義
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
地
方
統
治―

特
に
豆
相
両
国
に
お
け
る
御
領

所
郷
村
の
場
合―

」(

『
日
本
大
学
史
学
科
五
十
周
年
記
念
歴
史
学
論
文
集
』
所

収
、
日
本
大
学
史
学
科
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
一
九
七
八

年)

、 

(

２
２) 

佐
脇
栄
智
「
北
条
早
雲
・
氏
綱
の
相
武
侵
略
」(

『
神
奈
川
県
史
通
史
編
一
原

始
・
古
代
・
中
世
』
第
三
編
第
四
章
第
一
節
、
神
奈
川
県
、
一
九
八
一
年) 

(

２
３) 

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
郷
村
支
配
と
そ
の
役
人
」(

『
国
学
院
雑
誌
』
九
七
巻

二
、
一
九
九
六
年)

。
佐
脇
氏
は
、
「
虎
の
印
判(

虎
朱
印)

」
の
登
場
が
、
郷
村



８９ 
 

 

に
お
け
る
支
配
方
法
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
と
す
る
。
虎
朱
印
は
、
郷
村
支
配
に

お
い
て
、
人
民
を
直
接
把
握
し
て
、
支
配
を
強
め
る
効
果
が
あ
る
。
虎
朱
印
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
支
配
に
関
係
す
る
役
人
を
、
わ
ざ
わ
ざ
部
将
級
の
も
の
を
置
く

必
要
が
な
く
な
る
。
そ
の
証
拠
に
、
三
代
目
氏
康
や
四
代
目
氏
政
の
支
配
に
あ
た

る
永
禄
年
間(

一
五
五
八
～
一
五
七
〇)

に
な
る
と
、
郷
村
支
配
を
直
接
お
こ
な
う

役
人
は
、
近
隣
の
土
豪
や
百
姓
階
層
の
者
に
移
動
し
て
い
る
。 

(

２
４) 

久
保
健
一
郎
「
『
大
途
』
と
後
北
条
氏
『
一
家
衆
』
」(

滝
澤
武
雄
編
『
論
集 

中
近
世
の
史
料
と
方
法
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
所
収)

、
同
「
後
北
条
氏

に
お
け
る
公
儀
の
構
造
」(

『
日
本
歴
史
』
五
七
四
、
一
九
九
六
年)

、
同
「
公
儀

と
し
て
の
戦
国
大
名
」(

『
歴
史
評
論
』
五
二
三
、
一
九
九
三
年)
こ
れ
ら
は
同

『
戦
国
大
名
と
公
儀
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年)

に
改
稿
の
上
所
収 

(

２
５) 

黒
田
基
樹
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
館
林
領
支
配
」(

『
ぐ
ん
ま
史
料
研
究
』
五

号
、
一
九
九
五
年
、
同
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇

一
年
に
所
収) 

(

２
６) 

黒
田
基
樹
「
戦
国
大
名
の
「
国
役
」
と
そ
の
性
格―

安
全
保
障
と
「
村
の
成
立
」

の
視
点
か
ら―

」(

『
中
近
世
移
行
期
の
大
名
権
力
と
村
落
』
、
校
倉
書
房
、
二

〇
〇
三
年) 

(

２
７) 

市
村
高
男
「
戦
国
末
期
に
お
け
る
北
条
氏
の
武
蔵
支
配
の
展
開
」(

『
新
編
埼
玉

県
史
通
史
編
二
中
世
』
第
四
章
第
四
節
一
～
四
、
一
九
八
八
年)

、
井
上
恵
一

「
後
北
条
氏
の
領
国
支
配
形
態
－
特
に
支
城
を
中
心
と
し
て
－
」(

『
中
世
史
研

究
』
三
・
四
合
併
号
、
日
本
大
学
中
世
研
究
会
、
一
九
七
〇
年)

、
同
「
後
北
条

氏
の
支
城
領
制
と
北
条
氏
照
」(

原
題
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
支
城
領
制
と
北

条
氏
照
」
、
『
史
叢
』
七
七
号
、
日
本
大
学
史
学
会
、
二
〇
〇
七
年
を
一
部
改

稿)

に
て
、
後
北
条
氏
の
支
城
主
を
検
討
し
、
そ
の
支
配
が
均
一
的
で
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。 

(

２
８) 

村
井
良
介
「
戦
国
期
に
お
け
る
領
域
支
配
の
展
開
と
権
力
構
造
」(

『
日
本
史
研

究
』
五
五
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
同
『
戦
国
大
名
権
力
構
造
の
研
究
』
、
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
二
年
に
改
稿
し
て
所
収) 

(

２
９) 

藤
木
久
志
『
戦
国
社
会
史
論―

日
本
中
世
国
家
の
解
体―

』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
四
年
所
収)

、
同
「
大
名
領
国
制
論
」(

『
体
系
日
本
国
家
史
』
中
世
、
東
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京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
の
ち
『
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
七
年
所
収)

同
「
村
の
指
出
」(

『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
』
東
京
堂

出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
二
年) 

(

３
０) 

池
上
裕
子
「
中
近
世
移
行
期
を
考
え
る―

村
落
論
を
中
心
に―

」(

『
人
民
の
歴

史
学
』
一
七
九
号
、
二
〇
〇
九
年) 

(

３
１) 

則
竹
雄
一
「
大
名
領
国
下
に
お
け
る
年
貢
収
取
と
村
落
」(

『
歴
史
学
研
究
』
六

五
一
号
、
一
九
九
三
年) 

(

３
２) 

實
方
壽
義
「
中
世
末
期
に
お
け
る
海
辺
村
落
の
構
造--
戦
国
大
名
後
北
条
氏
領
豆

州
内
浦
の
場
合
」(

史
叢(

一
二
／
一
三)

、
日
本
大
学
史
学
会
、
一
九
六
九
年) 

(

３
３) 

盛
本
昌
広
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
海
村
の
負
担
」(

『
歴
史
手
帖
』
二
二
巻
一

一
号
、
一
九
九
四
年
、
同
『
日
本
中
世
の
贈
与
と
負
担
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
七

年
に
補
訂
し
て
所
収) 

(

３
４) 

銭
静
怡
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
郷
村
支
配
と
土
豪
層―

「
郷
請
」
の
実
態
を
考
え

る―

」(

同
『
戦
国
期
の
村
落
と
領
主
権
力
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年) 

(

３
５) 

拙
稿
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
に
お
け
る
検
地
実
施
過
程
に
つ
い
て
の
再
検
討―

伊

豆
国
長
浜
検
地
書
出
と
長
浜
野
帳
を
も
と
に―

」(

『
都
市
文
化
研
究
』
第
二
三

号
、
二
〇
二
一
年) 

第
一
章 

(

１) 

佐
脇
栄
智
校
注
『
小
田
原
所
領
役
帳―

戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
別
巻―

』(

東
京
堂

出
版
、
一
九
九
八
年)

に
よ
れ
ば
、
有
物
は
増
分
と
同
等
の
も
の
と
い
う
理
解
で
あ

る
。 天

正
一
五
年
一
一
月
二
三
日
付
下
総
国
金
野
井
本
郷
宛
「
北
条
家
検
地
書
出

写
」(

【
史
料(

２) ―

一
五
】)

で
は
、「
拾
三
貫
六
百
文
／
右
、
定
り
引
物
之
内
、

當
年
一
廻
ニ

為
二‐

引
有
物
一

」
と
「
有
物
」
に
つ
い
て
、
記
載
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
は
、
一
三
貫
六
〇
〇
文
が
、
こ
の
「
検
地
書
出
」
で
決
定
さ
れ
た
が
、
一
三

貫
六
〇
〇
文
の
引
物(

引
方)

に
つ
い
て
、
当
年(

天
正
一
五
年
分)

は
、
有
物
と
す

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

「
検
地
書
出
」
に
よ
る
と
、
金
野
井
本
郷
で
は
、
「
七
拾
五
貫
貳
百
五
十
文(

七

五
貫
二
五
〇
文)

」
が
、
定
納
高
と
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
に
七
五
貫
二
五
〇
文
が

年
貢
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
拾
三
貫
六
百
文
、
當
年
一
廻
、
人
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給
不
足
ニ

付
、
被
レ

為
レ

引
、
然
者
、
郷
中
役
も
半
役
可
レ

致
レ

之
」
と
あ
っ
て
、
こ

の
年
は
、
家
臣
の
給
分
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
、
引
方
で
あ
る
は
ず
の
一
三
貫
六

〇
〇
文
を
天
正
一
五
年
分
だ
け
、
年
貢
と
し
て
定
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
う
し
た
結
果
、
本
来
の
定
納
高
七
五
貫
二
五
〇
文
に
、
一
三
貫
六
〇
〇
文
が

追
加
さ
れ
て
し
ま
い
、
「
已
上
、
八
十
八
貫
八
百
五
十
文
、
當
納
」
と
天
正
一
五

年
に
限
り
、
八
八
貫
八
五
〇
文
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

か
ら
「
有
物
」
は
、
広
義
の
意
味
で
、
増
分
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
想
定
で
き

る
。
し
か
し
、
天
正
一
五
年
金
野
井
本
郷
の
検
地
を
み
る
と
、
「
有
物
」
は
臨
時

的
な
「
増
分
」
で
、
恒
常
的
な
収
奪
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で

は
、
佐
脇
氏
の
見
解
か
ら
、
「
有
物
＝
増
分
」
と
し
て
定
義
す
る
が
、
「
有
物
」

の
理
解
は
、
そ
の
他
の
事
例
を
探
し
て
検
討
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。 

(

２) 

則
竹
雄
一
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
に
関
す
る
覚
書
」(

『
獨
協
中
学
高
等
学
校

研
究
紀
要
』
一
七
・
一
八
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
を
改
題
の
上
改
稿
、
同
『
戦
国

大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
所
収)

、
同
「
新
発
見
の

北
条
家
検
地
書
出
」(

『
大
磯
町
史
研
究
』
八
、
二
〇
〇
一
年) 

(

３) 

則
竹
論
文
、
注
２
に
同
じ
。
佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
検
地
」(

『
日
本
歴
史
』
一

七
七
、
一
九
六
三
年
、
の
ち
『
後
北
条
氏
の
基
礎
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

六
年)

。
『
新
編
埼
玉
県
史
』
通
史
編
な
ど
参
照
。 

(

４) 

長
塚
孝
「
伊
勢
宗
瑞
の
「
検
田
」
」(

『
戦
国
史
研
究
』
三
〇
号
、
一
九
九
五
年) 

(

５) 

池
上
裕
子
「
後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」(

『
歴
史
学
研
究
』
五
二
三
、
一
九
八

三
年
、
の
ち
に
『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
所
収) 

(

６) 

相
模
国
坂
間
郷
高
麗
寺
分
の
「
検
地
書
出
」(

【
史
料(

２)―

三
】)

は
、
従
来
の
史

料
集
等
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
注
２
の
則
竹
論
文
で
検
討
さ
れ
た
。
【
史

料(

２)―

三
】
の
原
本
は
、
高
麗
神
社
所
蔵
文
書
に
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
散
逸

し
て
い
る
た
め
確
認
で
き
な
い
。
写
し
に
関
し
て
は
、
神
奈
川
県
大
磯
町
曾
根
田

家
所
蔵
の
『
皇
国
地
誌
淘
綾
郡
高
麗
村
』(

明
治
一
五
年
二
月
四
日)

に
書
写
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
。
そ
の
う
ち
残
存
し
た

史
料
を
『
中
郡
勢
誌
』(

中
地
方
事
務
所
、
一
九
五
三
年)

に
携
わ
っ
た
川
口
清
氏

が
、
史
料
調
査
ノ
ー
ト(

平
塚
市
川
口
妙
香
家
所
蔵)

に
高
来
邦
道
家
文
書
と
し
て

筆
写
し
、
写
真
を
残
し
て
い
る(

『
大
磯
町
史
一
』
資
料
編
、
中
世)

。 



９２ 
 

 

(

７) 

【
史
料(

２)―

一
四―

一
】
北
条
氏
邦
朱
印
状(

「
飯
塚
文
書
」
戦
三
〇
一
一)

、

【
史
料(
２)―

一
六―

二
】
北
条
氏
房
朱
印
状(

「
竹
谷
文
書
」
戦
三
一
八
九)

、

【
史
料(

２)―
一
七―

二
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
廣

瀬
文
書
」
戦
三
二
一
〇) 

(

８) 

浅
倉
直
美
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
郷
村
支
配
と
定
使
」(

永
原
慶
二
編
『
大
名
領

国
を
歩
く
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年)

、
【
史
料
九
・
一
〇
】
北
条
家
朱
印

状(

「
東
慶
寺
文
書
」
戦
一
七
二
〇
、
一
七
二
一) 

(

９) 

池
上
裕
子
「
中
近
世
移
行
期
を
考
え
る―

村
落
論
を
中
心
に―

」(

『
人
民
の
歴
史

学
』
一
七
九
号
、
二
〇
〇
九
年) 

(

１
０) 

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
懸
銭
・
段
銭
再
考
」(

『
日
本
歴
史
』
五
二
五
、
一
九

九
二
年) 

(

１
１) 

注
８
に
同
じ
。 

(

１
２) 

北
条
氏
康
判
物
写(

「
諸
家
文
書
」
戦
三
六
〇)

、
北
条
家
朱
印
状
写(

「
諸
家
文

書
」
戦
三
六
一) 

(

１
３) 

【
史
料(

３)

四
～
七
】
、
注
１
に
同
じ
。 

(

１
４) 

注
１
に
同
じ
。 

(

１
５) 

池
上
裕
子
「
戦
国
大
名
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開―

後
北
条
領

国
の
場
合―

」(

永
原
慶
二
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
社
会
』
所
収
、
一
九
七
六

年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
の
ち
『
戦
国
大
名
の
研
究
』
〈
戦
国
大
名
論
集
一
〉
に

収
録) 

(

１
６) 

實
方
壽
義
「
戦
国
時
代
の
伊
豆―

特
に
後
北
条
氏
の
在
地
武
士
支
配
と
寺
社
統
制

―

」(

日
本
大
学
文
理
学
部(

三
島)

研
究
年
報(

二
三)

、
日
本
大
学
文
理
学
部
一

九
七
五
年)

で
は
、
北
条
氏
が
寺
社
領
の
直
轄
化
に
成
功
し
て
い
た
権
力
だ
と
評

価
す
る
。
確
か
に
、
實
方
氏
の
研
究
を
参
考
に
す
れ
ば
、
北
条
氏
が
滅
亡
す
る
ま

で
の
段
階
に
、
直
轄
化
で
き
た
寺
社
領
も
あ
る
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
「
役

帳
」
の
記
録
や
、
「
検
地
書
出
」
を
み
る
に
、
直
轄
化
の
成
功
は
、
永
禄
二
年
段

階
で
は
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
条
領
国
下
に
お
け

る
、
直
轄
領
の
事
例
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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第
二
章 

(

１) 

則
竹
雄
一
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
に
関
す
る
覚
書
」(

『
獨
協
中
学
高
等
学
校

研
究
紀
要
』
一
七
・
一
八
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
を
改
題
の
上
改
稿
、
同
『
戦
国

大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
所
収) 

(

２) 

則
竹
論
文
、
注
１
に
同
じ
。 

(

３) 

則
竹
雄
一
「
新
発
見
の
北
条
家
検
地
書
出
」(

『
大
磯
町
史
研
究
』
八
、
二
〇
〇

一) 

(

４) 

佐
脇
栄
智
「
後
北
条
氏
の
郷
村
支
配
と
そ
の
役
人
」(

『
国
学
院
雑
誌
』
九
七
巻

二
、
一
九
九
六
年)

や
、
則
竹
論
文(

注
１)

を
は
じ
め
、
伊
豆
国
長
浜
は
北
条
氏
に

よ
る
代
官
が
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
直
轄
地
で
あ
る
と
比
定
し
て
い
る
。 

(

５) 

【
史
料(

２)―

一
七―

二
】
北
条
氏
照
朱
印
状(

「
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
廣

瀬
文
書
」
戦
三
二
一
〇) 

(

６) 

浅
倉
直
美
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
郷
村
支
配
と
定
使
」(

永
原
慶
二
編
『
大
名
領

国
を
歩
く
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年) 

(

７) 

則
竹
論
文
、
注
１
に
同
じ
。 

(

８) 

注
５
に
同
じ
。 

(

９) 

【
史
料(

２)―

一
四―

二
】
北
条
氏
邦
朱
印
状(

「
飯
塚
文
書
」
戦
三
一
六
七) 

(

１
０) 

【
史
料(

２)―

七
】
河
越
本
郷
検
地
定
書(

「
大
野
福
治
氏
所
蔵
文
書
」
戦
一
六

〇
七)

・【
史
料(

２)―

一
三
】
北
条
氏
光
検
地
指
出
写(

「
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿

所
収
都
築
郡
藤
兵
衛
所
蔵
文
書
」
戦
二
八
六
五)

・【
史
料(

２)―

一
五
】
北
条
家

検
地
書
出
写(

「
遠
藤
文
書
」
戦
三
〇
二
九) 

(

１
１) 

浅
倉
論
文
、
注
５
に
同
じ
。 

(

１
２) 

【
史
料(

２)―

八
】
北
条
氏
光
朱
印
状(

「
雲
松
院
文
書
」
戦
一
六
二
一)

・
【
史

料(

２)―

一
三
】
注
１
１
に
同
じ
。 

第
三
章 

(

１) 

池
上
裕
子
編
『
中
近
世
移
行
期
の
土
豪
と
村
落
』(

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年) 

(

２) 

北
条
家
長
浜
棟
別
銭
取
帳
写(

「
大
川
文
書
」
戦
二
四
八) 

(

３) 

『
漁
村
史
料
』
で
は
そ
う
し
た
区
別
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
写 

二
冊
』
作
成
時

に
、
大
川
氏
を
強
調
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

(

４) 
黒
田
基
樹
「
戦
国
期
伊
豆
西
浦
大
川
氏
の
展
開
」(

池
上
裕
子
編
『
中
近
世
移
行
期

の
土
豪
と
村
落
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年) 



９４ 
 

 

(

５) 

「
大
」
と
は
、
大
・
半
・
小
と
い
う
田
畠
面
積
の
単
位
で
あ
る
。
一
反
＝
三
六
〇
歩

で
、
小
は
そ
の
三
分
の
一
の
一
二
〇
歩
、
半
は
半
分
の
一
八
〇
歩
、
大
は
小
の
二

倍
に
あ
た
る
二
四
〇
歩
で
あ
る
。
例
え
ば
、
［
１
４
］
の
よ
う
に
「
小
三
十
歩
」

と
い
っ
た
表
記
が
な
さ
れ
、
こ
れ
は
一
二
〇
歩
＋
三
〇
歩
＝
一
五
〇
歩
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

(

６) 

則
竹
雄
一
「
戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
に
関
す
る
覚
書
」(

『
獨
協
中
学
高
等
学
校

研
究
紀
要
』
一
七
・
一
八
合
併
号
、
二
〇
〇
〇
年
を
改
題
の
上
改
稿
、
同
『
戦
国

大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
所
収)

に
よ
る
と
、
「
野

帳
」
は
検
地
実
施
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
メ
モ
書
き
程
度
、
と
い
う
評
価
が
あ
る
。

こ
う
し
た
「
野
帳
」
の
評
価
を
低
く
し
て
き
た
原
因
は
、「
検
地
書
出
」
の
誤
記
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

(

７) 

な
お
『
漁
民
史
料
』
と
『
写 

二
冊
』
で
は
、
畠
の
面
積
が
二
反
ち
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
は[

２
０]

に
つ
い
て
で
あ
り
、『
漁
民
史
料
』
で
は
「
同(

畠)

／
二
反
小
」
と

解
釈
し
て
い
る
が
、『
写 

二
冊
』
で
は
「
同
小
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
。『
漁

民
史
料
』
で
は
、「
同
二
小
」
と
あ
る
も
の
を
、
こ
れ
で
は
意
味
不
明
な
の
で
、

「
反
」
の
字
を
編
者
が
補
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
他
の
項
目
で

「
反
」
字
を
欠
い
て
い
る
も
の
は
な
く
、『
漁
民
史
料
』
の
翻
刻
ミ
ス
の
可
能
性
が

あ
る
。
ひ
と
つ
前
の[

１
９]

は
「
同
二
反
小
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
写 

二
冊
』

の
通
り
「
同
小
」
で
あ
る
の
に
、「
同
二
小
」
と
思
い
込
ん
で
翻
刻
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

『
写 

二
冊
』
の
よ
う
に
、［
２
０
］
は
「
同
小
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
、

「
野
帳
」
の
畠
面
積
の
総
合
計
と
、
最
後
尾
の
横
書
き
の
畠
面
積
が
一
致
す
る
こ

と
か
ら
、
上
記
の
推
定
は
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

(

８) 

則
竹
論
文
、
注
６
に
同
じ
。 

(

９) 

天
文
一
二
年
前
後
と
比
定
し
た
理
由
と
し
て
は
、
長
浜
に
お
け
る
天
文
一
二
年
の
検

地
書
出
に
よ
っ
て
新
た
に
決
定
し
た
納
入
額
の
数
値
が
一
致
し
て
い
る
点
か
ら
判

断
し
た
。 

(

１
０) 

注
２
に
同
じ
。 

(

１
１) 

池
上
裕
子
「
後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」(

同
『
歴
史
学
研
究
』
五
二
三
、
一

九
八
三
年
、
の
ち
『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年

に
収
録) 



９５ 
 

 

(

１
２) 
「
検
地
書
出
」
の
「
引
方
」
項
目
三
条
目
に
は
、
「
壱
貫
五
百
文
田
畠
増
之
内
指

置
神
田
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
「
畠
」
に
も
「
増
」
が
あ
っ
た
よ
う

に
も
見
え
る
が
、
「
田
畠
増
」
と
あ
る
の
は
「
耕
地
」
か
ら
得
ら
れ
た

「
増
」
」
の
意
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

(

１
３) 

池
上
裕
子
「
東
国
の
戦
国
大
名
検
地
」(

同
『
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
』
校

倉
書
房
、
一
九
九
九
年
に
収
録) 

(

１
４) 

長
浜
の
よ
う
に
別
で
の
負
担
に
な
る
の
は
、
罰
則
に
な
る
場
合
で
あ
る
。 

(

１
５) 

『
漁
民
史
料
』
や
『
戦
国
遺
文
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
史
料
集
の

数
字
の
ミ
ス
を
正
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
地
と
そ
の
後
の
郷
村

の
定
納
額
設
定
ま
で
の
過
程
を
か
な
り
の
精
度
で
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
。
こ
れ
は
、
検
地
帳
（「
野
帳
」）
と
「
検
地
書
出
」
の
両
方
が
揃
っ
て

い
る
長
浜
な
ら
で
は
の
成
果
で
あ
る
。 

(

１
６) 

黒
田
論
文
、
注
４
に
同
じ
。 

終
章 

(

１) 

久
保
健
一
郎
「
公
儀
と
し
て
の
戦
国
大
名
」(

『
歴
史
評
論
』
五
二
三
、
一
九
九
三

年)

、
同
「
後
北
条
氏
に
お
け
る
公
儀
の
構
造
」(

『
日
本
歴
史
』
五
七
四
、
一
九

九
六
年)

、
同
「
『
境
目
』
の
領
主
と
『
公
儀
』
」(

岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界

の
意
識
と
関
係
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収)

、
以
上
三
論
文
、
同
『
戦
国
大

名
と
公
儀
』(

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
所
収) 


	序章　戦国大名後北条氏に関する研究史―検地論を中心に―
	第一節 後北条氏検地論
	一 後北条氏の検地史料
	二 後北条検地に関する研究史

	第二節 後北条氏権力論
	第三節 後北条氏村落論
	第四節 本稿の視点と方法

	第一章 「役帳」と「検地書出」にみる後北条氏の検地実施方法
	第一節 「役帳」からわかる土地把握政策と検地実施
	一 「役帳」にある検地注記
	二 領国支配と「役帳」にある検地の関係

	第二節 「検地書出」からわかる検地実施方法の変容
	一 大永六年(一五二六)の検地
	二 天文一二年(一五四三)の検地
	三 永禄・元亀年間(一五五八～一五七三)の検地書出について
	四 天正年間(一五七三～一五九〇)における後北条氏滅亡までの検地書出について

	第三節 「役帳」と「検地書出」にみる検地実態と土地把握―伊豆国をもとに―
	一 「役帳」と「検地書出」の対応関係
	二 「役帳」から見る伊豆国支配と検地の関係
	三 伊豆国における検地実態と土地把握―「役帳」と「検地書出」をもとに―

	小括

	第二章 後北条氏領国下における当主及び支城主の「検地書出」について
	第一節 後北条氏当主が主体の「検地書出」について
	一 氏綱・氏康期の「検地書出」
	二 氏政の「検地書出」
	三 氏直の「検地書出」

	第二節 支城主の「検地書出」について
	四 氏房の「検地書出」
	五 氏照の「検地書出」
	六 氏邦の「検地書出」
	七 氏光の「検地書出」
	八 発給者不明の「検地書出」

	小括

	第三章 後北条氏における検地実施過程と年貢収取―伊豆国西浦の事例―
	第一節 後北条氏による検地実施過程―伊豆国西浦長浜の例をもとに―
	一 「野帳」と「検地書出」の構成について
	二 「野帳」と「検地書出」の対応関係
	三 「免」「引方」と「増分」

	第二節 検地を反映した年貢収取―伊豆国西浦の場合―
	一 「写二冊」について
	二 検地を反映した年貢収取方法―「写二冊」収録史料をもとに―

	小括

	終章
	第一節 本稿のまとめ
	一 一章のまとめ
	二 二章のまとめ
	三 三章のまとめ

	第二節 本稿の成果
	第三節 本稿の達成
	第四節 今後の課題と展望

	地図
	表
	図
	史料編
	史料(１―ａ)北条家下中村上町検地帳(「種徳寺文書」戦　三八四)
	史料(１―ｂ)「長はま野帳」とそれに関連する史料
	史料(２)「検地書出」とそれに関連する史料
	史料(３)「役帳」収録の史料

	注



